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Ⅰ. 序論  

   
２００３年から２００９年まで，中国の国務院発展研究中心（ＤＲＣ），日

本の総合研究開発機構（ＮＩＲＡ）1，韓国の対外経済政策研究院（ＫＩＥＰ）

によって，中国，日本及び韓国の間の自由貿易協定（ＦＴＡ）に関する三国

間の共同研究プロジェクトが行われた。この研究プロジェクトの報告書では，

三国間ＦＴＡは三か国全てにマクロ経済上の利益をもたらし，ウィン・ウィ

ン・ウィンの状況を導くであろうことが述べられた。これらの機関はまた，

農業分野，水産分野，及び主要な製造業及びサービス分野を含む分野毎の影

響についても分析した。原産地規則とセンシティブ分野についても検証がな

された。研究者達は，議論の枠組みを政府レベルにおける公式な議論に改編

することにより，日中韓ＦＴＡに関する議論を三か国の政府関係者によって

開始するべきだと提言した。 
 
  三国間の共同研究プロジェクトに基づき，三か国の首脳は，２００９年１

０月１０日に中国・北京で開催された日中韓サミットにおいて，日中韓ＦＴ

Ａ共同研究を政府関係者，産業界及び学界からの参加者の間で開始すること

で一致した。２００９年１０月２５日にタイ・ホアヒンで開催された日中韓

経済貿易大臣会合において，三か国は，日中韓サミット前の２０１０年前半

に最初の共同研究会合を立ち上げるため，政府の高級実務者に対し，２０１

０年のできるだけ早い時期に，共同研究をどのように取り進めるのかについ

て，議論及び検討を開始するよう指示することを決定した。２０１０年１月

２６日に開催された準備会合の後，日中韓ＦＴＡ共同研究委員会（ＪＳＣ）

が立ち上げられ，第１回会合が２０１０年５月６，７日に韓国・ソウルにて

開催された。 

                                            
1 日本側の担当研究機関は，２００９年にＮＩＲＡから日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）に変更

された。 
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Ⅱ. 三国間の貿易経済関係全般  

 
 

１．世界における中国，日本，韓国経済の重要性 

 
中国，日本，韓国は世界における主要な経済プレーヤーであり，三か国の

ＧＤＰの合計は，２０１０年，世界全体のＧＤＰのうち１９.６％を占め，１

２兆３，４４０億米ドルを記録した2。三か国は世界における主要な貿易国で

もあり，２０１０年の世界の輸出額の１８.５％，輸入の１６.３％を占めた3。

２０１０年の三か国への海外直接投資流入額及び三か国からの海外直接投資

流出額（いずれもフロー）の合計は，各々世界全体の９.２％，１２.８％であ

った4。 
 

共同研究委員会は，東アジアは世界における主要な経済プレーヤーである

ものの，同地域における実質的な経済統合はまだ進展していないことについ

て，留意した。また，共同研究委員会は，この地域の経済力と競争力を考慮

すれば，同地域における経済統合は，東アジア地域のみならず，世界にも多

大な利益を確実にもたらすであろうことについても言及した。 
 
 
２．中国，日本，韓国の物品・サービス貿易 

 
１９９２年から２０１０年にかけて，三か国の輸出入は急速に増加した。

２０１０年の世界全体の輸出において，中国，日本，韓国はそれぞれ１０.４％，

５.１％，３.１％であり，また，世界全体の輸入において，中国，日本，韓国

はそれぞれ９.１％，１１.５％，２.８％であった5。 
 

三国間の域内貿易のシェアは堅調に増加している。域内貿易は，１９９７

年のアジア金融危機以前には，１９９０年の１２.３％から１９９６年に１９.
０％へと増加した。２００４年には２４.１％へと再び増加したものの，２０

０８年には２１.７％へと低下した6。２０１０年，中国は日本と韓国の最大の

                                            
2 IMF World Economic Outlook Database 
3 WTO Statistics Database（time series） 
4 UNCTAD, World Investment Report ２０１１ 
5 WTO Statistics Database（time series） 
6 IMF, Direction of Trade Statistics 
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貿易パートナーとなり，また，日本と韓国は，中国の第二と第三の貿易パー

トナーとされた。同年において，日本は韓国の第二の貿易パートナーであり，

韓国は日本の第三の貿易パートナーであった7。 
 
 しかしながら，２０１０年の域内貿易は，ＥＵとＮＡＦＴＡの域内貿易が

それぞれ６４％，４０％であったことに比べれば，まだかなり低水準に留ま

っている8。共同研究委員会は，三国間の域内貿易が低水準に止まっているこ

とは，日中韓ＦＴＡが域内貿易を更に促進し，地域全体に繁栄をもたらすと

いう潜在的可能性を持つことを示している点に留意した。 
 
 三か国の貿易構造には集中性と補完性があり，そこには，輸出入に関わる

産業構造の類似性や多量の中間財の流れが表れている。近年，三国間の域内

貿易パターンの発展が顕著である。このことは，三国間ＦＴＡが競争の促進

により三か国の競争力と効率を高めることで，産業再編を促し，垂直分業と

水平分業をより効率的にするものであることから，三国間ＦＴＡを目指すた

めの良い根拠と言えるであろう。この点に加えて，価格の低下やより広範囲

の製品が手に入るようになるといった形で，消費者にも利益がもたらされる

であろうし，また，市場アクセスを通じて輸出機会が改善されることで，経

済活動が更に刺激されるであろう。 
 
 サービス貿易については，中国，日本，韓国はサービス貿易の発展を非常

に重要視している。現在，中国，日本，韓国のサービス貿易総額は，それぞ

れ，世界第４位，第５位，第１３位である9。近年，三か国の間における二国

間サービス貿易は着実かつ急速に増加してきている。二国間のサービス貿易

は，中国と日本の間では２０００年の６５億２，７００万米ドルから２００

９年の２４７億米ドルへと増加し，中国と韓国の間では２０００年の４２億

５，５００万米ドルから２００９年の１５７億米ドルへと増加，韓国と日本

の間では２０００年の１２８億４，３００万米ドルから２００９年の１６０

億７，５００万米ドルへと増加した。これらはそれぞれ，年率１５.９４％，

１５.６１％，２.５％の伸びとなる10。 
 
 
 

                                            
7 KITA 
8 WTO Statistics Database, UN COMTRADE 
9 WTO Statistics Database 
10 UN Service Trade Statistics Database 
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３．中国，日本，韓国の投資 

 
 中国，日本，韓国の海外直接投資フローは大きく変化した。一般的に，中

国の海外直接投資流入及び流出は，１９９８年から２０１０年の間に急速に

増加し，日本の海外投資は２００４年以降に加速したが，日本と韓国に対す

る年毎の海外直接投資流入は，中国の同時期におけるそれと比べると低水準

に止まった。この点に関して，世界のＧＤＰと貿易における日中韓の地位の

重要性に照らせば，世界全体の海外直接投資フローに占める三か国のシェア

は，相対的に低い。 
 
 三か国における域内投資比率は著しく低く，域内貿易比率がやや安定して

いるのに比べると，急激な変動を見せた。三国間のこれまでの投資の流れと

しては，日本と韓国からの中国への投資の流れが主である。しかしながら，

中国が近年海外直接投資の供給国となったにも関わらず，日本と韓国は，い

ずれも中国の主要な投資先とはなっていない。共同研究委員会は，ＮＡＦＴ

ＡやＥＵの経験を考慮し，域内投資の保護及び自由化を共に強化することに

よって域内の投資環境を改善することで，域内の海外直接投資フローはまだ

拡大する余地があることについて，指摘した。 
 
 
４．中国，日本，韓国の間の協議の仕組み 

 
 三国間の協力のための仕組みは，あらゆる分野にわたって実施されてきて

いる。現在，１７の閣僚会議のほか，多数の三国間の交流や対話の枠組みが

存在している。経済分野では，貿易，金融，環境，技術，通信，エネルギー，

税関，交通，特許及び観光等の分野において，三国間の協議の仕組みがよく

機能している。共同研究委員会は，三国間での更なる協力のためには，まだ

大きな余地があることに留意した。この観点から，共同研究委員会は，２０

１１年９月１日にソウルで活動を開始した三国間協力事務局の正式な立上げ

を歓迎した。共同研究委員会は，同事務局が，あり得べき日中韓ＦＴＡとと

もに，三国間協力を促進するための重要な枠組みとなり得るという見解を共

有した。 
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５．三か国のＦＴＡ政策 

 
 三か国は，多角的な貿易自由化プロセスを重要視しており，ドーハ・ラウ

ンド交渉の下で進行中の交渉の早期かつ成功裏の締結を目指し，これらの交

渉に寄与してきた。これと同時に，更なる自由化のための補完的な手段とし

て，積極的にＦＴＡを追求してきた。 
 
 中国は， ２００１年のＷＴＯ加盟の後，互恵，ウィン・ウィンの協力，共

通の発展という原則に基づいて，様々なパートナーとＦＴＡ交渉を追求して

きた。中国は，ニュージーランド，ＡＳＥＡＮ，チリ，シンガポール，ペル

ー，パキスタン，コスタリカとＦＴＡを締結しており，香港特別行政区やマ

カオ特別行政区との経済連携緊密化取決めにも署名した。一方，中国と，独

立の関税地域である台湾，澎湖，金門，媽祖との間の海峡両岸経済協力枠組

み取決めも署名されている。現在，中国はＧＣＣ，ＳＡＣＵ，オーストラリ

ア，スイス，ノルウェー，アイスランドとのＦＴＡ交渉を行っている。韓国

との間では，公式の二国間ＦＴＡ交渉に先立ち，良好な環境を醸成するため

の予備的な議論が行われている。 
 
 日本は，ＷＴＯの中心的な役割を支持しつつ，貿易自由化のための補完的

な手段として経済連携協定(ＥＰＡ)を追求している。現在，シンガポール，メ

キシコ，マレーシア，チリ，タイ，インドネシア，ブルネイ，ＡＳＥＡＮ，

フィリピン，スイス，ベトナム，インドとの間で計１２のＥＰＡが発効済み，

ペルーとは署名済みであり，ＧＣＣとオーストラリアとの間でＥＰＡ交渉を

行っている。日本と韓国の間では，２００４年以降中断している二国間ＥＰ

Ａ交渉の再開に向けて協議が行われている。 
 
 韓国は，貿易促進，経済効率，及び繁栄増進の三つの目標に向けてＦＴＡ

を追求している。現在，チリ，シンガポール，ＥＦＴＡ，ＡＳＥＡＮ，イン

ド，ＥＵ，ペルーとの間で計７のＦＴＡが発効済み，米国とのＦＴＡが妥結

済となっている。これに加えて，現在，韓国は１２か国（オーストラリア，

ニュージーランド，ＧＣＣ，コロンビア，トルコ，カナダ，メキシコ）との

間で，７つのＦＴＡについて交渉している。日本と韓国の間では，２００４

年以降中断している二国間ＦＴＡ交渉の再開に向けて協議が行われている。

中国との間では，公式の二国間ＦＴＡ交渉に先立ち，良好な環境を醸成する

ための予備的な議論が行われている。 
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Ⅲ. 物品貿易  

 中国，日本，韓国の間の物品の貿易は，過去２０年間に急速かつ実質的に

増加した。三か国は現在，互いにとって最も重要な貿易パートナーとなって

いる。２０１０年には，中国は日韓両国にとって最大の貿易パートナーであ

った。  
 
 表３－１に示されている通り，中国，日本，韓国の関税は，ＷＴＯの農産

品・非農産品の定義（付録表１参照）に従い，世界税関機構（ＷＣＯ）の商

品の名称及び分類についての統一システム（ＨＳ）に基づき編纂されている。

中国，日本，韓国の２０１０年の単純平均ＭＦＮ（最恵国）実行税率は，そ

れぞれ９.６％，４.４％，１２.１％であった。一方，２００９年の加重平均Ｍ

ＦＮ実行税率は，それぞれ４.１％，２.７％，７.９％となっていた。 
 
 中国，日本，韓国の農産品の２０１０年の単純平均ＭＦＮ実行税率は，そ

れぞれ１５.６％，１７.３％，４８.５％であった。一方，２００９年の加重平

均ＭＦＮ実行税率は，それぞれ８.０％，１５.８％，９９.８％となっていた。

中国，日本，韓国の非農産品の２０１０年の単純平均ＭＦＮ実行税率は，そ

れぞれ８.７％，２.５％，６.６％であった。一方，２００９年の加重平均ＭＦ

Ｎ実行税率は，それぞれ３.８％，１.４％，３.５％となっていた。  
 
表３－１． 中国，日本，韓国のＭＦＮ実行税率 
                           (単位：％) 
  中国 日本 韓国 

単純平均 
（2010） 

合計 9.6 4.4 12.1 
農産品 15.6 17.3 48.5 
非農産品* 8.7 2.5 6.6 

加重平均 
（2009） 

合計 4.1 2.7 7.9 
 農産品 8.0 15.8 99.8 

非農産品* 3.8 1.4 3.5 
出典：WTO World Tariff Profiles（online） 
注：World Tariff Profilesで用いられている物品グループのＷＴＯの定義によれ

ば，非農産品には，水産品，木材，鉱物資源，金属，工業製品が含まれる。 
 
 上記に加え，三か国すべてが暫定税率を適用している。中国の場合，暫定

税率を特定の物品に対して一定期間適用している。ＭＦＮ税率が適用可能な
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輸入品に対して暫定税率が設定されている場合は，暫定税率が適用される。

協定税率または特殊税率が適用可能な輸入品に対して暫定税率が設定されて

いる場合は，いずれか低い税率が適用される。関税割当税率が適用可能な輸

入品に暫定税率が設定されている場合は，その暫定税率が適用される。一般

税率が適用可能な輸入品には，暫定税率は適用されない。２０１０年，中国

は，農産品，水産品，工業品を含むＨＳ８桁レベルにおける６１９品目に対

して，より低い暫定ＭＦＮ税率を適用した。 
 
 日本の場合，関税暫定措置法に基づいて，ＷＴＯ税率以外に「暫定税率」

と呼ばれる国内関税システムを導入している。暫定税率は，最恵国待遇原則

に基づき全ての国からの特定の輸入品に対して適用される。ＥＰＡ発効後は，

該当品目のＥＰＡ税率よりも暫定税率が高くない場合，または，当該ＥＰＡ

で該当品目が関税撤廃または関税削減の対象でない場合は，暫定税率が適用

され得る。２０１０年，日本は，ＨＳ９桁レベルで４７４品目（農産品, 水産

品及び工業品）に対して暫定税率を設定した。 
 
 韓国は，「割当関税率表」（autonomous tariff quota）及び「調整関税スキーム」

（adjustment tariff scheme）を施行している。これらはいくつかの農林水産品

及び工業品に適用され，ＷＴＯ協定に整合的であり，韓国のＷＴＯ譲許税率

の範囲内で最恵国待遇原則に基づいて運用されている。割当関税率表は，特

定の産品に適用され，関税率を増減する。２０１０年の割当関税率表は，Ｈ

Ｓ１０桁レベルにおける２３１品目に適用され，適用された全ての関税分類

品目の関税率を低下させた。調整関税スキームは，国内市場の混乱や関連産

業の崩壊を防ぐことを目的としている。２０１０年の調整関税スキームは，

ＨＳ１０桁レベルにおける４１品目に適用された。割当関税率表または調整

関税スキームの下での関税率は，常に一般税率に優先して適用される。ＷＴ

Ｏ（ＭＦＮ）税率または協定税率が適用される輸入品にこれらの税率が設定

されている場合には，より低い方の税率が適用される。 
 
  三か国いずれも，関税以外の非関税措置を有している。非関税措置を正確

に定義することは困難だが，数量制限，貿易の技術的障害（ＴＢＴ），衛生植

物検疫措置（ＳＰＳ），流通障壁等が含まれ得ると広く理解されている。 
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１．農林水産業11 
 
 
１．１ 農業 
 
１．１．１ 国内生産及び三国間貿易 
 
 三か国の生産量は，いくつかの農産品について統計上大きな値を示してい

る。例えば，以下の表３－２に示されている通り，２００８年の世界の米の

３０.８％及び豚肉の４７.６％が三か国により産出されている。本表はいくつ

かの農産品について，２０００年及び２００８年における三か国の生産量を

表している。中国では，前出の期間中，全ての記載産品について生産量が増

加した。日本については，大麦，小麦及び大豆を除き，同産品の生産量は２

０００年よりも２００８年の方が少なかった。韓国については，小麦，大豆，

とうもろこし及び豚肉を除き，同産品の生産量は２０００年よりも２００８

年の方が少なかった。 
 

表３－２． 中国，日本，韓国の農業生産 

  (単位: 1,000M/T, ％) 

産品 年 
世界 中国 日本 韓国 

生産量 生産量 シェア 生産量 シェア 生産量 シェア 

米 
2000 599,355 189,814 31.7 11,863 2.0 7,197 1.2 

2008 685,875 193,354 28.2 11,029 1.6 6,919 1.0 

大麦 
2000 133,116 2,646 2.0 214 0.2 227 0.2 

2008 155,054 3,100 2.0 217 0.1 170 0.1 

小麦 
2000 585,691 99,636 17.0 688 0.1 2 0.0 

2008 683,407 112,463 16.5 881 0.1 10 0.0 

大豆 
2000 161,291 15,411 9.6 235 0.1 113 0.1 

2008 230,581 15,545 6.7 262 0.1 133 0.1 

とうも

ろこし 

2000 592,475 106,178 17.9 0.2 0.0 64 0.0 

2008 826,224 166,032 20.1 0.2 0.0 93 0.0 

牛肉 
2000 56,266 4,795 8.5 530 0.9 306 0.5 

2008 61,670 5,841 9.5 520 0.8 246 0.4 

                                            
11 ２．製造業に記載されている食品，飲料，タバコ，木材は，「１．農林水産業」の文脈で扱わ

れることとなる。 
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豚肉 
2000 89,787 40,752 45.4 1,256 1.4 916 1.0 

2008 103,983 47,190 45.4 1,249 1.2 1,056 1.0 

 

出展: FAO STAT (online) 
注: 米，大麦及び小麦の数値は殻の重量を含む。また，牛肉及び豚肉の数値は屠体の重量となっ

ている。 

 
 表３－２の一部で示されている通り，中国，日本，韓国は，主に中国の膨

大な生産量ゆえに，世界の農業生産量の大部分を占めた。中国は世界最大の

農産品生産国かつ消費国の一つであり，米，小麦，綿，豚肉，鶏肉，果物及

び野菜など，様々な一次農産品において世界第一位の生産量を占めている12。 
 
 しかしながら，表３－３が示すように，中国における一人当たりの農業生

産資源は比較的制約されている。中国における一人当たりの耕作面積及び水

資源はそれぞれ世界平均の約４０％及び２６％であり，一人当たり森林資源

は世界平均のわずか１４％である。近年，中国の自然生態の環境破壊は深刻

な状況となっており，中国農業の持続可能な発展能力を低下させている。一

方，中国と先進国との間には，技術活用のレベル，農業における特化及び市

場志向の程度に大きな乖離も存在する。 
 
 日本の農業分野は，小規模農家の存続，農地の制約・減少，農村地域にお

ける労働人口の高齢化の進展及び農業人口の減少などの困難に直面している。

２００９年における６５歳以上の人口の割合は，全国の２２.７％に対し，農

村部では３４.１％にものぼった。さらに，日本の農産物の貿易赤字は，２０

００年の５９６億米ドルから２００９年には６４２億米ドルに増加した。こ

れらの状況を反映し，日本の食料自給率は２００９年には４０％にまで落ち

込み，先進国の中で最も低い値となった。 
 
 韓国の農業分野はいまだ，農地の制約・減少に起因する小規模農家の存続

や，農村地域における労働人口の高齢化の進展及び農産品市場の自由化後の

痛みを伴う調整などをはじめとする困難を抱えている。２００９年における

６５歳以上の人口の割合は，全国の１２.５％に対し，農村部では３４.２％に

ものぼった。さらに，韓国の農産物の貿易赤字は毎年拡大しており，１９９

９年の５７億米ドルから２００９年には１５０億米ドルまで拡大した。 
 

                                            
12 FAO STAT (online) 
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 上述のとおり，日本と韓国は農業において農地や農業人口の減少，農業人

口の高齢化の進展など類似の問題を抱えており，これらの問題がこの二か国

の農業に影を落としている。農業は食料供給のほか，国土保全，水資源の涵

養，景観保全や生物多様性保護などの多面的機能に寄与している。特にこれ

らアジアモンスーン気候の国においては，水田が国土保全に重要な役割を担

っている。加えて，食料は人類の生存に不可欠なものであり，食料安全保障

は各国にとって共通の関心事項となっている。 
 

表３－３． 中国，日本，韓国における農業従事者と農耕地面積（２００９年） 

 

項目 単位 中国 日本 韓国 

人口 1,000人 1,334,740 128,056 48,747 

農村地域人口 1,000人 712,880 6,503 3,117 

農村地域人口の割合 ％ 53.4 5.1  6.4  

農家世帯 1,000戸 259,750 2,528 1,195 

農業耕作地面積 1,000ha 158,639 4,593 1,737 

一世帯当たり農業耕作地面積 ha 0.61 1.82 1.45 

農業従事者一人当たり農業耕作地

面積 
ha 0.22 0.71 0.56 

 

出典: 中国の統計(２００９)；日本の統計(２００９)；韓国の統計(２００９). 

 
 中国の２００９年の総農業生産は５兆８０億人民元であり，２０００年と

比べ１３５％の増加となっている。しかしながら，同期間においてＧＤＰ中

に占める農業の割合は，１５.１％から１０.３％へと約４.８ポイント減少した。 
 
 日本の２００９年の総農業生産は８.２兆円と，１９８４年のピーク時の１

１.７兆円に比べ約３０％減少しており，２０００年の９.１兆円に比べても約

１０％減少した。 
 
 韓国の場合は，２００９年の総農業生産は４１.４兆ウォンであり，２００

０年と比べ２９％の増加となっている。しかしながら，同期間においてＧＤ

Ｐ中に占める農業の割合は，５.３％から３.９％へ低下した13。 

                                            
13 農業の粗付加価値(ＧＶＡ)に関して，２００９年は２１.９兆ウォンと，２０００年の数値に

比べ約１.５％増加した。その一方で，同期間において粗付加価値に占める農業の割合は，４.

０％から２.３％へと減少した。 
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 三か国の比較優位は，農産物の三国間貿易に反映されている。農業におい

て，中国は日本及び韓国の双方に対して貿易黒字を計上しており，韓国は日

本に対し黒字を計上している。ＨＳ２００７に基づくＷＴＯの農産物の定義

に従い分類された統計によれば，２００９年の中国の対日本及び対韓国の農

産物輸出はそれぞれ５０億８ ,８７０万米ドル及び１８億３ ,４３０万米ドル

となった。一方で，日本及び韓国からの農産物輸入は，それぞれ２億４,７２

０万米ドル及び１億９,３６０万米ドルとなった。２００９年の韓国の対日農

産物輸出は８億９,９９０万米ドル，日本からの同輸入は３億４２０万米ドル

であった。 
 
 ＷＴＯの農産品の定義に従い分類された統計によれば，中国の日本からの

農産物輸入は，主に果実，野菜，その他の植物（４８.３％），油糧種子及び油

脂（３２.２％），砂糖及び菓子類（１８.５％），畜産品（１.０３％）であった。

一方で，砂糖及び菓子類（３４.２％），穀物及び調製品（２１.２％），果実，

野菜，その他の植物（１６.７％），飲料及びタバコ（１５.１％）が，中国の

韓国からの主な輸入品であった。日本の中国からの農産物輸入は，主に果実，

野菜，その他の植物（４２.８％），その他の農産品（１５.８％），畜産品（１

５.６％），油糧種子及び油脂（９.０％）であった。一方で，日本の韓国から

の主な輸入品は，果実，野菜，その他の植物（３７.３％），穀物及び調製品（３

６.５％），その他の農産品（１４.８％）であった。韓国の中国からの農産物

輸入は，主に果実，野菜，その他の植物（３０.８％），穀物及び調製品（２２.
０%），その他の農産品（２０.０％），油糧種子及び油脂（１８.１％）であっ

た。一方で，韓国の日本からの主な輸入品は穀物及び調製品（３９.５％），飲

料及びタバコ（１６.５％），その他の農産品（１６.０％），油糧種子及び油脂

（１３.１％）となっている。 
 

１．１．２ 関税及びその他の貿易政策 
 
 表３－４は農産品グループ毎の関税率を示しており，２０１０年の中国，

日本，韓国における農産品にかかる最も高いＭＦＮ実行税率はそれぞれ６

５％，６４０％及び８８７％であった。 
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表３－４． 中国，日本，韓国における農産品グループ毎の関税(２０１０) 

(単位：％) 

  

  
産品グループ 

最終譲許税率 ＭＦＮ実行税率 

平均 
無税 

割合 
最高 

譲許対

象品目

の割合 

平均 
無税 

割合 
最高 

中国 

畜産品 14.9 10.4 25 100 14.8 10.1 25 

乳製品 12.2 0 20 100 12 0 20 

果実，野菜，その他の植

物 
14.9 4.9 30 100 14.8 5.9 30 

コーヒー，紅茶 14.9 0 32 100 14.7 0 32 

穀物及び調製品 23.7 3.3 65 100 24.3 3.4 65 

油糧種子及び油脂 11.1 7.1 30 100 11.0 5.3 30 

砂糖及び菓子類 27.4 0 50 100 27.4 0 50 

飲料及びタバコ 23.2 2.1 65 100 22.3 2.2 65 

綿 22 0 40 100 15.2 0 40 

その他の農産品 12.1 9.2 38 100 11.4 9.4 38 

日本 

畜産品 14.3 45.7 271 100 18.9 43.8 271 

乳製品 118.1 0 660 100 93.3 9.5 640 

果実，野菜，その他の植

物 
10.2 19.6 394 100 10.6 19.7 394 

コーヒー，紅茶 14.3 22.2 184 100 15.3 22.7 184 

穀物及び調製品 69.7 8.2 618 100 42.0 16.3 618 

油糧種子及び油脂 10.0 46.2 613 100 9.0 41.9 613 

砂糖及び菓子類 44.7 7.3 225 100 27.2 12.7 94 

飲料及びタバコ 16.4 19.1 54 100 14.6 32.3 54 

綿 0 100 0 100 0 100 0 

その他の農産品 5.3 66.6 562 100 4.4 70.6 562 

韓国 

畜産品 26.1 0.4 89 100 22.1 2.4 89 

乳製品 69.8 0 176 100 67.5 0 176 

果実，野菜，その他の植

物 
63.6 0 887 100 57.4 0.2 887 

コーヒー，紅茶 74.1 0 514 100 53.9 0 514 

穀物及び調製品 161.1 0 800 100 134.5 0.3 800 

油糧種子及び油脂 44.1 2.6 630 100 37.0 4.1 630 
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砂糖及び菓子類 32.2 0 243 100 16.8 12.5 243 

飲料及びタバコ 42.5 0 270 100 31.7 0 270 

綿 2 0 2 100 0 100 0 

その他の農産品 20.8 9.3 754 100 16.1 18.3 754 

 

出典: WTO World Tariff Profiles (online) 
 

 中国において，関税割当は，関税割当管理規則の対象である輸入品に適用

される。２０１０年には，中国が関税割当を適用する農産品はＨＳ８桁レベ

ルにおいて，小麦（６品目），とうもろこし（５品目），米（１４品目），砂糖

（６品目），羊毛（６品目），羊毛のトップ（３品目）及び綿（２品目）の計

４２品目となった。これらの品目に対し適用された枠内税率は１％～１５％，

枠外税率は１０％～６５％となっている。 
 
 ウルグアイ・ラウンド交渉の結果に従い，日本は２０１０年には，関税割

当を，ＨＳ９桁レベルにおいて，乳製品（８７品目），調製食用脂（２品目），

雑豆（７品目），小麦（２５品目），大麦（１３品目），米（１７品目），でん

粉（１５品目），落花生（２品目），こんにゃく芋（１品目）及び蚕，繭及び

生糸（６品目）の計１７５品目に適用している。これらの品目に対する枠内

税率は０％～４０％となっている。最も高い枠外税率は６４０％である14。 
 
 ２０１０年，韓国は６３の物品，ＨＳ１０桁レベルで２０３品目に関税割

当を適用している。関税割当が適用された主な物品としては，米（１６品目），

大麦（８品目），こしょう（５品目），にんにく（４品目），たまねぎ（２品目）

が挙げられる。これらの産品に対し適用された枠内税率は０％～５０％，枠

外税率は９％～８８７.４％となっている。これらの物品のうち，米について

は，ＷＴＯの「特別待遇」条項により予定されたミニマム市場アクセスによ

る割当分のみ輸入している。 
 
 

 

 

 

                                            
14 この税率は従量税であり，上記の数値は２０１０年の貿易データに基づきＷＴＯ事務局が推

算した従価税換算値(ＡＶＥ)である。ＷＴＯのデータでは，従価税換算値の最高値のみが公表さ

れている。 
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１．２ 水産業15 
 
１．２．１ 国内生産及び三国間貿易 
 
 以下の表３－５に示されている通り，三か国は，漁業生産において大きな

割合を占めている。２００９年には，主に中国の漁業生産量が多いために，

世界の総漁業生産に占める三か国の割合は，合計して４２.３％になっている。 
 

表３－５.  中国，日本，韓国の漁業生産  

                                          (単位: １,０００Ｍ/Ｔ，％) 

 

世界 中国 日本 韓国 

生産量 生産量 シェア 生産量 シェア 生産量 シェア 

2000 136,255 43,284 31.8% 6,485 4.8% 2,506 1.8% 

2001 136,045 44,273 32.5% 6,419 4.7% 2,677 2.0% 

2002 139,229 46,289 33.2% 5,888 4.2% 2,498 1.8% 

2003 139,516 48,263 34.6% 6,095 4.4% 2,502 1.8% 

2004 148,148 50,728 34.2% 5,707 3.9% 2,543 1.7% 

2005 151,102 52,466 34.7% 5,672 3.8% 2,719 1.8% 

2006 152,224 54,265 35.6% 5,657 3.7% 3,050 2.0% 

2007 156,018 56,161 36.0% 5,688 3.6% 3,287 2.1% 

2008 159,406 57,827 36.3% 5,616 3.5% 3,359 2.1% 

2009 162,821 60,475 37.1% 5,196 3.2% 3,199 2.0% 

 

出典: FAO STAT (online) 
 
 中国においては，水産分野は農業の中でも重要な分野である。中国の２０

０９年の漁業生産は５,６２６億人民元に達し，その総生産量は５,１１０万ト

ン，このうち養殖生産が３,６２０万トン，漁獲生産は１,４９０万トンとなっ

ている。中国の魚類及び水産製品の生産量は膨大だが，この分野の発展はい

まだ，生産規模の拡大や天然資源の粗放的投入に依存している。更に，資源

の制約，環境の悪化，激化する市場競争，技術の遅れに起因する課題もある。

世界の主な競合国と比較しても，中国は水産加工や原料リサイクルの分野に

おいて，はるかに遅れている。 
 

                                            
15 この報告書でいう水産製品は，WTO World Tariff Profilesにおける「fish and fish produ
cts」の定義に基づいている。(付録表１参照)。 
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 ２００９年の日本の漁業及び水産養殖業の生産額は１.５兆円であり，１９

８２年のピーク時の３兆円に比べて約５０％減少，２０００年の１.９兆円に

比べても約２０％減少した。日本周辺海域に棲息する魚種のうちの４０％が

低位資源水準にあることから，日本は適切な水産資源管理に関心を有してい

る。 
 
 韓国の場合は，２００９年の総漁業生産が６.９兆ウォン（沿岸及び沖合漁

業（５２.６％），養殖業（２６.７％），遠洋漁業（１６.８％），内水面漁業（３.
９％））であり，２００５年の数値に比べて５.９％の増加となった。しかしな

がら，同期間において，ＧＤＰ中に占める漁業の割合は０.３％から０.２％に

低下した16。 
 
 漁業において，中国は日本及び韓国の双方に対して貿易黒字を計上し，韓

国は日本に対し黒字を計上した。ＷＴＯの産品グループの定義に従い分類さ

れた統計によれば，２００９年の中国の対日本及び対韓国の水産物輸出はそ

れぞれ２７億８,１００万米ドル及び１０億２８０万米ドルとなった。一方で，

日本及び韓国からの水産物輸入は，それぞれ２億３５０万米ドル及び１億１,
８９０万米ドルとなった。２００９年の韓国の対日水産物輸出は６億５,１３

０万米ドルである一方で，日本からの同輸入は１億９,３８０万米ドルとなっ

た。 
 
１．２．２ 関税及びその他の貿易政策 
 
 表３－６に示されているように，２０１０年の中国，日本，韓国における

水産品にかかる単純平均ＭＦＮ実行税率は，それぞれ１０.９％，５.５％，１

６.１％であった。中国，日本，韓国の水産品にかかるＭＦＮ実行税率の最高

値は，それぞれ２３％，１５％，５０％であった。 
 
 
 
 
 
 

                                            
16
 ２００９年の漁業の粗付加価値は３.２８兆ウォンと２０００年の数値に比べ約１.１３兆ウ

ォン増加した。その一方で，同期間において，粗付加価値に占める漁業の割合は，０.４％から

０.３％へと減少した。 
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表３－６． 中国，日本，韓国の魚類及び水産製品の関税率 (２０１０) 

（単位：％） 

 最終譲許税率 ＭＦＮ実行税率 

 平均 無税割合 最高 
譲許対象品目

の割合 
平均 無税割合 最高 

中国 11 6.2 23 100 10.9 6.3 23 

日本 4.9 3.5 12 91.2 5.5 3.3 15 

韓国 14.9 0 32 53.1 16.1 0.7 50 

 

出典：WTO World Tariff Profiles (online) 
 
 ＭＦＮ関税を除き，中国は水産品に対して割当のような輸入数量制限措置

を適用していない。日本はいくつかの水産品に輸入割当(ＩＱ)を適用している。 
 
 
１．３ 林業17 
 
１．３．１ 国内生産と三国間貿易 
 
 中国の２００９年の林産品の総生産額は，２,３５９億人民元に達した。丸

太，製材，製紙品等が中国の主要な林産品である。近年，中国の林産物貿易

は急成長を示している。 
 
 木材や特用林産物を含む日本の林産品の生産は，長年減少傾向にある。２

００９年の林産品の生産は４,１２２億円と，１９８０年のピーク時の１兆１,
５８２億円に比べ６４％減少した。木材自給率も減少してきており，２００

９年は２７.８％となっている。 
 
 韓国の２００９年の林産品の総生産額は４兆８,３００億ウォンであり，２

００５年以降一貫して増加傾向にある。このうち，年間の純蓄積増加量の価

値が総生産額の約４１％を占めた。 
 
 林業において，中国は日本及び韓国の双方に対して貿易黒字を計上し，日

                                            
17 各国で林産品の範囲は異なり得る。この報告書においては，林産品の国内生産に関する統計

以外の三国間貿易や林産品の関税率の統計を示す際には，ＷＴＯの分類（木材，紙類等）を用い

ている。 
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本は韓国に対し黒字を計上した。ＨＳ２００７(ＷＴＯの定義)分類による統計

によれば，２００９年の中国の日本及び韓国への林産物の輸出額はそれぞれ

３９億１,２６０万米ドル及び９億７,０８０万米ドルとなった。一方で，日本

及び韓国からの中国の輸入額は，それぞれ１８億８,２８０万米ドル及び５億

７,６９０万米ドルとなった。２００９年の韓国の日本への林産物の輸出額は

３億１,０９０万米ドルに上った一方で，日本からの輸入額は３億９,８９０万

米ドルとなった。  
 
１．３．２ 関税及びその他の貿易政策 
 
 表３－７が示すように，２０１０年の中国，日本，韓国における林産品に

かかる単純平均ＭＦＮ実行税率の平均値は，それぞれ４ .４％，０ .８％，２.
２％であった。中国，日本，韓国の林産品にかかるＭＦＮ実行税率の最高値

は，それぞれ２０％，１０％，１０％であった。  
 
表３－７． 中国，日本，韓国の林産物にかかる関税率 (２０１０) 

（単位：％） 

 最終譲許税率 ＭＦＮ実行税率 

 平均 無税割合 最高 
譲許対象品目

の割合 
平均 無税割合 最高 

中国 5 22.3 20 100 4.4 35.3 20 

日本 1 78.8 10 97.6 0.8 80.9 10 

韓国 2.8 73.5 13 89.0 2.2 67.5 10 

 

出典：WTO World Tariff Profiles (online) 
 

 

１．４ 将来の日中韓ＦＴＡが農林水産業に与える影響 
 
１．４．１ 農業 
 
 あり得べき日中韓ＦＴＡにともない，農業分野における関税及びその他の

貿易障壁を撤廃または削減することにより，消費者がより安価で幅広い農産

品を入手することが可能になる，輸出者にとって相手国市場へのアクセスが

改善されるなど，三か国に潜在的利益がもたらされるであろう。中国は日本

や韓国に対し，野菜や果実などの労働集約的な一次産品の輸出を増加させ得
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ることとなり，一方，日本と韓国は中国に対し，付加価値の高い加工品の輸

出を増加させ得ることとなろう。 
 
 しかしながら，日本と韓国は，日中韓ＦＴＡが，恐らく三国間の農産物貿

易に非対称的な効果を生じさせ，三か国の農業分野における利益分配が不公

平となる可能性があることを指摘した。あり得べき日中韓ＦＴＡは，日本と

韓国において，国内農業生産への深刻な影響に関する懸念を生む可能性があ

る。一方，中国は，あり得べき日中韓ＦＴＡにより三国間の農産物貿易の対

象範囲と量が拡大し，三か国の消費者は利益を得ることになる旨指摘した。

しかしながら，中国の農業分野における競争力は，一人当たりの農業に利用

可能な資源が少なくかつ減少していることや，国内需要を満たさなければな

らないとのプレッシャーの高まり，労働コストや投入コストの高騰による農

業における価格優位性の低下などの要因により，制約を受けるであろうこと

に留意すべきである。 
 
 あり得べき日中韓ＦＴＡを追求する際には，各国のセンシティブ品目に然

るべく配慮すべきである。センシティブ品目に関する問題に適切に対処すれ

ば，三か国は，ＦＴＡがもたらす厚生の向上を享受するであろう。あり得べ

き日中韓ＦＴＡの下でのより競争的な環境に対処するためには，各国が国内

農業の生産能力をさらに向上させることにより持続可能で強靭な農業を実現

させ，そして，自国の農業を再生することが重要である。 
 

１．４．２．水産業 
 
 中国，日本，韓国は，水産分野において互いに補完関係にある。例えば，

中国は淡水漁業においてより競争力がある一方で，日本と韓国は海洋漁業に

おいてより競争力がある。あり得べき日中韓ＦＴＡにより，三国間の水産物

貿易が拡大し，それにより消費者が利益を得，三か国の全体的な国民の厚生

が向上するだろう。中国は日本や韓国に対し，労働集約的な水産物の輸出を

増加させることとなり，日本と韓国は中国に対し，付加価値の高い水産物の

輸出を増加させることになるだろう。しかしながら，日中韓ＦＴＡのプラス

効果は，水産資源の減少，漁獲・養殖経費の増加及び他のＦＴＡ締約国との

競争の激化などの要因により，減退する可能性がある。 
 
 日本は，三か国が特定の漁場と水産資源を共有しており，三か国周辺の漁

場において個体数が減少している種が存在するという事実を踏まえ，水産業
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の持続的発展を確保するため，適切な水産資源管理の効果に然るべく配慮す

べきであることを提言した。中国は, 将来の水産分野の交渉は主に市場アクセ

スの問題を取り扱い，水産資源管理の協議については既存の窓口を通じ三国

間の漁業管理当局によって取り扱われることがより適切であることを提言し

た。 
 

また，三か国はそのような措置が合理的な理由なしに水産品の貿易の流れ

を阻害すべきではないことに留意した。 
 
１．４．３ 林業 
 
 林業では，日中韓ＦＴＡによって，消費者がにとってはより安価でより幅

広い林産品へのアクセス，輸出者にとっては相手国市場へのアクセス改善な

ど潜在的な利益がもたらされるだろう。 
 
 その一方で，三か国が地理的に近接していること及び類似の植物相を有し

ていることから，林産物の貿易量の増加に伴い，森林の様々な有益な機能を

維持する上での基礎となる持続可能な森林経営に悪影響が及ぶ危険性が高ま

る可能性があるとの懸念が示された。 
 
 中国，日本及び韓国の森林輸入量の合計が世界の約４分の１を占めている

ことから，日本は，あり得べき日中韓ＦＴＡがこの割合を増加させ得る点に

注目し，違法伐採対策のために，合法的に伐採された林産物の貿易促進に配

慮がなされるべき旨主張した。中国は, そのような違法伐採対策への努力が，

貿易に対する不当な障壁になるべきではないと指摘した。 
 
 
１．５ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 
 将来の三国間ＦＴＡは，三か国が相互にかつ一貫して将来の日中韓ＦＴＡ

の利益を享受できるよう，上述の様々な懸案事項に適切に対処し，また農林

水産分野における貿易や投資を円滑化することにより，三か国の農林水産業

の持続的発展に寄与することとなるだろう。  
 
 中国，日本，韓国の農林水産業の競争力を向上させ，三か国の消費者の厚

生を高めるために，これらの分野における各国のセンシティビティを然るべ
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く考慮しつつ，三か国は，貿易に悪影響を与える関税や非関税措置を削減す

るだけでなく，日中韓ＦＴＡの形成を通じ，ウィン・ウィン・ウィンの関係

を築けるよう，三国間の経済の連携を深化・強化すべきである。 
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２． 製造業18, 19 
 
 
２．１ 国内生産及び三国間貿易 
 
 全体として，貿易量から見た場合，三か国ともに世界市場の中で大きな工

業国であるといえる。これら三か国は，ラジオ，テレビ及び通信機器（３２.
８％），事務・経理・計算機器（３６.３％），繊維製品（３３.０％）等の主な

工業製品輸出品目について，世界全体の輸出の中で支配的な地位を占めてい

る（付録表３参照）。業種別ＧＤＰ（現在価格ベース）は以下の通りである。 
 
表３－８． 業種別ＧＤＰ（現在価格ベース）         

(単位: ％) 

業種 中国 日本 韓国 

食品，飲料，タバコ 9.7 14.7 5.1 

繊維，皮革 7.8 1.9 4.2 

木材，紙類，出版，印刷 3.3 8.8 3.4 

石油，石炭，化学製品 21.8 14.9 15.7 

非鉄鉱物性生産品（除石油，石炭） 5.3 2.8 3.8 

金属，組立金属製品 16.8 7.2 14.4 

機械設備・装置 8.6 10.2 8.5 

電気電子機器 15.3 14.1 24.0 

精密機器 1.9 1.7 1.7 

輸送機器 8.2 13.0 17.7 

家具，その他 1.2 10.7 1.5 

製造業品合計 100 100 100 

 

出典：中国統計年鑑２０１０（換算），内閣府経済社会総合研究所２００９（ＥＳＲＩ），韓国国

家統計ポータルＫＯＳＩＳ(オンライン)２００９ 

 
 工業製品について，２００９年には，日本は中国及び韓国の双方に対して

貿易黒字を計上し，韓国は中国に対し貿易黒字を計上した。 
 

                                            
18 鉱工業部門における産品の分類の定義は付録表２に記載されている。 
19 「２．製造業」に記載されている食品，飲料，タバコ，木材は，「１．農林水産業」の文脈で

扱われることとなる。 
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 中国の日本及び韓国に対する工業製品の輸出はそれぞれ６１６億米ドル，

４３７億米ドルで，日本及び韓国からの工業製品の輸入は，それぞれ９６３

億米ドル，８３１億米ドルであった。 
 
 日本の韓国に対する工業製品の輸出は４３３億米ドル，韓国からの工業製

品の輸入は１９２億米ドルであった。 
 
 近年（２００５年～２００９年），中国の日本からの主な輸入品は，ラジオ，

テレビ及び通信機器（２０.６％），機械設備・装置（１７.５％），化学品（１

３.７％），卑金属（９.３％），医療・精密・光学機器（８.８％），電気機械・

器具（８.４％），自動車，トレーラー及びセミトレーラー（７ .０％）であっ

た。一方，中国の韓国からの主な輸入品は，ラジオ，テレビ及び通信機器（２

９.９％），化学品（１８.０％），医療・精密・光学機器（１４.９％），卑金属

（７.１％），機械設備・装置（６.１％），コークス，精製石油及び核燃料（６.
０％）であった（付録表４参照）。 
 
 同期間における中国から日本への主な輸出品は，繊維製品，衣料及び毛皮，

機械設備・装置，事務・経理・計算機器，ラジオ，テレビ及び通信機器で，

韓国への主な輸出品は，ラジオ，テレビ及び通信機器，卑金属，化学品であ

った。 
 
 ２００５年から２００９年における，日本の中国からの主な輸入品は，衣

料及び毛皮（１２.０％），ラジオ，テレビ及び通信機器（１１.６％），事務・

経理・計算機器（１０.８％），機械設備・装置（８.６％），繊維（８.２％），

電気機器・器具（７.２％）であり，日本の韓国からの主な輸入品は，ラジオ・

テレビ及び通信機器（２５.０％），卑金属（１２.６％），コークス，精製石油

及び核燃料（１２.４％），化学品（９.９％），機械設備・装置（８.８％），医

療・精密・光学機器（６.３％）であった（付録表５参照）。 
 
 同期間における，日本の中国及び韓国に対する主な輸出品には，機械設備・

装置，化学品，ラジオ，テレビ及び通信機器，卑金属が含まれていた。 
 
 ２００５年から２００９年における，韓国の中国からの主な輸入品は，卑

金属（１８.６％），ラジオ，テレビ及び通信機器（１５.１％），電気機械・器

具（１２.６％），事務・経理・計算機械（７.９％），化学品（７.５％），機械

設備・装置（５.６％）であり，韓国の日本からの主な輸入品は，化学品（１
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８.７％），卑金属（１７.７％），機械設備・装置（１７.２％），ラジオ，テレ

ビ及び通信機器（１２.３％），医療・精密・光学機器（７.８％），及び電気機

械・器具（６.６％）であった（付録表６参照）。 
 
 同期間における，韓国の中国に対する主な輸出品は，化学品，ラジオ，テ

レビ及び通信機器，医療，精密・光学機器であり，韓国の日本に対する主な

輸出品は，ラジオ，テレビ及び通信機器，コークス，精製石油及び核燃料，

卑金属，及び化学品であった。 
 
 
２．２ 関税及びその他の貿易政策 
 
 ２００９年の中国，日本，韓国の工業製品に対する関税の単純平均MFN税

率はそれぞれ８.７％，２.４％，６.６％であった。また，加重平均MFN税率は，

それぞれ３.７％，１.０％，３.２％であった。 
 
 ２００９年時点において，中国で高関税を課している産業は，単純平均関

税率で見ると，タバコ製品（４１.０％），食料品及び飲料（１７.０％），衣料

及び毛皮（１６.２％），皮革及び履物（１４.７％），自動車，トレーラー及び

セミトレーラー（１４.３％），その他の非鉄鉱物性生産品（１２.１％）であ

り，また，加重平均関税率で見た場合は，タバコ製品（３３.１％），自動車，

トレーラー及びセミトレーラー（１６.７％），衣料及び毛皮（１５.４％），そ

の他の非鉄鉱物性生産品（１１.４％），食料品及び飲料（１０.６％）であっ

た（付録表７参照）。 
 
 ２００９年時点において，日本で高関税を課している産業としては，単純

平均関税率で見ると，皮革及び履物（１２.９％），食料品及び飲料（１０.９％），

衣料及び毛皮（９.４％），タバコ製品（６.３％）であり，また加重平均関税

率で見た場合は，皮革及び履物（１１.９％），衣料及び毛皮（９.７％），食料

品及び飲料（９.３％），繊維製品（７.５％）であった（付録表８参照）。 
 
 ２００９年時点において，韓国で高関税を課している産業としては，単純

平均関税率で見ると，食料品及び飲料（３９.９％），タバコ製品（３９.４％），

衣料及び毛皮（１２.３％），繊維製品（９.３％），皮革及び履物（８.１％）で

あり，また加重平均関税率で見た場合には，タバコ製品（３９.８％），食料品

及び飲料（２７.０％），衣料及び毛皮（１２.７％），繊維製品（９.４％），皮
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革及び履物（９.３％）であった（付録表９参照）。 
 
 
２．３ 将来の日中韓ＦＴＡが工業品に与える影響 
 
 日中韓ＦＴＡは多くのプラスの経済効果をもたらすであろう。三国間で貿

易が最も活発に行われている多くの産業ではそれほど関税率が高くはないが，

日中韓ＦＴＡに伴う貿易の更なる自由化によって，これら三国間の貿易量の

増加及び生産ネットワークの拡充がもたらされるであろう。加えて，三国間

の貿易の自由化は，三か国の消費者に，より低価格で，より多くの種類の様々

な物品を購入する機会を与えるとともに，地域における工業製品のサプライ

チェーンの発達を促進するであろう。 
 
 他方，日中韓ＦＴＡは，三か国すべてのセンシティブ分野を明らかにする

だろう。一般的に，現在の各国の関税率は貿易自由化の観点から見た各国の

センシティビティの程度を反映している。特に日中韓ＦＴＡについては，三

か国ともに，北東アジアの貿易パートナーである他の二か国に対する輸入依

存率が比較的高い分野において，関税の撤廃や削減を行うことに対して特に

センシティブになるであろう。 
 
 中国については，上述の日本，韓国からの主な輸入品のうち，自動車，ト

レーラー及びセミトレーラー（単純平均関税率は１４.３％）のみが高関税に

分類されるが，これらは日本からの主な輸入品である。またその他の主な輸

入品の単純平均関税率は，卑金属の５.０％から，電気機械・器具の９.４％の

間となっている。一方で，これらの産業の中でも一部の品目の関税率は２５％

（医療・精密・工学機器）から５０％（化学品）と高くなっており，これら

の高関税品目がセンシティブである可能性がある。 
 
 このような観点から，日中韓ＦＴＡは，日本及び韓国からの輸入増加を更

に加速させ，中国において石油，化学品，自動車，機械及び電子機器，鉄鋼，

造船等のセンシティブ産業に属する企業，特に高額製品に関わる企業への大

きなプレッシャーとなる可能性がある。 
 
 日本に関して言えば，中国からの主な輸入品のうち，食料品及び飲料（単

純及び加重平均関税率は，それぞれ１０ .９％，９.３％），衣料及び毛皮（単

純及び加重平均関税率は，それぞれ９.４％，９.７％），繊維製品（単純及び
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加重平均関税率は，それぞれ５.８％，７.５％）が高関税な部類に属する。韓

国からの主な輸入品については，特に高関税な部類に属するものはない。 
 
 日本の主な輸出関心には，自動車及び自動車部品，産業機械及び同部品，

鋼鉄，化学製品，テレビ及び同部品，ＡＶ機器及び同部品，ＭＣＯ（マルチ・

コンポーネントＩＣ），電気機械及び同部品，家電器具及び同部品，バッテリ

ー及び同部品，紙類・板紙類が含まれる。 
 
 韓国に関して言えば，中国及び日本からの主な輸入品のうち高関税な部類

に属するものはないが，このことは必ずしも中国，日本との貿易においてセ

ンシティブな産業や商品がないことを意味するものではない。韓国の産業界

の観点からは，中国との貿易においては繊維製品，消費財，電気電子機器が，

日本との貿易においては機械類，電気電子機器，非鉄金属がセンシティブで

あるとされている。 
 
 加えて，中国に対しては，食料品及び飲料，衣料及び毛皮，繊維製品，皮

革及び履物等の高関税な部類に属するほとんどの産業がセンシティブになる

可能性が高く，日本に対しては，自動車，トレーラー及びセミトレーラー，

その他輸送用機械産業等がセンシティブになる可能性が高い。 
 
 
２．４ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 
 あり得べき三国間ＦＴＡは，市場アクセスを広く歪みない形で改善するこ

とにより，同地域の工業品及びサービス供給者の生産ネットワークとサプラ

イチェーンの拡大を促進し，かつ消費者がその利益を享受することを可能に

し，三か国の製造業の更なる競争力向上に寄与するであろう。 
 
 中国，日本，韓国の製造業の競争力を向上させ，三か国の消費者の厚生を

高めるために，三か国は，これらの分野における各国のセンシティビティに

然るべく配慮しつつ，貿易に悪影響を与える関税や非関税措置を削減するの

みならず，日中韓ＦＴＡの形成を通じ，ウィン・ウィン・ウィンの関係を築

けるよう，三国間の経済の連携を深化・強化すべきである。 



38 

 

付録Ⅰ 

 

付録表１. WTO World Tariff Profiles (online)を用いた産品グループの定義  
  

産品グループ 

       

多角的貿

易交渉
1 

2007 年の統一システムにおける品目表 

（Harmonized System Nomenclature 2007） 

農産品 (Ag) 

畜産品 17 第1類, 第2類, 第1601項-02項 

酪農品 21 第0401項-06項 

果実, 野菜, その他の植物 
12 第7類, 第8類, 第1105項-06項, 第2001項-08項 

19 第0601項-03項, 第1211項, 第13類, 第14類 

コーヒー, 紅茶 13 第0901項-03項, 第18類 (第1802項を除く), 第2101項 

穀物及び調製品 x15 
第0407項-10項, 第1101項-04項, 第1107項-09項, 第19
類, 第2102項-06項, 第2209項 

16 第10類 

油糧種子及び油脂 18 
第1201項-08項, 第15類 (第1504項を除く), 第2304項-
06項, 第3823項 

砂糖及び菓子類 14 第17類 

飲料及びタバコ 
20 第2009項, 第2201項-08項 

22 第24類 

綿 x23 第5201項-5203項 

その他の農産品 

x15 第0904項-10項 

x23 

第5類, 第0604項, 第1209項-10項, 第1212項-14項, 第1
802項, 第230110号, 第2302項-03項,第2307項-09項, 第
290543号-45号, 第3301項, 第3501項-05項, 第380910
号, 第382460号, 第4101項-03項, 第4301項, 第5001項-
03項, 第5101項-03項, 第5301項-02項 

非農産品 (Non-Ag) 

魚類及び水産製品 11 第3類, 第1504項, 第1603項-05項, 第230120号 

鉱物性生産品及び金属 

4 
第2601項-17項, 第2620項, 第72類-76類 (第7321項-22
項を除く), 第78類-83 類(第8304項-05項を除く) 

9 
第25類, 第2618項-19項, 第2621項, 第2701項-04項, 第
2706項-08項, 第2711項-15項, 第31類, 第3403項, 第68
類-71類 (第6807項, 第701911号-19号, 第701940号-59
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号を除く), 第911310号-20号 

石油 97 第2709項-10項 

化学品 2  5 

第2705項, 第28類-30類 (第290543号-45号, 第300590
号を除く), 第32類-33類 (第3301項, 第330620号を除

く), 第34類 (第3403項, 第3406項を除く),第3506項-07
項, 第3601項-04項, 第37類-39類 (第380910号, 第3823
項, 第382460号, 第392112号-13号, 第392190号を除

く) 

木材, 紙類等 1 
第44類, 第45類, 第47類, 第48類, 第49類, 第9401項-0
4項 (第940490号を除く) 

繊維製品 x2 

第300590号, 第330620号, 第392112号-13号, 第392190
号, 第420212号, 第420222号, 第420232号, 第420292
号, 第50類-60類 (第5001項-03項, 第5101項-03項, 第5
201項-03項, 第5301項-02項を除く), 第63類, 第640520
号, 第640610号, 第640699号, 第6501項-05項, 第6601
項, 第701911号-19号, 第701940号-59号, 第870821号, 
第8804項, 第911390号, 第940490号, 第961210号 

衣類 x2 第61類-62類 

皮革及び履物, 等 

3 

第40類, 第41類 (第4101項-4103項を除く), 第4201項-
05項 (第420212号, 第420222号, 第420232号, 第42029
2号を除く), 第4302項-04項, 第64類 (第640520号, 第6
40610号, 第640699号を除く), 第9605項 

一般機械 7 

第7321項-22項, 第84類 (第846721号-29号を除く),第8
50860号, 第852841号, 第852851号, 第852861号, 第86
08項, 第8709項 

電気機器 8 

第846721号-29号, 第85類 (第850860号, 第852841号, 
第852851号, 第852861号, 第8519項-8523項を除く, た
だし第852352号を含む) 

輸送機器 6 
第86類 (第8608項を除く), 第8701項-08項 (第870821
号を除く), 第8711項-14項, 第8716項, 第8801項-03項,
 第89類 

その他の製造業品 10 

第2716項, 第3406項, 第3605項-06項, 第4206項, 第46
類, 第6506項-07項, 第6602項-03項, 第67類, 第6807
項, 第8304項-05項, 第8519項-24項, 第8710項, 第8715
項, 第8805項, 第90類-93類(第9113項を除く), 第9405
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項-06項, 第95類-97類 (第9605項, 第961210号を除く) 

※ 各国で農林水産品の定義は異なり得るため，三か国は，17，18，27 及び 33 番目のパラグラフに示す統計の計算に，上記

表１にある「農産品」，「魚類及び水産製品」，「木材，紙類等」の下位分類に基づく分類を用いることに同意した。 

1.  多角的貿易交渉(ＭＴＮ)の分類は東京ラウンドで初めて定義され，ウルグアイ・ラウンドにてＨＳに適用された。本報

告書で産品グループの分類は，ＨＳ1992 を基礎とする，それ以前の定義と若干異なる。 

2.  本来農産品として分類される産品に関連する，HS 第 330210 号の部分は， 化学製品のグループとして考慮されていない。 
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付録Ⅱ 
 

付録表２. 国際標準産業分類(ISIC)第3版の構造に基づく製造業分野の業種別産

品グループ 
  
業種 Code 
農・狩・林・漁業 01-05 

  農業, 狩猟及び関連サービス業 01 

  林業, 代採業及び関連サービス業 02 

  漁業, 養殖業 05 

鉱業・採石業 10-14 

  石炭及び亜炭の採掘業；泥炭の抽出業 10 

  原油及び天然ガスの抽出業 11 

  ウラン及びトリウム鉱の掘採業 12 

  金属鉱石の採掘業 13 

  その他の鉱業及び採石業 14 

製造業 15-37 

  食料品及び飲料 15 

  タバコ製品 16 

  繊維製品 17 

  衣料及び毛皮 18 

  皮革及び履物 19 

  木材及びコルク 20 

  パルプ, 紙及び紙製品 21 

  印刷業及び出版業 22 

  コークス,精製石油及び核燃料 23 

  化学品 24 

  ゴム及びプラスチック  25 

  その他の非鉄鉱物性生産品 26 

  卑金属 27 

  組立金属製品 28 

  機械設備・装置  29 

  事務,経理,計算機器 30 

  その他分類されない電気機器,器具  31 

  ラジオ,テレビ及び通信機器 32 
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  医療,精密,光学機器 33 

  自動車,トレーラー及びセミトレーラー 34 

  その他の輸送用機械 35 

  その他分類されない製造業  36 

  リサイクル業 37 

出典: U.N.’s Classifications Registry （online） 
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付録Ⅲ 

 
付録表３. 製造業産品に関する日中韓の世界貿易におけるシェア(2005~2009) 

 (単位: %) 

製造業産品 日中韓 中国 日本 韓国 

食料品及び飲料 5.0 4.0 0.5 0.5 

タバコ製品 4.6 1.5 1.2 1.9 

繊維製品 33.0 27.9 1.9 3.2 

衣料及び毛皮 32.8 32.2 0.1 0.5 

皮革及び履物 29.5 28.3 0.2 1.0 

木材及びコルク 10.7 10.5 0.1 0.1 

化学品 12.3 4.5 5.0 2.8 

ゴム及びプラスチック 19.1 9.8 6.7 2.6 

その他の非鉄鉱物性生産品 21.0 14.1 5.8 1.1 

卑金属 17.3 7.4 6.5 3.4 

組立金属製品 21.0 14.8 3.6 2.6 

機械設備・装置 21.4 9.1 9.7 2.6 

事務, 経理，計算機器 36.3 29.8 3.2 3.3 

電気機器，器具 23.8 13.4 7.6 2.8 

ラジオ，テレビ及び通信機器 32.8 17.5 8.3 7.0 

医療，精密機器，光学機器 23.1 8.9 8.8 5.4 

自動車, トレーラー及びセミトレーラー 19.7 2.5 13.2 4.0 

その他の輸送用機械 22.5 6.8 7.6 8.1 

出典: COMTRADE Database （online）を用いて算出 
 

 

付録表４. 製造業産品に関する中国の貿易構造(2005~2009) 
(単位: %) 

業種 
輸入 輸出 

世界 日本 韓国 世界 日本 韓国 

食料品及び飲料 2.6 0.3 0.2 2.1 6.5 3.7 

タバコ製品 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

繊維製品 2.1 2.3 2.1 7.3 9.3 5.5 

衣料及び毛皮 0.2 0.1 0.1 7.1 12.2 4.5 

皮革及び履物 0.7 0.1 0.6 3.4 3.1 1.7 
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木材及びコルク 0.4 0.0 0.0 1.0 1.6 0.8 

パルプ,紙及び紙製品 1.3 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 

印刷業及び出版業 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 0.1 

コークス,精製石油及び核燃料 3.1 1.8 6.0 1.3 1.2 1.3 

化学品 14.3 13.7 18.0 5.5 5.9 7.6 

ゴム及びプラスチック  1.8 3.0 1.9 2.6 2.5 1.1 

その他の非鉄鉱物性生産品 0.6 1.1 0.3 1.8 1.7 2.7 

卑金属 8.1 9.3 7.1 5.2 3.6 20.0 

組立金属製品 1.3 2.0 1.2 3.8 3.1 3.2 

機械設備・装置  11.0 17.5 6.1 9.2 9.6 5.5 

事務,経理,計算機器 5.4 2.2 3.7 12.7 9.8 6.6 

その他分類されない電気機械,器具  6.1 8.4 4.4 6.1 6.8 6.5 

ラジオ,テレビ及び通信機器 25.4 20.6 29.9 16.4 10.5 20.5 

医療, 精密,光学機器 9.3 8.8 14.9 3.4 3.6 2.9 

自動車,トレーラー及びセミトレーラー 3.5 7.0 2.6 2.4 2.3 1.9 

その他の輸送用機械 1.9 0.7 0.1 2.4 1.5 1.5 

その他分類されない製造業  0.7 0.7 0.3 5.6 4.4 2.2 

出典: COMTRADE Database （online）を用いて算出  

 
 
付録表５. 製造業産品に関する日本の貿易構造(2005~2009) 

(単位: %) 

業種 
輸入 輸出 

世界 中国 韓国 世界 中国 韓国 

食料品及び飲料 9.4 5.2 3.9 0.5  0.4  0.5  

タバコ製品 0.8 0 0 0.0  0.0  0.0  

繊維製品 3.2 8.2 1.3 0.9  2.7  0.5  

衣料及び毛皮 4.4 12.0 0.8 0.0  0.1  0.1  

皮革及び履物 2.2 4.5 0.2 0.0  0.1  0.0  

木材及びコルク 2.4 1.4 0.1 0.0  0.0  0.0  

パルプ,紙及び紙製品 0.9 0.6 0.7 0.4  0.6  0.4  

印刷業及び出版業 0.5 0.2 0.4 0.2  0.3  0.2  

コークス,精製石油及び核燃料 6.8 0.9 12.4 1.5  2.2  1.6  

化学品 11.4 5.2 9.9 10.3 14.4  19.2  

ゴム及びプラスチック  2.1 2.8 2.8 3.1  3.0  5.7  



45 

 

その他の非鉄鉱物性生産品 1.2 1.7 1.1 1.3  1.2  3.4  

卑金属 7.1 3.0 12.6 7.8  10.4 17.7  

組立金属製品 2.1 3.2 3.5 1.6  1.9  1.3  

機械設備・装置  7.5 8.6 8.8 16.9  18.3  18.0  

事務,経理,計算機器 5.6 10.8 3.6 2.3  2.0 0.9  

その他分類されない電気機械,器具  4.7 7.2 3.4 5.9  9.0  6.5  

ラジオ, テレビ及び通信機器 11.4 11.6 25.0 12.9  16.8  11.7  

医療,精密,光学機器 5.8 3.4 6.3 5.7  6.7  7.4  

自動車,トレーラー及びセミトレーラー 3.6 1.3 2.1 22.8  8.5  3.5  

その他の輸送用機械 2.8 0.9 0.2 4.6  0.3 0.4  

その他分類されない製造業  4.0 7.2 1.1 1.3  1.0  0.9 

出典: COMTRADE Database （online）を用いて算出  
  
 

付録表６. 製造業産品に関する韓国の貿易構造(2005~2009) 
 (単位: %) 

業種 
輸入 輸出 

世界 中国 日本 世界 中国 日本 

食料品及び飲料 4.3  3.2  0.5  0.8  0.4  3.8  

タバコ製品 0.0  0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  

繊維製品 1.8  4.4  0.5  2.6  2.5  1.3  

衣料及び毛皮 1.3  4.3  0.1  0.4  0.4  1.0  

皮革及び履物 0.9 2.0  0.0  0.4  0.8  0.3  

木材及びコルク 0.6  0.8 0.0  0.0  0.0  0.1  

パルプ, 紙及び紙製品 1.1  0.4 0.4  0.7  0.4  0.7  

印刷業及び出版業 0.4  0.1  0.2  0.1  0.0  0.4  

コークス,精製石油及び核燃料 6.7 1.3  1.0  6.9  6.9  14.4  

化学品 13.5  7.5  18.7  10.8  19.7  10.0 

ゴム及びプラスチック  2.0  1.5  5.1  2.2  1.6  3.3  

その他の非鉄鉱物性生産品 1.9  2.9  3.2 0.4  0.3  1.0  

卑金属 14.4  18.6  17.7 7.5  7.5  12.7  

組立金属製品 2.1  3.7  1.7  2.1  1.1  4.3  

機械設備・装置  11.8 5.6  17.2  8.2  7.6  8.2  

事務,経理,計算機器 3.1  7.9  1.0  4.4  7.2  3.4 

その他分類されない電気機器,器具  6.4  12.6  6.6 3.9  6.7  4.5  
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ラジオ, テレビ及び通信機器 15.8  15.1  12.3  20.3 19.5  18.2  

医療, 精密,光学機器 5.5  2.9  7.8  6.5  12.4  8.4  

自動車,トレーラー及びセミトレーラー 2.9  1.1  3.5 12.4 4.2  2.2  

その他の輸送用機械 2.1 1.0  1.6 8.9 0.3  0.4  

他に分類されない製造業  1.4  3.2  0.9  0.6  0.6  1.3  

出典: COMTRADE Database （online）を用いて算出  

 
 
付録表７. 製造業産品に関する中国のMFN実行関税率 (2009) 

(単位: %) 
業種 単純平均 加重平均 最低. 最高. 

食料品及び飲料 17.0  10.6  0.0 65.0  

タバコ製品 41.0  33.1  25.0  57.0  

繊維製品 10.1  9.4  2.0  40.0  

衣料及び毛皮 16.2  15.4  10.0  25.0  

皮革及び履物 14.7  8.8  3.0  24.0  

木材及びコルク 4.3  0.4  0.0 20.0  

パルプ,紙及び紙製品 5.6  2.2  0.0 10.0  

印刷業及び出版業 4.2  4.5  0.0 7.5  

コークス,精製石油及び核燃料 5.2  5.2  0.0 11.0  

化学品 6.4  5.9  0.0 50.0  

ゴム及びプラスチック  10.7  8.4  0.0 25.0  

その他の非鉄鉱物性生産品 12.1  11.4  0.0 28.0  

卑金属 5.0  2.7  0.0 10.5  

組立金属製品 10.5  8.9  1.0  30.0  

機械設備・装置  8.7  6.2  0.0 35.0  

事務,経理,計算機器 2.2  0.1  0.0 14.0  

その他分類されない電気機器,器具  9.4  6.3  0.0 24.5  

ラジオ, テレビ及び通信機器 5.4  2.0  0.0 35.0  

医療, 精密,光学機器 9.1  7.2  0.0 25.0  

自動車,トレーラー及びセミトレーラー 14.3  16.7  2.0  25.0  

その他の輸送用機械 8.6  3.3  0.0 45.0  

その他分類されない製造業  14.6  10.0  0.0 35.0  

出典: UNCTAD TRAINS （online） 
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付録表８. 製造業産品に関する日本のＭＦＮ実行関税率(2009) 
(単位: %) 

業種 単純平均 加重平均 最低. 最高. 

食料品及び飲料 10.9  9.3  0.0  52.5 

タバコ製品 6.3  0.1  0.0  29.8 

繊維製品 5.8  7.5  0.0  14.2 

衣料及び毛皮 9.4  9.7  3.2 20.0 

皮革及び履物 12.9  11.9  0.0  30.0 

木材及びコルク 2.5  1.4  0.0  10.0 

パルプ,紙及び紙製品 0.1  0.0  0.0  5.3 

印刷業及び出版業 0.0  0.0  0.0  0.0 

コークス,精製石油及び核燃料 0.9  1.0  0.0  7.9 

化学品 2.4  1.5  0.0  17.0 

ゴム及びプラスチック  2.2  2.8  0.0  6.5 

その他の非鉄鉱物性生産品 1.0  1.0  0.0  8.0 

卑金属 1.0  0.5  0.0  7.5 

組立金属製品 1.1  0.8  0.0  8.4 

機械設備・装置  0.3  0.2  0.0  8.4 

事務,経理，計算機器 0.0  0.0  0.0  0.0 

その他分類されない電気機器,器具  0.3  0.6  0.0  4.8 

ラジオ, テレビ及び通信機器 0.0  0.0  0.0  0.0 

医療, 精密,光学機器 0.1  0.1  0.0  5.3 

自動車,トレーラー及びセミトレーラー 0.0  0.0  0.0  0.0 

その他の輸送用機械 0.0  0.0  0.0  0.0 

その他分類されない製造業  1.9  1.3  0.0  16.0 

出典: UNCTAD TRAINS （online） 

 
 
付録表９. 製造業産品に関する韓国のＭＦＮ実行関税率(2009) 

(単位: %) 
業種 単純平均 加重平均 最低. 最高. 

食料品及び飲料 39.9  27.0  0.0  800.3  

タバコ製品 39.4  39.8  32.8  40.0  

繊維製品 9.3  9.4  0.0  51.7  

衣料及び毛皮 12.3  12.7  5.0  16.0  
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皮革及び履物 8.1  9.3  2.0  13.0  

木材及びコルク 6.5  5.6  0.0  10.0  

パルプ, 紙及び紙製品 0.1  0.0  0.0  8.0  

印刷業及び出版業 0.3  0.0  0.0  8.0  

コークス,精製石油及び核燃料 3.8  2.5  0.0  8.0  

化学品 6.0  4.9  0.0  754.3  

ゴム及びプラスチック  7.2  6.7  0.0  8.0  

その他の非鉄鉱物性生産品 7.5  7.5  0.0  8.0  

卑金属 2.6  1.2  0.0  8.0  

組立金属製品 7.2  6.1  0.0  8.0  

機械設備・装置  6.3  6.7  0.0  13.0  

事務,経理,計算機器 1.5  0.1  0.0  8.0  

その他分類されない電気機器,器具  7.2  5.6  0.0  13.0  

ラジオ,テレビ及び通信機器 4.0  1.8  0.0  8.0  

医療,精密,光学機器 6.6  5.7  0.0  8.0  

自動車,トレーラー及びセミトレーラー 8.0  7.9  0.0  10.0  

その他の輸送用機械 4.1  1.3  0.0  8.0  

その他分類されない製造業  7.0  5.3  0.0  13.0  

出典: UNCTAD TRAINS （online） 
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３. 原産地規則 
 
 
３．１ 概観 
 
３．１．１ 序論 
 

 物品貿易に関する原産地規則は，（i）非特恵原産地規則と（ii）特恵原産地

規則の二つに分類される。非特恵原産地規則は，アンチダンピング課税，相

殺関税及びセーフガード措置の適用，原産地表示の要求並びに関税割当とい

った非特恵の商業政策上の手段に関連して使用される。 
 
 これに対し，特恵原産地規則は，地域貿易協定（ＲＴＡ）において，締約

国からの輸入品に対し特恵関税待遇が与えられるための特定の条件を定める

目的で使用される。 
 
 ＦＴＡやＥＰＡにおける典型的な原産地規則章の内容は，（i）輸入品が特恵

関税待遇の資格を有するか否かを決定するための規則及び（ii）輸入品の原産

資格の証明及び確認に関する手続を含む。 
 
 中国，日本，韓国は，他国・地域との間でＦＴＡ・ＥＰＡを締結しており，

これらの既存の協定における原産地規則が将来のあり得べき日中韓ＦＴＡの

重要な前例となる。中国の場合，既存の中国のＦＴＡ及び国際慣行に基づき，

モデルとなる特恵原産地規則のテキストを作成している。日本と韓国も，様々

な相手国とのＦＴＡ・ＥＰＡ交渉を通じて，自国の原産地規則に係る規定を

発展させてきた。既存の協定における交渉過程で得られた経験と知識は，将

来の日中韓ＦＴＡの原産地規則に係る交渉のための貴重な財産である。 
 
３．１．２ 完全生産品及び実質的変更基準 
 
 原産地規則に係るＷＴＯ協定及び改正京都規約は，非特恵を目的とした原

産地を決定するための基本的な基準として，「完全生産品」及び「実質的変更」

基準の二つを規定している。この二つの基準は広く認識され，特恵待遇のた

めの既存のＲＴＡにおいても採用されている。「完全生産品」基準は，基本的

に輸入品がＲＴＡ締約国の領域内で完全に成育され，収穫され，または抽出

されたか否かで判断する。「実質的変更」基準は，生産において非原産材料を



50 

 

使用する非完全生産品に適用される原産基準として一般に受け入れられてい

る概念である。「実質的な変更」が生じたか否かを判断する基準には，主に以

下の三つの方式（あるいは，これらの組み合わせ）がある。すなわち，（i）関

税分類変更基準（ＣＴＣ），（ii）付加価値基準（ＲＶＣ），（iii）加工工程基準

（ＳＰ）である。 
 
 「完全生産品」基準及び三つの「実質的変更」基準の方式について，中国，

日本，韓国は，既存のＦＴＡ・ＥＰＡにおいて同様の様式を採用していると

思われる。三か国は一般的に輸入品が非完全生産品である場合の主な原産地

決定方式として，関税分類変更基準，付加価値基準及び加工工程基準を採用

している。 
 
３．１．３ 品目別規則（ＰＳＲ） 
 
 商品の名称及び分類についての統一システム（ＨＳ）の関税品目分類の下

で，産品はＨＳ６桁レベルで５,０００以上の関税分類品目に分類される。Ｆ

ＴＡ・ＥＰＡを全ての種類の産品に適用するために，何らかの形でこの５,０
００以上の関税分類品目に適用される原産地規則について交渉される必要が

ある。原産地規則章の下で各関税分類品目に適用される原産地規則を規定す

る方法は二つある。 
 
 一つ目は一般規則の規定であり，例えば，「項の変更または付加価値４０％」

を関税分類品目の大部分に対して適用される規則としつつ，その他の関税分

類品目に適用される限定された数の品目別規則を追加する方式である。多く

の関税分類品目に共通の一般規則を設けることのメリットは，規則の簡素化

につながり，運用上の負担を軽減する点にある。しかし，ＨＳコードの下に

分類される産品の性質が広範である点やＨＳの構造が全ての産品に適用され

る一般規則を導入することを困難にし，多くの産品が一般規則の適用外とな

ることになる。 
 
 二つ目は，一般規則を設けることなく，関税分類品目に適用される品目別

規則(ＰＳＲ)を個別に規定する方法である。原産地規則章において，関税分類

品目全体のリストが品目別規則のリストとして組み入れられる。この方式に

おいて，利用者は関税分類品目全体のリストを参照せずとも，隣接する関税

分類品目に適用される規則を容易に比較することが可能となる。この方式の

もう一つの利点は，各産品毎の特徴に最大限適切な考慮を払うことが可能と
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なる点にある。デメリットとしては，品目別規則の内容が複雑になり，また

リストがかなり大部になる可能性がある点がある。 
 

中国，日本，韓国はいずれの方法も経験してきており，それぞれの長所と

短所を十分認識している。中国のＡＳＥＡＮ，パキスタン，チリ，シンガポ

ールとのＦＴＡの原産地規則では，一般規則として「付加価値４０％」が採

用された。他方，中国のより最近のＦＴＡであるニュージーランド，ペルー，

コスタリカとのＦＴＡでは，全ての関税分類品目に関して品目別規則が設け

られた。日本は基本的に，ＥＰＡにおいて各関税分類品目に品目別規則を設

けているが，例えば日本ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定，日本ベトナムＥＰ

Ａ，日本スイスＦＴＥＰＡのように，一般規則が規定されているものもある。

韓国と米国，ＥＵ，ペルーとのＦＴＡは各関税分類品目に品目別規則を設け

ている。他方，韓国とインド，ＡＳＥＡＮとのＦＴＡには一般規則がある。 
 
３．１．４ 補完的規則 
 
 補完的規則は，規則の厳密性を緩和することまたは原産地規則の他の条項

を明確化することを通じ，基本的な実質的変更基準を補完するものである。

補完的規則には，累積，僅少の非原産材料（デミニマス）基準，中間材料，

間接材料（中立的な要素），原産資格を与えることにならない作業，直接輸送

といった例がある。 
 
 日中韓間の緊密な協力が必要とされる国際的なサプライチェーンを前提と

すれば，将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおいては，累積が重要な役割を果

たしうる。累積に関する規定は，輸出国以外のＲＴＡ締約国から輸入した材

料を使用した場合に，同材料が輸出国産の材料とみなされるための条件を規

定する。 
 
 「ロール・アップ」の規定としても知られている中間材料の規定は，生産

に投入される非原産の中間材料の扱いに関する規定である。典型的な規定内

容は，原産材料と非原産材料の両方で構成される産品が，関連の原産地規則

に従い原産資格を得た場合であって，その後，同産品が他の産品の生産に使

用されるときには，後者の産品の原産資格を決定する上で，前者の産品は１

００％原産品であるとみなすことができるというものである。韓国は，貿易

業者がこの概念をより明確に理解できるように，いくつかのＦＴＡにおいて

同概念を導入している。日本もＥＰＡにおいて「ロール・アップ方式」を採
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用している。中国については，他国・地域との間で締結しているＦＴＡにお

いてこのような内容の中間材料に特定した規定を置いていない。 
 
 デミニマス規定は原産性に影響を与えることなく使用できる非原産材料の

最大割合を規定する。関税分類変更基準に固有の厳密性を軽減し，少量の輸

入中間材料が使用された場合の争いを最小限にするための規定である。デミ

ニマス規定に関し，三か国はＦＴＡ・ＥＰＡにおいて異なる立場をとってい

る。例えば，日本及び韓国は標準的に農水産品（韓国はＨＳ関税分類１～１

４類，日本は１～２４類）をデミニマスの適用対象から除外している一方，

中国はこのような除外を規定していない。繊維製品及び衣料品について，日

本及び韓国はデミニマス規定の基準を通常，織物材料の重量としている一方，

中国は例外なく材料の価額をデミニマス基準としている。 
 
 韓国が締結したＦＴＡの大半において，自国の域外加工区で生産した産品

に係る何らかの規定を含むのに対し，中国及び日本のＦＴＡ・ＥＰＡは同様

の性格の規定を設けていない。共同研究の枠組みにおける議論において，韓

国は域外加工区が認められることが必要との考えを示した。 
 
３．１．５ 証明手続 
 
 将来のあり得べき日中韓ＦＴＡを効果的に実施する上で，原産性証明手続

の円滑な運用が重要な要素となる。税関行政の役割はとりわけ重要であり，

三国間の税関当局及び関係当局との緊密な協力が必要となる。 
 

中国，日本，韓国は，ＦＴＡ・ＥＰＡにおいて公的機関による証明制度を

採用している。中国は全てのＦＴＡにおいて公的機関による証明制度を採用

している。日本及び韓国は公的機関による証明に加え，いくつかのＦＴＡに

おいて，自己証明制度を補完するために認定輸出者制度を導入している。認

定輸出者制度の下では，日本と韓国の税関当局及び関係当局は，輸出者が産

品の原産性を証明することを認めている。 
 

原産性の確認について，中国，日本，韓国は間接的な確認制度を採用して

いる。間接的な確認制度は，輸入締約国が輸出締約国に対し輸入締約国に代

わって産品の原産性の確認を要請することを可能とする制度である。さらに

日本及び韓国の場合，輸入締約国当局者が輸出締約国当局者に同行する形で，

オブザーバーとして産品の生産施設を訪問することが許されている。しかし，
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原産性の確認のための訪問について三か国は既存のＦＴＡ・ＥＰＡにおいて

異なる立場をとっている。中国については，特定のＦＴＡに確認のための訪

問が規定されているが，実際に実施されたことはない。 
 

中国，日本，韓国は，原産地証明制度の電子化を限定的に導入している。

韓国では，輸出者は原産地証明書の申請に際して，関係書類を電子的に提出

し，かつ，電子的に原産地証明書の発給を受けることが可能である。中国及

び日本では，原産地証明書を電子的に申請することは可能であるが，オンラ

イン発給を受けることはできない。しかしながら，三か国において，輸出者

は輸入者に対し原産地証明書のハードコピーを提供しなければならない。 
 

関税上の特恵待遇の否認に関し，中国，日本，韓国は，既存のＦＴＡ・Ｅ

ＰＡにおいて輸入締約国が特恵待遇を否認できる場合の理由を列記してきた。

しかし，三か国が規定する特恵関税上の待遇を否認する理由は異なる。韓国

は，いくつかのＦＴＡにおいて，特定の理由を列記するのではなく，規則に

対する違反を関税上の特恵待遇の否認に係る一般的な基準として規定してい

る。 
 
 
３．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 
３．２．１ 総論 
 
 貿易相手国の関心に適応させるよう適切に策定された原産地規則は，ＦＴ

Ａ・ＥＰＡの恩恵を最大化しうる。従って，将来のあり得べき日中韓ＦＴＡ

において，中国，日本，韓国の実際のニーズに基づく効果的な原産地規則を

策定することが重要である。この点に関し，将来の日中韓ＦＴＡは，三か国

のこれまでの経験と現在のニーズに立脚するべきである。 
 
３．２．２ 簡素な規則 
 
 第三国からの迂回輸入を防止することの重要性を考慮する必要はあるが，

将来の日中韓ＦＴＡにおける原産地規則は，実行可能な限り簡素であるべき

である。原産地規則の簡素化は，コンプライアンス及び運用上のコストを低

減し，究極的には，域内の貿易を促進し，三か国の国際競争力を向上させる

であろう。地域貿易協定の広がりと北東アジア地域における重複する原産地
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規則の重複の増加を考慮すれば，日中韓ＦＴＡは原産地規則の簡素化を検討

すべきである。 
 

３．２．３ 関税分類変更基準と付加価値基準の選択制 
 
 関税分類変更基準と付加価値基準の選択制は，生産者及び輸出者が産品の

原産性を検討することを容易にするため，規則につき検討する上での選択肢

となりうる。同様に，付加価値の算出におけるビルドアップ方式とビルドダ

ウン方式の選択についても考慮され得る。 
 
３．２．４ 補完的規則 
 
 デミニマス，累積，中間材料，その他の補完的規則は，将来の日中韓ＦＴ

Ａにおいて採用され，十分念入りに策定される必要がある。三か国は，これ

らの規則の使用が三国間の経済連携を強化し，同地域における商業コストを

低減させるという点に基本的に同意する。 
 

３．２．５ 域外加工区 
 
 域外加工区を認めるか否かについては，三国間で見解の異なる論点の一つ

である。集中的な議論の末，三か国は，このような論点については将来のあ

り得べき日中韓ＦＴＡの交渉において議論されるべきとの見解を共有した。 
 
３．２．６ 原産地証明 
 
 三か国は公的機関による証明制度を採用した共通の経験を有することから，

将来の日中韓ＦＴＡにおいて，公的機関による証明制度は実現可能な選択肢

となると考えられる。その場合，運用上の負担を軽減するために，電子証明

制度を追求する可能性について議論することは可能である。自己証明制度及

び認定輸出者制度についても，三国間の貿易円滑化と税関管理をうまく両立

させる観点から，検討することとなるであろう。 
 
３．２．７ 原産性の確認 
 
 確認については，原産性の確認における効率と効果の確保をうまく両立さ

せる広範なアプローチを考慮することが重要である。 
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４. 税関手続及び貿易円滑化 

 

 

４．１ 概観 
 

近年，三国間の貿易量は増加しており，その量はアジア地域の約６０％を

占める。このことは，三国間の貿易の円滑化が，日中韓のみならず，アジア

地域全体の経済の活性化のため不可欠であることを示している（図３－１参

照）。しかしながら，世界銀行による輸出・輸入に要する時間の調査を例にと

ると，三か国の輸出・輸入に要する平均時間はＯＥＣＤ加盟国のそれに比べ

て大変長く，概して変化していない（図３－２参照）。それゆえ，税関手続の

改善を通じた更なる貿易円滑化に貢献するルールの策定は，将来のあり得べ

き日中韓ＦＴＡにおける主要な課題である。 
 

 

図３－１． 日中韓間の貿易量の推移 
 

 

                

（出典: IMF World Economic, Direction of Trade Statistics） 
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図３－２． 輸出入に要する平均所要時間 

 

 

 

（出典: World Bank, Doing Business ２０１１） 
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  三国間の税関手続を簡素化及び調和する上で，税関手続及び貿易円滑化の

章は将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおける重要な構成要素となる。既存の

ＦＴＡ・ＥＰＡは，迅速かつ進歩的な手続に基づき貿易を円滑化するべく，

税関手続の調和及び簡素化を目指す規定を置いている。まず第一に，迅速な

税関手続に係る規定は，貨物の即時の引取り，情報技術の利用及び危険度に

応じた管理手法の採用を達成すべき主要な目標に位置付けている。第二に，

進歩的な税関手続では，認定事業者（ＡＥＯ）制度のような効率化のための

制度に言及する。 
 

貿易円滑化を目的とした税関手続の調和及び簡素化のためのこうした制度

に加え，「透明性」も将来のあり得べき日中韓ＦＴＡのために議論されるべき

重要な事項である。既存のＦＴＡ・ＥＰＡにおける透明性に係る規定は，税

関関係法令及び関連情報を公に入手可能なものとすることとしている。 
 
 三か国は，相互に貿易を円滑化するため，税関手続の調和と簡素化及び税

関行政の透明性を向上させることが更に求められており，三国間の税関協力

はこれに寄与する。 
 

 

４．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 
４．２．１ 税関手続の調和及び簡素化 
 
 迅速かつ進歩的な税関手続を採用するためには，税関手続を国際標準に調

和させることが重要である。税関手続に関する主要な国際標準には，世界税

関機構（ＷＣＯ）が策定した改正京都規約（ＲＫＣ）及び国際貿易の安全確

保及び円滑化のための基準の枠組み（ＳＡＦＥ）がある。中国，日本，韓国

は，既に改正京都規約に加盟しており，また，ＳＡＦＥを実施する意図を表

明している。現状を改善し，三国間の貿易円滑化をさらに促進するために，

将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおいては，現状を慎重に精査し，貿易円滑

化を促進するために必要な措置を特定することが必要である。将来のあり得

べき日中韓ＦＴＡは，税関手続の調和及び簡素化を促進するための手段の候

補として，以下の事項を考慮することが可能である。 
 
＊全国的に一貫した運用 
 将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおける税関手続及び貿易円滑化の章は，
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三国間の税関手続を調和することを目的とする。三国間の税関手続の調和を

実現するための前提条件として，一国内で全国的に一貫した運用を確保する

ことが必要である。 
 
＊情報技術の利用 
 税関手続を調和及び簡素化するためには，情報技術の利用が不可欠である。

シングル・ウィンドウ制度は，高度に進歩した制度の一つであり，将来のあ

り得べき日中韓ＦＴＡにおいて議論することも可能である。 
 
＊危険度に応じた管理手法（リスク管理） 
 危険度に応じた管理手法は，貿易を円滑化しつつ，効果的かつ効率的な税

関管理を確保する上で不可欠である。三か国は，改正京都規約及びＳＡＦＥ

に則して危険度に応じた管理手法を促進するよう努力すべきである。 
 
＊認定事業者(ＡＥＯ)制度 
 ＷＣＯにより採択されたＳＡＦＥに沿ったＡＥＯ制度は，効果的な税関管

理に資する。ＡＥＯ制度は，将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおいて，国同

士を結ぶサプライチェーンにおける物流の安全確保及び円滑化のためにとて

も重要な要素である。三か国は既に国内で同制度を発展させ，各国間のＡＥ

Ｏ制度の相互承認の可能性につき議論しており，日韓間ではＡＥＯ制度の相

互承認の取決めが２０１１年５月に署名されている。 
 
４．２．２ 透明性 
 
 透明性の面で税関手続を通じて貿易円滑化を促進するためには，利用者の

利便性の観点から手続を精査することが不可欠である。三国間の商取引を促

進する上で，税関手続をより透明化し，一貫性のあるものとする必要がある。

透明性を達成するため，将来の日中韓ＦＴＡには，税関行政における以下の

事項が含まれるべきである。 
 
＊税関関係法令の公表 
 ＦＴＡ・ＥＰＡ相手国に所在する輸出者及び生産者にとって，税関関係の

法令，規則及び詳細な税関手続等の関連情報が適時にウェブサイトで公表さ

れることは特に重要である。更に，相手国の輸出者及び生産者にとって輸入

国の税関当局が公表する情報を実用的に入手することが可能となるよう，こ

うした情報が可能な限り英語で公表されることがより望ましく，将来のあり
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得べき日中韓ＦＴＡにおいては，この点について議論される必要がある。 
 
＊ 事前教示 
 輸入者，輸出者及び生産者の観点から，事前教示制度は透明性を確保する

上で重要である。同制度は，貿易業者にとって物品の関税分類や原産地等が

明らかでない場合，事前教示を申請することを可能とする。将来のあり得べ

き日中韓ＦＴＡでは，全国的に統一された方法で事前教示を実施することに

より，税関行政の透明性が確保されるであろう。事前教示の公表は透明性に

寄与しうる。 
 
４．２．３ 税関協力 
 
 中国，日本，韓国の税関当局間の協力は，税関手続の調和，簡素化及び税

関行政の透明性にとって有用かつ有益となりうる。三か国は既に税関協力に

係る二国間協定を締結している。こうした過去の実績は，日中韓ＦＴＡにお

ける将来のあり得べき税関協力の重要な足がかりになると考えられる。 
 
 税関行政に係る既存の相互支援協定の下での税関協力に対する一般的な言

及に加え，将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおいては，特に法執行における

情報交換及び協力を強調すべく，詳細な議論が行われるべきである。合法的

な貿易を促進するため，三国間の協力に加え，違法薬物，武器及び知的財産

権を侵害する物品等の禁制品に対する取締りを強化するために適切な措置を

とることが不可欠である。したがって，将来の日中韓ＦＴＡの効果的な実施

のためには，同協定の下での税関協力が重要となるであろう。 
  
 照会先の交換も将来のあり得べき日中韓ＦＴＡの下での税関協力の向上に

資するであろう。税関当局が相互に緊密に連絡し合うことが重要であり，効

率的な連絡のためには照会先を指定することが必要である。照会先は，将来

のあり得べき日中韓ＦＴＡの発効後に税関に関する委員会が設立された場合

には，連絡窓口となりうる。 
 
４．２．４ その他 
 
 税関に関する委員会は将来のあり得べき日中韓ＦＴＡの実施に関する事項

につき議論すべきである。三か国は，将来のあり得べき日中韓ＦＴＡにおけ

る委員会の効果的な開催方法について議論することとなる。 
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 税関に関する委員会は三か国の税関当局の職員により構成されるべきであ

る。同委員会が，将来のあり得べき日中韓ＦＴＡの効果的な実施に実際に貢

献することを可能とするため，必要な場合には，他の関係する政府職員の参

加及び専門家の招待も可能である。 
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５. 貿易救済 

 

 

５．１ 総論 
 

 貿易救済措置には，アンチダンピング，相殺関税，セーフガードといった

措置が含まれる。貿易救済制度の主な目的は，ダンピングや補助金といった

不公正な貿易慣行を是正すること，あるいは，輸入国産業に与える損害やそ

のおそれに対し，救済手段を提供することにある。貿易救済措置は多国間貿

易体制の下で規律化されており，ＷＴＯ上許容されている。したがって，貿

易救済措置の開始や実施においては，関連のＷＴＯ協定の規律と精神を厳格

に遵守すべきである。このＷＴＯ協定の厳格な遵守を基礎として，貿易救済

措置の濫用の防止が図られ，公正な貿易システムが効果的に維持されるとと

もに，同システムが保護貿易主義により損なわれることを防止することが可

能となる。ＦＴＡの文脈において，三か国は，貿易救済に係る規定は，輸入

品との競争に直面する国内産業がＦＴＡの結果として生じる予測しえない状

況に対処する上で，一定の救済措置を提供する重要な役割を果たすと考える。

それと同時に，三か国は，ＦＴＡを通じた自由化により，輸入国の競争力の

ない産業が競争力のある輸入品から自らを保護するために貿易救済制度に訴

える傾向が強まるので，そのような環境下においては，貿易救済の問題が更

に重要性を増していることを指摘する。貿易救済措置の濫用は，ＦＴＡが与

えるプラスの貿易効果を減殺する結果となりうることから，貿易自由化の効

果の維持と国内産業への適切な救済措置の提供のバランスを図る貿易救済規

則を規定することが極めて重要である。ＷＴＯのドーハ・ラウンド交渉(ＤＤ

Ａ)に関し，三か国はＷＴＯにおける貿易救済関連の規則の明確化と改善に向

けて，積極的にこのルール・メイキングの交渉に参加してきている。 

 

 中国は１９９７年にアンチダンピング及び反補助金条例を公布し，中国の

アンチダンピング（ＡＤ）調査及び同措置に適用される実用的なルールを規

定した。中国はＷＴＯ加盟後，ＷＴＯ協定に整合的な形で中国アンチダンピ

ング条例（ＡＤ条例），中国の相殺関税条例及び中国セーフガード条例を再制

定した。これらの規則をより実用的なものにするとともに，透明性と適正手

続を確保するべく，中国は申請，調査に係る質問状，現地調査，産品の調査

対象範囲の調整，産業への損害に関する調査，中間見直し調査などに関する

規則を含む２０以上の規則を公付している。これらの規則や規律に基づき，

商務部（ＭＯＦＣＯＭ）が貿易救済措置に係る調査を所管する。アンチダン
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ピング税，相殺関税，セーフガード措置といった貿易救済措置の発動に際し

ては，商務部が国務院の関税税則委員会（ＣＴＣ）に対してその旨提案し，

同委員会が承認を行う。商務部が最終決定を公示した後，中国税関が貿易救

済措置の実施を担当する。 

 

 アンチダンピング，相殺関税及びセーフガード措置に関する日本の法令と

して，関税定率法，外国為替及び外国貿易法(ＷＴＯセーフガード措置におけ

る輸入制限のみを対象)，関連の政令及びガイドラインがあげられる。こうし

た枠組みの下で，基本的に国内産業による要請に基づき，財務省，経済産業

省，調査対象となる産業の所管省庁が，共同でこれらの貿易救済措置に係る

調査を実施する。貿易救済措置の発動に係る決定は，関税・外国為替等審議

会に諮問した後，これらの省庁により行われる。 

 

 韓国は，関連のＷＴＯ協定及び国内法令に基づき貿易救済措置を運用する。

貿易救済措置は，不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律（同

施行令），対外貿易法（同施行令），及び関税法を根拠とする。この法的枠組

みの下で，韓国貿易委員会がアンチダンピング，相殺関税及びセーフガード

措置等の貿易救済措置を実施する権限を有する。韓国貿易委員会は不公正な

貿易慣行につき調査し，必要な場合に適切な貿易救済措置を勧告する。アン

チダンピング税及び相殺関税の賦課に関する最終決定は企画財政部が行う。

セーフガード措置の場合は，関税の調整と輸入量制限を含む。韓国貿易委員

会の勧告に基づき，場合に応じて企画財政部，または知識経済部がセーフガ

ード措置を発動するか否かを決定する。 

 

 ＷＴＯの統計によると，１９９５年１月から２０１０年６月にかけて，中

国は１８２件のアンチダンピング調査を開始し，１３７件のアンチダンピン

グ措置を発動している。同調査のうち３０件，発動された措置のうち２５件

は日本からの輸入品に対するものであり，３１件の調査及び２５件の措置が

韓国からの輸入品対象としたものであった。一方，中国に対しては，世界全

体で合計７８４件のアンチダンピング調査が実施されており，アンチダンピ

ングの調査開始数，発動措置数ともにＷＴＯ加盟国で対中国の件数が最も多

くなっている。１９９５年１月から２０１０年１０月にかけて，中国は３件

の相殺関税措置に係る調査を開始し，１件の措置を採用しており，セーフガ

ード調査を１件開始し，１件の措置を発動している。日本及び韓国からの輸

入品に対する相殺関税に係る調査は実施されていない。 

 



63 

 

 １９９５年１月から２０１０年６月にかけて，日本は６件のアンチダンピ

ング調査を開始，７件の措置を発動している。このうち，調査１件及び発動

措置１件は，中国から輸入された電解二酸化マンガンに対するものであり，

同じく韓国のポリエステル短繊維に対しても１件の調査と措置が実施されて

いる。相殺関税措置に関し，日本は調査と措置を１件ずつ実施しており，こ

れらは韓国を対象とするものであった。１９９５年３月から２０１０年１０

月にかけて，日本は１件のセーフガードに係る調査を開始し，それに従い暫

定セーフガード措置を実施したが，最終措置の発動には至らなかった。 

 

 ＷＴＯの統計によると，１９９５年１月から２０１０年６月にかけて，韓

国は１１１件のアンチダンピング調査を開始し，７０件の措置を発動してい

る。この調査のうち２３件，発動された措置のうち１９件は中国からの輸入

品に関するものであり，１６件の調査及び１２件の措置が日本を対象とした

ものであった。同期間において，韓国に対しては２６８件のアンチダンピン

グに係る調査が実施されており，アンチダンピングに係る調査数に関し，Ｗ

ＴＯ加盟国中，中国に次いで二番目の数となっている。１９９５年１月から

２０１０年１０月にかけて，韓国は４件のセーフガード調査を開始し，乳製

品及びニンニクに対して２件の措置を実施している。詳細は以下のリストの

とおり。 

 

表３－９ 三か国により実施されたアンチダンピング，相殺関税及びセーフガード措置の現状に

関する統計 

 措置の内容 調査開始数 発動措置数 

中国 

アンチダンピング措置 182 137 

(対日本) 30 25 

(対韓国) 31 25 

相殺関税措置 3 1 

セーフガード措置 1 1 

日本 

アンチダンピング措置 6 7* 

(対中国) 1 1 

(対韓国) 1 1 

相殺関税措置 1 1 

セーフガード措置 1 0 

韓国 
アンチダンピング措置 111 70 

(対中国) 23 19 
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(対日本) 16 12 

相殺関税措置 0 0 

セーフガード措置 4 2 

出典：ＷＴＯ 

*このうち１件については１９９５年以前に開始された調査の結果に基づき課されたもの。 

 

  

 中国は，将来の日中韓ＦＴＡの下での貿易救済に係る規定を検討する上で，

ＷＴＯ協定が基本的な指針になると認識している。貿易救済措置を適用する

上で，公正性と透明性を向上させるために，中国は将来の日中韓ＦＴＡにい

くつかのＷＴＯプラスの要素を含める可能性について議論したいと考えてい

る。また，中国は，日中韓ＦＴＡ交渉において，ＷＴＯプラスの要素の導入

を検討するにあたっては，関連するＷＴＯ協定に沿った無差別適用の重要性

を認識しつつ，規律の明確化や改善といった技術的論点に十分に対応し，解

決すべきであるという点を指摘する。 

 

 日本は，国内産業保護のために貿易救済措置が誤用されるべきではないと

考える。日本は，三国間で適用される二国間あるいは三国間セーフガード措

置が日中韓ＦＴＡの不可欠な要素であると考えており，誤用を防止するため

に二国間セーフガード措置の発動に係る詳細な手続（条件，調査，通報，措

置の発動期間，協議，補償及び対抗措置等）が規定されるべきと考える。日

本は，日中韓ＦＴＡにおいて，ＷＴＯ協定に基づくセーフガードに関する権

利と義務が維持されるべきと考える。アンチダンピング税と相殺関税につい

ては，日本のこれまでのＥＰＡにおける立場は，ＷＴＯ協定に基づく権利及

び義務を再確認すれば十分というものであった。しかし，調査開始前の通報

等のＷＴＯプラスの要素やゼロイングの明示的な禁止等の要素も検討の対象

となりうる。 

 

 韓国は，ＦＴＡにおける市場アクセス改善の恩恵を無効化あるいは減殺す

る方法で貿易救済措置が適用されるべきではないと考える。この点に関し，

韓国は貿易救済措置の公正かつ透明な適用を向上させるＷＴＯプラスの要素

をＦＴＡに含むことを支持する。これまでに締結したＦＴＡにおいて，韓国

はゼロイングの明示的な禁止，レッサー・デューティー・ルール，調査に係

る事前協議要求といったＷＴＯプラスの要素の導入に努め，いくつかの要素

を導入することに成功してきた。セーフガード措置に関し，韓国はＦＴＡ相

手国を適用対象から任意で除外することを支持する。最後に，韓国はいくつ
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かのＦＴＡにおいて，二国間セーフガードに加え，農産品のセンシティビテ

ィに配慮し，農産品に特化した二国間セーフガードを含んでいる。 

 

共同研究委員会は，貿易自由化と将来の日中韓ＦＴＡの恩恵を損なうこと

なく，これを保証する効果的かつ透明な貿易救済制度の重要性に留意するこ

とが不可欠であるとの理解を共有する。また，同制度が究極的に三国間の貿

易を促進する結果となることを確保することも重要である。それゆえ，将来

の日中韓ＦＴＡでは，三か国は協力メカニズムの創設を含め，本件を扱うた

めの様々な方途について追求する必要がある。 

 

 

５．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

 共同研究委員会は，中国，日本，韓国が，将来の日中韓ＦＴＡのために以

下の要素を考慮すべきであると提言する。 

 

 第一に，三か国は，ＷＴＯ加盟国として，ＷＴＯ協定の基本原則及び効果

を然るべく考慮しつつ，同協定に基づく権利と義務を再確認すべきである。 

 

 第二に，三か国は特定分野の懸念に対処するため，日中韓ＦＴＡの下で実

施されるセーフガード措置の採用可能性についても議論すべきである。 

 

 第三に，三か国は，関連するＷＴＯ協定に従った無差別適用等の技術的論

点を扱う重要性を認識しつつ，貿易救済措置の透明性を向上し更にその要件

を明確化するために，ＷＴＯプラスの要素を組み込む可能性につき議論すべ

きである。 

 

 最後に，三か国は，貿易救済措置に関連する事項に効率的に対処するため，

効果的な連絡経路と協力的なメカニズムを設立するべきである。 
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Ⅳ. サービス貿易 

 

１. サービス産業及び三国間のサービス貿易の概況 

 

１．１ 概況 
 
サービス分野は中国，日本及び韓国の経済の重要な一部であり，三か国の経

済成長においてますます大きな役割を担ってきている。サービス分野は中国で

はＧＤＰの４０％以上20，日本では同約８０％21，韓国では同６０％以上22を占

めている。 
 
この事実に照らし，中国，日本及び韓国はサービス貿易の発展を極めて重要

視してきており，現在，中国，日本及び韓国のサービス貿易総額は世界でそれ

ぞれ４位，５位及び１３位23である。三か国の間の二国間サービス貿易は近年，

着実かつ急速に増加してきている。 
 
サービス分野が貿易及び投資全体の成長を支える重要なインフラであるため，

ＧＤＰと貿易におけるサービスの割合は，さらに上昇することが期待されると

共に，今後このような傾向が続き，さらに加速化することが非常に重要となっ

ている。 

グラフ１： 三か国のサービス貿易
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3

 
                                            
20 中国国立統計局 
21 OECD StatExtracts 
22 OECD StatExtracts 
23 WTO Statistics Database 

図４－１：三か国のサービス貿易 
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様々なサービスの分野の中で，特に日本及び韓国の金融サービス並びに中国

のコンピュータ・情報サービスの輸出が急増していることが見て取れる。これ

らの分野は急速にそのシェアを伸ばしており，この傾向は続くと見込まれる。 
 
三か国におけるサービス貿易総額は増加しているが，それにもかかわらず，

統計は，他の有力なサービス輸出国とは違い，三か国全てがサービス貿易分野

において赤字を抱えていることを示している。この事実は，三か国のサービス

分野には，まだ改善の余地があることを示唆している。経済規模，技術水準，

三か国が供給できるサービスの多様性や品質に鑑みれば，各国はそのような改

善を十二分に行うことができる。 
 

１．２ 中国のサービス産業と日本及び韓国とのサービス貿易 
 
中国のＧＤＰに占めるサービス分野の割合は，１９８０年の２１.６％から２

００９年の４３.４％24に上昇している。同分野における雇用は２００９年に２

億６，６０３万人にのぼり，中国の雇用全体の３４.１％近くを占めた25。 
 
サービス貿易総額は，２０００年の６６４億米ドルから２０１０年には３６

４５億米ドルに増加したが，中国のサービス貿易は１９９２年より１９９４年

のみを除いて赤字となっている。２００９年，世界金融危機のため，サービス

貿易赤字は２９４億米ドルにのぼり，２０１０年は２２１億米ドルまで減少し

た。 

表４－１ 中国のサービス貿易（２０００年～２０１０年，１０億米ドル） 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

総額 66.4 72.6 86.2 102.0 134.5 158.2 192.8 252.3 306.0 288.4 364.5 

輸入 36.0 39.3 46.5 55.3 72.1 83.8 100.8 130.1 158.9 158.9 193.3 

輸出 30.4 33.3 39.7 46.7 62.4 74.4 92.0 122.2 147.1 129.5 171.2 

収支 -5.6 -6.0 -6.8 -8.6 -9.7 -9.4 -8.8 -7.9 -11.8 -29.4 -22.1 

出典：国際収支，国家外為管理局 

 
中国の貿易に占めるサービス貿易の割合は，２００８年においては１０.６

７％に過ぎず，世界における貿易に占めるサービス貿易の割合を大きく下回っ

                                            
24 China Statistical Yearbook ２０１０. 
25 China Statistical Yearbook ２０１０. 
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ていた26。 
 
２００９年の中国の商業サービス貿易輸出額は１，２９０億米ドルで世界全

体の３.８％であったのに対し，同商業サービス貿易輸入額は１，４７０億米ド

ルで世界全体の４.７％であった。同年，中国の商業サービスの輸出額及び輸入

額はそれぞれ世界５位と４位となった27。 
 
中国のサービス貿易は，観光，運送及びその他の実務サービス等の伝統的な

分野に集中しており，それぞれ２０１０年のサービス貿易輸出入総額の２７.６
３％，２６.７５％，１４.４９％を占めている。それに比して，金融，通信，コ

ンピュータ・情報サービス等の知識集約型サービス分野の貿易量は，いまだ小

さく初期段階で，それぞれ２０１０年のサービス貿易輸出入総額の０.７４％，

０.６３％，３.３７％である。 
 
中国と日本の二国間のサービス貿易は，２０００年の６５億２，７００万米

ドルから２００８年には１８０億６００万米ドルに増加しており，年間成長率

は１３.５２％である。２００８年の中国と日本の二国間のサービス貿易は中国

の総サービス貿易の５.８８％であった。２００５年以前は二国間サービス貿易

において，中国は黒字だったが，それ以降は常に赤字である。 

表４－２ 日中間の二国間サービス貿易（２０００年～２００８年，１０億米ドル） 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

総額 6.527 6.302 7.086 8.981 13.069 15.069 14.685 16.322 18.006 

輸入 2.350 2.346 2.758 4.146 6.440 7.065 7.577 8.168 9.082 

輸出 4.177 3.956 4.328 4.835 6.629 8.004 7.108 8.154 8.924 

出典：国連サービス貿易統計データベース(United Nations Services Trade Statistics Database 
http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade) 

 
中国と韓国の間のサービス貿易もまた２０００年の４２億５５００万米ドル

から，２００８年には２２５億４,７００万米ドルに着実かつ急激に増加し，年

間成長率は２３.１８％であった。２００８年，中韓二国間のサービス貿易は，

中国の総サービス貿易の７.３７％であった。２００６年以前は二国間のサービ

ス貿易において，中国は黒字だったが，それ以降は常に赤字である。  

                                            
26 United Nations Service Trade Statistics Database, http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade 
27 WTO, International Trade Statistics ２０１０ 
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表４－３ 中韓間の二国間サービス貿易（２０００年～２００８年，１０億米ドル） 

年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

総額 4.255 4.586 6.028 7.400 9.987 12.127 14.302 17.926 22.547 

輸入 1.948 2.154 2.514 3.638 5.028 5.725 6.725 8.974 12.269 

輸出 2.307 2.432 3.514 3.762 4.959 6.402 7.577 8.952 10.278 

出典：国連サービス貿易統計データベース(United Nations Services Trade Statistics Database 
http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade) 
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１．３  日本のサービス産業と中国及び韓国とのサービス貿易 
 
日本のサービス産業は，日本の総ＧＤＰの約８０％を占める。サービス産業

中，その割合の大きい分野は，卸売・小売サービス，金融・保険サービス，運

送・通信サービス及びその他のサービス活動である。 
 

 
 
過去１０年間の日本の分野別サービス貿易の変化について見ると，運送サー

ビス，特許等使用料，建設業等の輸出が増加している。輸入に関しては，運送

サービス，旅行サービス及び特許等使用料は減少している。いずれの場合にお

いても，近年減少傾向にあるものの，日本のサービスにおける国際収支は常に

赤字であった。 

 



71 

 

 
 

 
 
一方で，日本の対中国，対韓国のサービス輸出額及び輸入額は，過去８年間

でいずれも大きく拡大しており，特に中国とのサービス貿易の増加が顕著であ

る。しかしながら，中国及び韓国の双方に対して我が国のサービス貿易は赤字

を示している。 
 
 

    出典：United Nations Service Trade Statistices Database, http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade  

図４－３ : 日本の分野別サービス貿易  

図４－４ : 日本の二国間サービス貿易（輸出，輸入，国際収支） 
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日本の対中サービス貿易を分野別で見ると，特許等使用料及び運送の分野で

は黒字を示しているものの，旅行や金融サービスの分野では赤字を示している。 
 
 

 
出典：United Nations Service Trade Statistices Database, http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade 

 
日本の対韓サービス貿易を分野別で見ると，特許等使用料や金融サービスの

分野は黒字である一方，旅行，建設業及び運送を含む分野は赤字である。 
 
 

 
出典：United Nations Service Trade Statistices Database, http://unstats.un.org/unsd/ServiceTrade 

 

図４－５: 日本の分野別国際収支（対中国） 

図４－６：日本の分野別国際収支（対韓国） 
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１．４  韓国のサービス産業と中国及び日本とのサービス貿易 
 

韓国のサービス分野がＧＤＰに占める割合は，２０００年の５７.３％から２０

０９年には６０.７％まで増加した。サービス産業は雇用全体のおよそ７５％を担

っている。同期間において，韓国のサービス貿易は６３９億米ドルから１３４２

億米ドルに急増している。２００９年に韓国のサービスの輸出と輸入は，それぞ

れ５８５億米ドル，７５７億米ドルを記録した。２０００年以降，サービス貿易

は継続的に赤字傾向を示している。 ２００９年の韓国の主要なサービス貿易分野

は運送（５２３億米ドル），実務サービス（３８６億米ドル），旅行（２２８億

米ドル）であった。 
 
中国と日本は韓国にとって第３位，第４位の貿易パートナーであり，韓国のサ

ービス貿易において非常に重要なパートナーである。２００９年の韓国の対中サ

ービス貿易は１７７億米ドル，対日サービス貿易は１５５億米ドルに達している。

韓国の第１位と第２位のサービス貿易パートナーは米国（３２２億米ドル）及び

ＥＵ（２３９億米ドル）である。２００９年において，中国及び日本を合わせた

貿易の割合は韓国のサービス貿易全体のおよそ２５パーセントであった。 

表４－４ 対中国・対日本のサービス貿易 (２００５～２００９) （単位：百万ドル） 
貿易パートナー  2005 2006 2007 2008 2009 

中国 

貿易収支 -677 -852 22 2,070 1,126 

輸出 5,724 6,725 8,974 12,671 9,441 

輸入 6,402 7,577 8,951 10,600 8,315 

貿易額 12,127 14,302 17,925 23,272 17,756 

日本 

貿易収支 -730 -1,841 -3,146 -195 1,148 

輸出 6,619 6,466 6,719 9,515 8,351 

輸入 7,349 8,307 9,865 9,711 7,203 

貿易額 13,969 14,774 16,584 19,227 15,555 
 

  出典：韓国銀行 
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２．三か国のサービス貿易に影響を与える通商政策 

 

２．１ 三か国のサービス貿易に影響を与える中国の通商政策 
 

中国のＷＴＯ加盟以来，中国政府はサービス市場を自由化するための効果的な

措置をとってきた。また，中国はサービス貿易における法的管理の枠組みを実質

的に形成してきた。サービス貿易分野におけるＷＴＯの全ての市場アクセスに関

する約束は，特定分野における法律，行政規則及び省令の改正及び導入により実

施されてきている。外国のサービス提供者に対する市場アクセスのレベルは極め

て改善されてきた。中国は，１５５分野のうち９３分野28の約束をしており，こ

れはＷＴＯのサービス分野別分類リストの６０％にあたる。発展途上国としての

中国の状況を考慮すると，中国はサービス分野の自由化において顕著な努力と進

歩を遂げてきている。 
 
「中華人民共和国のＷＴＯ加盟に関する議定書」の規定は，越境取引，海外に

おける消費，業務上の拠点及び自然人の移動に関する詳細な規則を含め，サービ

ス分野に関する中国の国内法の主要な原則を確立してきた。中国におけるサービ

スの更なる自由化は漸進的かつ管理可能な方法で継続すると予想されていること

は注目される。 
 
一方，中国に入国，通過又は居住する外国人は，外国人出入境管理法が規定す

る手続に従わなければならない。外国人従業員の場合，雇用認可の申請は，中国

の外国人の雇用と管理に関する規定に従い，提出されなければならない。 
 

２．２ 三か国間サービス貿易に影響を与える日本の通商政策 
 
日本は常にＷＴＯの下で自由市場政策に強くコミットしてきており，また， 

Ｗ/１２０分類リストの７２％にあたる１５５分野のうち１１２分野29において約

束を行い，サービス分野における高いレベルの自由化を達成してきている。 
 
規制改革は，あらゆる業種において競争力と成長を促進するための，最も喫緊

の課題の一つであるが特にサービスについてはそうである。必要な規制改革に向

けた議論を加速するため，行政刷新会議の下，２０１０年３月に設立された「規

                                            
28http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=C

N,JP,KR 
29http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=C

N,JP,KR 
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制制度改革についての分科会」は，人材，運送，金融，ＩＴ，住宅及び土地など

の分野で必要な規制改革に向けた議論を推進している。議論の結果を踏まえて，

内閣は，２０１１年４月にグリーン・イノベーション分野（環境及びエネルギー

分野）及びライフ・イノベーション分野（医療，介護福祉サービス分野）を含む

５分野における規制制度改革のための短期及び中期計画を設定した「規制制度改

革に関する原則」を閣議決定した。この原則の実施は，適切に見直され行政刷新

会議に報告される。 
 
日本の経済及び社会の活性化と国際化の観点から，日本は専門的・技術的分野

における外国人の受入れを積極的に推進している。そのような外国人の受入れに

おいて，日本は外国人労働者の最大人数を設けておらず，労働市場テストも行っ

ていない。 
 
さらに，日本は現在，「新成長戦略」（２０１０年６月に閣議決定）の下，優秀

な職歴及び実績を有する外国人に出入国管理上の優遇措置を与える「ポイント制」

の導入の可能性を検討している。このシステムを通じて，多くの優秀かつ熟練し

た専門家を日本に惹きつけることが期待されている。 
 

一方，日本に入国，通過又は居住する外国人は，出入国管理及び難民認定法に

規定される手続に従わなければならない。この法律に基づいて，原則として，日

本に入国して就労を希望する外国人は，従事しようとしている活動の種類に応じ

て日本政府が発給した有効な査証を所持することが必要とされる。 
 

２．３ 三か国のサービス貿易に影響を与える韓国の通商政策 
 
韓国はＷＴＯウルグアイ・ラウンド交渉，ＯＥＣＤへの加盟及びアジア金融危

機における数々の重要な局面の後，サービス制度に関する顕著な規制撤廃及びサ

ービス市場の開放を行っている。ＧＡＴＳの下で，韓国はＷ/１２０分類リストに

列挙された１５５分野のうち６３％を占める９８分野30において約束をしている。

韓国は数々の二国間ＦＴＡやＷＴＯドーハ・ラウンド交渉（ＤＤＡ）における約

束に従って，現存する多くの制限や制約を，必要に応じて，合理化又は撤廃する

取組も行っている。 
 

韓国は１９９８年に外国人投資促進法（ＦＩＰＡ）を導入して以降，ネガティ

                                            
30http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=CN
,JP,KR 
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ブ・リスト方式に基づき，サービス分野の自由化を行っている。同法に従って，

韓国政府は，外国投資が制限又は禁止されている分野のリストである，いわゆる

「外国人投資統合公告」を毎年発表している。韓国は外国投資に関する国内法に

おいてネガティブ・リスト方式を採用していることから，明示的に除外されてい

るサービス分野以外は，外国人投資家やサービス提供者に開放されている。自由

職業，医療，健康，通信，流通，教育，多数の金融及び運送といったサービス分

野は制限もしくは禁止されている。 
 
韓国に入国，出国又は居住する外国人は，出入国管理法とその施行令及び施行

規則に定められた手続に従わなくてはならない。全ての外国人従業員は，同法に

従って就労ビザの発行を受けなければならない。 
 
 

３． 他のＦＴＡ・ＥＰＡにおけるサービス貿易 

 
３．１  中国のＦＴＡにおけるサービス貿易 

 
現在，中国は１０のＦＴＡ31に署名をしており，そのうちの５つにおいてその

不可欠な要素としてサービス貿易に関する約束をしている。ニュージーランド，

シンガポール，ペルー及びコスタリカとの協定ではサービス貿易が不可分の章と

して含まれる一括受諾方式が採用されたが，他の協定では段階的に協議が行われ，

サービス協定が物品貿易協定発効後に締結された。 
 
中国のＷＴＯ加盟時の約束と比べて，ＦＴＡの枠組みの下での全てのサービス

の約束は，実務サービス，建設及び関係する技術サービス，環境サービス並びに

運送サービスのような特定の分野又は小分野での，業務上の拠点に関するより自

由化された約束を含め，一層の漸進的な自由化を具現化した。さらに，中国はＷ

ＴＯ加盟時の約束には含まれていないスポーツ・娯楽サービス，経営コンサルテ

ィングサービス，市場調査・世論調査サービス，輸送機器の保守・修理サービス

等のいくつかのサービス分野又は小分野についても約束している。 
 
一方で，ＦＴＡのパートナーも協定に基づいて資本，人材及び専門家の移動を

                                            
31 ＦＴＡは以下のとおり：中国・ＡＳＥＡＮ・ＦＴＡ，中国・ニュージーランドＦＴＡ，中国・

チリＦＴＡ，中国・パキスタンＦＴＡ，中国・シンガポールＦＴＡ，中国・ペルーＦＴＡ，中国・

コスタリカＦＴＡ，中国・香港特別行政区及び中国・マカオ特別行政区の間のＣＥＰＡ（経済連

携緊密化取決め），中国・台湾の間のＥＣＦＡ（経済協力枠組み協定）。 
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より促進するため，中国に対しＷＴＯにおける約束と比較して更なる特恵待遇を

いくつかの分野及び小分野で与えている。中国・ニュージーランドＦＴＡにおい

ては，第４モード（自然人の移動）は独立した章として扱われ，同章において特

定の職業の就労許可証発給について規定している点は留意すべきである。 
 
中国のこれまでのＦＴＡパートナーとのサービス協定においては，約束のスケ

ジュールに関し，市場アクセス(ＭＡ)及び内国民待遇(ＮＴ)の欄に制限と障壁を記

載するポジティブ・リスト方式を採用している。中国のＦＴＡのサービス協定・

章のサンプル条文は，ＧＡＴＳモデルに沿ったものでもあった。 
 

３．２  日本のＥＰＡにおけるサービス貿易 
 
日本は１３のＥＰＡ32を締結しており，そのうち１２は発効済みである。ＡＳ

ＥＡＮとの協定を除くこれら全てのＥＰＡにサービス章が含まれている。ＡＳＥ

ＡＮとのＥＰＡのサービス章については，現在交渉中である。 
 
これらの全てのサービス章は，最恵国待遇，内国民待遇，市場アクセス及び現

地における拠点（商業拠点設置要求の禁止）について規定している。ネガティブ・

リスト方式を採用した日本のＥＰＡのうち，メキシコ及びチリとのＥＰＡは，日

本のＥＰＡ締結の取組の初期段階に発効したため，市場アクセス義務の代わりに

現地における拠点が規定されている。同様にネガティブ・リスト方式を採用した

スイスとのＥＰＡでは，日本は初めて市場アクセス義務を導入し，この義務につ

いても適合しない措置のリストの対象とされた。ペルーとのＥＰＡでは，サービ

ス章において市場アクセス義務及び現地における拠点に関する義務の双方を規定

するとともに，これらの義務に適合しない措置について，内国民待遇及び最恵国

待遇に関する義務に適合しない措置とともに留保表に記載している。 
 
日本は経済界にとって，ＥＰＡが十分な範囲をカバーし，可能な限り透明かつ

利用しやすいものとなるよう，サービス章と投資章の留保表を統合したネガティ

ブ・リスト方式をとることを支持する。さらに，日本は，過去のＥＰＡにおいて，

サービス貿易章をビジネスの基盤として強化するため，電気通信サービス及び金

融サービスについて独立した章又は附属書を設けることを提案してきた。日本は

                                            
32 １３のＥＰＡは以下のとおり：日・シンガポールＥＰＡ，日・メキシコＥＰＡ，日・マレー

シアＥＰＡ，日・チリＥＰＡ，日・タイＥＰＡ，日・インドネシアＥＰＡ，日・ブルネイＥＰＡ，

日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定，日・フィリピンＥＰＡ，日・ベトナムＥＰＡ，日・スイス

ＥＰＡ，日・インドＣＥＰＡ（包括的経済連携協定），日・ペルーＥＰＡ。 
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また，締約国間の長期にわたる連携を確保するために，内国民待遇，市場アクセ

ス及び最恵国待遇の義務に関するスタンドスティル及びラチェット条項を設ける

ことにより，将来のパートナーの経済成長から生じる変化やニーズに対応するた

めのビルトインによる発展的なメカニズムを導入することに重点を置いている。 
 

３．３  韓国のＦＴＡにおけるサービス貿易 
 
韓国は，チリ（２００４年４月発効），シンガポール（２００６年３月発効），

ＥＦＴＡ諸国（２００６年９月発効），ＡＳＥＡＮ（サービス貿易分野は２００

９年５月発効），米国（２００７年６月３０日署名），インド（２０１０年１月

発効），ＥＵ（２０１１年７月発効）及びペルー（２０１１年８月発効）とＦＴ

Ａを締結している。自由化の方式については，韓国は柔軟に対応している。ＡＳ

ＥＡＮ，ＥＦＴＡ及びＥＵとのＦＴＡではＧＡＴＳ方式を採用する一方で，チリ，

シンガポール及び米国とのＦＴＡではネガティブ・リスト方式を採用している。 
 
韓国はＦＴＡの越境サービス貿易章において，市場アクセス，内国民待遇，最

恵国待遇，現地における拠点等の義務を要求しており，さらに，韓国はサービス

貿易を促進するに当たっての承認規定の重要性を認識し，ＦＴＡにこの点を扱う

具体的な規定を含めている。 
 

韓国は，サービス貿易の自由化によって得られる双方の利益の最大化を目指し，

最低でも，相互主義に基づくＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の自由化水準を追求す

るよう努めてきた。ＦＴＡによって達成された自由化水準には一定程度の相違が

あるものの，韓国は，サービス貿易を増加させるためのみでなく，サービス産業

の競争力強化のためにもＦＴＡを通じてサービス分野における自由化を追求する

という基本的立場を維持してきた。 
 
 

４. 将来の日中韓ＦＴＡがサービス貿易に及ぼす全体的な影響 

 
４．１  将来の日中韓ＦＴＡがサービス貿易に及ぼすと予想される全般的な

影響 
 

世界経済におけるサービス貿易量は急激に増加している。サービスは世界貿易

における最大のダイナミックな構成要素となっており，２００８年には世界の総
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貿易量の１９.２％を占めるまでになった。それゆえ，サービス貿易は一層重要性

を増している。ＷＴＯ加盟国がＷＴＯドーハ・ラウンド交渉の文脈においてサー

ビス貿易をさらに拡大させるべく多国間交渉に積極的に参加しており，その一方

で中国，日本，韓国を含む多くの国々がＦＴＡやＥＰＡの交渉にも積極的である

のは，このような理由によるものである。 
 
サービス貿易の自由化は，競争力の向上，消費者及び生産者の全般的な福利の

蓄積，生産要素の変化によって，三か国の国内経済に刺激を与えうる。その当然

の帰結として，ＦＴＡの文脈におけるサービス貿易の自由化は，輸出者に追加的

な費用を課し，その競争力を損なうような障壁を撤廃するよう交渉すべきである。

交渉の過程において関心や懸念が適切に扱われれば，三か国間のＦＴＡは，共通

の利益となるサービス貿易の拡大に寄与するであろう。 
 
障壁を撤廃し透明性を高めることで，あり得べき日中韓ＦＴＡは相互協力，市

場アクセス，物品，資本，個人，技術の移動及び貿易円滑化に貢献しその機運を

高め得る。将来の日中韓ＦＴＡは国境を越えた資源配分プロセスを最大限活用す

ることにより，費用や価格の低下を助け，効率化やイノベーションを増進し，提

供されるサービスを多様化し，その結果，サービス品質の向上をもたらすであろ

う。商用関係者の移動の円滑化もまた，サービス分野の全般的な発展を促進する。 
 
加えて，サービス分野における生産性向上の利益は，他の産業部門にも浸透す

る。特に製造業は，サービス貿易の自由化によって大きな恩恵を受けるだろう。

中間材として機能するサービス（自由職業サービス，実務サービス，通信サービ

ス，金融サービス，運送サービス）の費用が著しく下がるからである。それと同

時に，商用目的の入国及び短期滞在のための査証手続の利便性向上といった自然

人の移動に係る条件が向上すれば，技能や人材の流れが拡大し，三か国に共通の

利益をもたらすであろう。 
 

一方，三か国がサービス貿易において全体的に赤字を計上していることに鑑み，

中国，日本及び韓国は，サービスにおいて相対的に不利な状態を共有しているこ

とも指摘されるべきである。日中韓ＦＴＡの枠組みでは，更なる自由化によって，

それぞれの国内市場におけるサービス分野，特に金融，電気通信，建設サービス

のように公共サービスと実務サービス双方を提供している分野の競争力を高める

ことが期待されている。日中韓ＦＴＡの枠組みにおける将来の協力は，三か国の

サービス分野が輸出志向分野として成長することを後押しする可能性もある。 
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日中韓ＦＴＡで強化された経済協力は，三か国の福利だけでなく，ＡＰＥＣの

ような地域協力の仕組みにおける貿易及び投資の自由化や円滑化への取組みにも

寄与し，経済的に統合された地域への重要な道筋として貢献する可能性がある。 
 

４．２  日中韓ＦＴＡの個別サービス分野への影響と地域協力の強化 
 
日中韓ＦＴＡの下で三か国全てが共有可能な経済的利益を創出するためには，

三か国がお互いの競争関係だけでなく相互補完関係も認識しておくことが重要で

ある。例えば，日中韓ＦＴＡに関する過去の共同研究において，中国は旅行及び

通信サービス，韓国は建設，金融及び運送サービス，日本は特許等使用料におい

て比較優位があるとの報告がなされている。このことは，三か国間のサービス貿

易がそれぞれの国の競争力のある分野を相互に強化するものであることを示唆し

ている。 
 
さらに，透明性や利便性の向上の観点からは，三か国が三国間の健全なサービ

ス貿易に影響を及ぼす可能性のある要素を特定することを通じて，お互いのビジ

ネス環境を知ることが重要である。この意味において，産業界が相手国市場へ参

入し事業を展開するための関連法や規制を特定し，安定性や予見性を享受するこ

とができれば，三か国間のサービス貿易の促進に寄与するであろう。 
 
同時に，三か国間の強力な連携の基礎を固めるため，ビルトインによる見直し

のメカニズムを導入し，パートナーがその他の二か国の産業界に対して第三国と

の対等な競争条件を与える努力をすることが不可欠である。 
 
さらに，サービス分野において高いレベルの約束をすることは，物品貿易と同

様に投資も促進することにつながるだろう。三か国間では，サービス貿易の自由

化は物品貿易の市場拡大と投資の流れの促進のための基礎を成すだろう。 
 

観光サービス，文化及び娯楽サービスといった重要分野を促進することで，日

中韓ＦＴＡは，三か国の人々の間の相互理解や友好関係を深める一助となるだろ

う。 
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４．３ 更なる自由化の優先分野と将来の日中韓ＦＴＡにおけるセンシティブ

分野 
 
日中韓ＦＴＡにおける更なる自由化のための優先分野に関しては，中国は自由

職業サービス，環境サービス，宇宙輸送及び医療サービスに重点を置いている。

また，第４モードにおいて資格を有するサービス提供者への更なる特恵待遇を追

求することについても，極めて重要視している。中国経済及び同国内サービス分

野が発展段階にあることを考慮し，中国は，金融サービス，電気通信サービス，

コンピュータ関連サービス，建設サービス，放送及び出版サービス並びに音響映

像及び娯楽サービスといったセンシティブ分野にはしかるべく配慮すべきである

と考えている。 
 

これに対し，日本は，三か国間のサービス貿易に関して，大きな成長の可能性

があり，三か国の経済成長に一層寄与できると考えている，金融サービス，ＩＣ

Ｔ及びその関連サービス（電気通信及びコンピュータ関連サービスを含む。），

音響映像及び娯楽サービス（映画，音楽，ゲーム，アニメ，ドラマ及びコンテン

ツサービス），流通，建設，建築，エンジニアリングサービス，海運サービス及

び民間教育産業に重点を置いている。しかしその一方で，日本は，放送サービス，

私立学校が提供するものを含めた公的教育サービス，保健医療サービス，宇宙空

間への打ち上げサービス，エネルギー関連サービスといったセンシティブ分野に

は然るべく配慮すべきであると考えている。 
 
韓国は，法律サービスを含む自由職業サービス，金融サービス，電気通信サー

ビス，音響映像及び娯楽サービス（映画，音楽，ゲーム，アニメ，ドラマおよび

コンテンツサービス），流通サービス及び建設サービスの自由化に非常に重点を

置いている。しかし，サービス分野の自由化の過程において，保健医療サービス，

社会サービス，環境サービス，エネルギーサービス，放送及び出版サービス，教

育サービスといったセンシティブ分野は然るべく配慮されるべきであると考えて

いる。 
 
 

５．将来の日中韓ＦＴＡへの提言 

 
サービス貿易の障壁の削減が三か国全てに対して経済的にプラスの影響を与

えることに鑑み，本共同研究は，中国，日本及び韓国が日中韓ＦＴＡを締結する

ことによって協力を強化し，三か国間のサービス貿易を促進することを勧告する。 
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中国，日本及び韓国の間のサービス貿易が非常に大きな成長可能性を有すると

の観点から，また，日中韓ＦＴＡを２１世紀型の経済連携協定のモデルとし，三

か国間の協力の強固な基礎とすることの重要性に鑑み，共同研究委員会は，国籍

に基づく無差別待遇に関する実質的な規定を将来の日中韓ＦＴＡに含めることが，

三か国の経済的利益になるという見解を共有した。 
 

また，日中韓ＦＴＡの文脈におけるサービス貿易は，それぞれの当事国の特に

センシティブな分野に然るべく配慮しつつ，輸出業者への追加的な費用の賦課及

び競争障壁といった現存する貿易障壁を取り除くような方法で交渉されるべきで

あることも提言された。 
 
将来の日中韓ＦＴＡにおける各国の約束及びルールはＧＡＴＳを超えるもの

であるべきである。日中韓ＦＴＡの範囲は，広範なサービス分野及びサービス提

供モードをカバーし，可能な限り包括的でなければならない。 
 
約束の方式に関しては，共同研究委員会は徹底的に議論を行い，様々な種類の

手法によって獲得し得る潜在的利益に関する意見交換を十分に行った。 
 
日本と韓国は，現行の措置の透明性を高め法的予見性を確保することを通じて

産業界によるパートナーへの投資のインセンティブを創出するため，ラチェット

条項を備えたネガティブ・リスト方式がサービス貿易の自由化にとってより好ま

しいことを提言する。 
 
さらに，協定を可能な限り利用しやすいものとするために，日本と韓国は，三

か国が投資章に関しネガティブ・リスト方式で約束するという前提の下，サービ

ス貿易と投資の統一の留保表を作成することが重要であると提言する。 
 
中国は，三か国間で経済構造，発展段階及びサービス貿易の監督体制に実質的

な違いがあることに鑑み，将来の日中韓ＦＴＡにはポジティブ・リスト方式がよ

り適切と考えられると提言する。さらに，中国は，サービス分野の更なる自由化

の共通の基盤として役立ち得るという理由で，ＧＡＴＳ方式を将来の日中韓ＦＴ

Ａのひな形とすることが好ましいと指摘する。 
 
さらに，日本と韓国はサービス貿易章をビジネスの基盤として強化するために，

電気通信・ＩＣＴ及び金融サービスの独立章又は附属書を採用することを提言す

る。特に，技術の進歩によってめざましい発展を遂げた電気通信・ＩＣＴ分野の
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効率的なルールを作ることが，２１世紀のサービス貿易を促進するために極めて

重要である。中国は，自然人の移動は三か国間の貿易と投資をさらに促進する触

媒としての役割を果たすという理由で，自然人の移動に関する独立章が人材及び

サービス提供者の移動をさらに促進するための追加的約束を行うために不可欠で

あると提言する。 
 
また，将来の地域の経済成長から生じる変化やニーズに三か国が対応できるよ

うにするため日中韓ＦＴＡがビルトインによる発展的なメカニズムを備えること

も非常に重要である。この点において，共同研究委員会は，更なる自由化のため

のビルトインの見直しプロセス及び三か国間で平等に，自由化の進展を共有する

ためのメカニズムを含むことの重要性を認識した。 
 
日本と韓国は，そのようなメカニズムは，内国民待遇，市場アクセス，現地に

おける拠点，最恵国待遇などの規律及びこれらの義務に対するラチェット条項に

よって実現され得るものであり，そのことにより三か国間の長期にわたる連携が

確保されると提言する。一方，中国は，見直し条項が漸進的に自由化の範囲を拡

大する十分な機会をパートナーに提供することを提言する。 
 
また，交渉段階において，三か国が他の国や地域に前向きなメッセージを伝え

るだけでなく，三か国における更なるサービス貿易の自由化に向けた国内改革を

一層促進するような長期的な目標を設定するよう努力すべきであることも勧告さ

れた。 
 
共同研究委員会は，三か国が上記で言及された課題に関する議論を交渉と並行

して続けることを提言する。同時に，それぞれの市場の現状と約束，国内法や規

則及び自由化プロセスに関する知識を深めるために，所管官庁と産業界が交渉を

通じて頻繁な情報交換を行い，相互理解を強化するよう奨励する。 
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Ⅴ．投資 

 

 

１．投資フローの概観 

 

１．１ 中国 
 

中国の対外直接投資は，２０１０年には１,０５７億米ドルを記録するまで

に増加した。中国の実際に活用された対外直接投資額の累計総額は，２０１

０年末までに５,７８８億米ドルにまで達し33，中国は途上国中最大の対外直

接投資受入国となった。中国に投資を行っている上位１０か国及び地域（海

外資本投資の実行額による算出）は，香港，英国領バージニア諸島，日本，

米国，台湾，韓国，シンガポール，ケイマン諸島，ドイツ及びイギリス（２

０１０年１２月現在）である。 

 

日本と韓国は共に，中国への対外直接投資の最も重要な担い手である。中

国商務部の最新の統計によれば，日本の対中直接投資は２００４年（６２億

５,０００万米ドル）がピークであり，以降全般的に下降傾向にある。日本の

対中直接投資は，それぞれ２００９年に４１億１,０００万米ドル，２０１０

年に４０億８,０００万米ドルであった。２０１０年末には日本の対中累積直

接投資は７３６億米ドルに達した。韓国の対中直接投資は，日本と類似の傾

向にあり，２００５年（５１億７,０００万米ドル）がピークであり，それ以

来縮小している。韓国の対中直接投資は，それぞれ２００９年に２７億米ド

ル，２０１０年に２６億９,０００万米ドルであった。２０１０年末には韓国

の対中累積直接投資は４７３億米ドルに達した。 

 

対外直接投資が中国へ向かう一方で，中国による対外直接投資も近年急増

している。中国のネットの対外直接投資のフローは，２００９年に５６５億

３,０００万米ドルに達した。２００９年末までに１万２,０００件近くの国

内投資主体が約１万３,０００社の海外進出企業を設立し，世界の１７７か国

及び地域へ進出しており，累積対外直接投資額は２,４５７億５,０００万米

ドルとなっている。「世界投資報告書２０１１」34によれば，２０１０年に中

国の対外直接投資のフローは世界全体の５.１％，同ストックは１.４％のシ

                                            
33 The World Investment Report ２０１１ 
34 UNCTAD（２０１１） 
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ェアをそれぞれ占め，世界全体において第６位（香港を除く），途上国中第１

位となった。２００９年末までにおいて，中国の累積対外直接投資のストッ

クの上位１０位の国及び地域は，香港，英国領バージニア諸島，ケイマン諸

島，オーストラリア，シンガポール，米国，ルクセンブルク，南アフリカ，

ロシア及びマカオである。 

 

日本と韓国からの対外直接投資の流入額と比べれば，中国からこれら二か

国への対外直接投資額は極めて少なく，とりわけ日本への投資は少ない。中

国商務部の統計によれば，中国の対日直接投資額は，それぞれ２００８年に

５,８６２万米ドル，２００９年に８,４１０万米ドルであった。２００９年

末までにおいて，中国の対日累積直接投資額は６億９,２８６万米ドルに達し

た。中国の対韓直接投資額は，それぞれ２００８年に９,６９１万米ドル，２

００９年に２億６,５１２万米ドルであった。２００９年末時点で，中国の対

韓累積直接投資額は１２億１,７８０万米ドルに達した。 

 

１．２ 日本 
 

２０１０年の日本への対内直接投資総額は，１２億５,０００万米ドルであ

り，対内直接投資のストックの総額は，２,１４８億米ドルである35。日本政

府は，日本への直接投資を呼び込むため努力してきた。２０１０年の日本へ

の累積対内直接投資は対２０００年比で約４倍まで増加している。２０１０

年時点で，ストックから見た対日投資上位５か国・地域は，米国（７２５億

米ドル），オランダ（３６９億米ドル），フランス（１９２億米ドル），ケイマ

ン諸島（１８８億米ドル）及びシンガポール（１３９億米ドル）であった36。

中国と韓国からの直接投資はいまだに少なく，同年の中国からの投資は４億

米ドル，韓国からは１８億米ドルであった。 

 

日本は海外投資にも積極的である。２０１０年，日本の対外直接投資額は

フローで５６３億米ドル，ストックで８,３１０億米ドルであった37。日本の

所得収支は６年間連続で貿易収支38を上回っており，日本の対外投資は貿易よ

りも重要な役割を果たしている。 

 

                                            
35 UNCTAD,World Investment Report ２０１１ ANNEXES p１８７-１９１ 
36 JETRO，日本の国・地域別総投資流入（国際投資状況） 
37 UNCTAD,World Investment Report ２０１１ 
38 ２０１０財政年度において，日本の所得収支は約１２兆１,０００億円，他方貿易収支は６兆

５,０００億円であった。 
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ストックから見た２０１０年の日本の投資先上位５か国・地域は，米国（２,

５１８億米ドル），オランダ（７６０億米ドル），中国（６６５億米ドル），ケ

イマン諸島（６２６億米ドル）及びオーストラリア（３９９億米ドル）であ

った39。 

 

日本の対韓直接投資は２００３年の日韓投資協定発効以来，劇的に増加し

てきており，２００９年にはストックで対２００３年比で２.３倍となる１４

０億米ドルに達した。 

 

中国及び韓国はすでに重要な対外直接投資先となっているが，日本の両国

への対外直接投資は，２０１０年の日本の対外直接投資総額のうち，１２.

７％（対中国），１.９％（対韓国）を占めたものの，地理的近接性や貿易関

係に鑑みれば，まだ低い。 

 

１．３ 韓国 
 

２０１０年，韓国への対外直接投資流入額は１３１億米ドルとなった。韓

国への累積投資額が大きい主な国は，米国（４８８億米ドル），日本（２６０

億米ドル），オランダ（２００億米ドル），イギリス（１０７億米ドル）及び

ドイツ（９２億米ドル）である。中国も韓国への主要な投資元となりつつあ

り，２０１０年の投資額は４億１,４００万米ドルを記録し，２０００年の７,

６００万米ドルから目覚ましく増加した。中国からの累積投資額は，３１億

米ドルに上る（１９６２年～２０１０年）40。 

 

２０１０年の韓国の対外直接投資は，３３１億米ドルに達した。中国は韓

国の最大の投資先である。１９９２年に両国の国交が結ばれて以来，韓国の

対中直接投資は，著しく増大し，１９９１年に８,５００万米ドルであったも

のが２０１０年には３９億米ドルに達した。過去３０年間（１９８０年～２

０１０年）の中国への総投資額は，４５４億米ドルに上る。その他の主な投

資先は米国（４２８億米ドル），香港（１１３億米ドル），ベトナム（１３１

億米ドル）及びイギリス（９６億米ドル）である。日本も韓国の重要な投資

先である。過去３０年間の韓国の対日直接投資の累積額は，４１億米ドルで

ある。加えて，韓国の対日投資は，ここ１０年の間に２００１年の９,５８０

万米ドルから２０１０年には３億４,５００万米ドルへと，着実に伸びてきて

                                            
39 JETRO，日本の国・地域別総投資流入（国際投資状況） 
40 Korea EXIM Bank, Ministry of Knowledge Economy of Korea 
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いる。 

 

１．４ 三か国の投資フロー 
 

三か国の経済規模と地理的近接性にもかかわらず，域内投資は相応の水準

に達していない。２００９年の域内投資フローは１１３億米ドルであり，世

界の対外直接投資の１％であった41。三国間の域内投資の比率は依然として低

い水準に止まっており，また，域内貿易比率がかなり安定しているのに比べ

激しい変動を示してきた。域内投資比率は，２００４年には対内直接投資の

１９.８％，対外直接投資の２２.７％を占めていたが，２００９年には対内

直接投資の６.３％，対外直接投資の６.８％の水準にまで落ち込んだ。これ

らの統計は，この地域内の対外直接投資が増加する大きな潜在力があること

を示している42。 

 

概して，三か国のうちそれぞれ二国間における投資フローにおいては，以

下のパターンが見受けられる。 

 

中国については，２０１０年末までに中国の対日直接投資は１１億１，０

００万米ドルに上り，２０１１年１月から１０月の中国の対日直接投資は９,

５９０万米ドルに達し，その内の大部分は小売業，製造業，運送及び倉庫業，

実務サービスに集中している。中国の対韓直接投資について，２０１０年末

までの中国の対韓累計直接投資は６億３,７００万米ドルとなり，２０１１年

１月から１０月の対外直接投資フローは３,９７０万米ドルに達し，その内の

大部分は，商業，海運業，銀行業及びいくつかの製造業に集中している。 

 

日本の対中直接投資は，２００９年に停滞傾向を示したものの，２０１０

年には再び１７.４％増加し，不動産業，卸売業，小売業，リース業，実務サ

ービスといった非製造業分野において好調な伸びを見せた。製造業部門のシ

ェアは４６.９％に低下した43。日本の対韓直接投資は，２０１１年上半期に

４５.６％増加した。電子・電気機器の素材・部品といった製造業分野（２０.

３％の増加）にとどまらず，金融・保険，卸売・小売などのサービス分野（６

                                            
41 ２００９年の世界の総対外直接投資：１兆１，１４０億米ドル（UNCTAD stat） 
42 例えば，米国，カナダ，メキシコの域内投資は，自由化型の投資章を採用したNAFTA締結の

後，４０％に達した。自由な資本移動を確保する統合市場を形成したEUの域内投資は，１９９

８年～２００８年の期間に４０％から５５.７％に上昇した。 
43 中国統計月報 
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２.３％の増加）も主要な分野である44。 

 

韓国の場合，２０１０年末までの対中直接投資額は４４８億米ドルに達し，

また，総投資額の７５.５％は製造業分野に集中している。２００６年には１

９.４％にすぎなかった非製造業分野の割合は増加し続け，２０１０年には２

９.５％になった。主なサービス分野は，金融・保険，流通及び建設サービス

である。２０１０年末までの韓国の対日直接投資額は３９億米ドルに上り，

その直接投資のうち８６.８％が不動産，流通，運送・及び倉庫サービスを含

むサービス分野に向けられていた。 

 

 

２．三か国の外国投資に関する法的枠組み 

 

２．１ 中国 
 

過去３０年間，中国政府は海外投資に関する包括的で透明な法的枠組みを

段階的に構築してきており，これらはとりわけ中国のＷＴＯ加盟以降改善さ

れてきた。中国への対内直接投資は，合弁企業，合作企業，独資企業の三種

に分類される。対内直接投資に関する産業政策は，主に外商投資産業指導目

録に詳細に示されている。同目録によると，中国における外国企業の投資事

業は，奨励類，制限類，禁止類に分けられる。これらのリストに含まれない

ものは，許可類の投資事業とみなされる。中国は，時宜にかなった適切な目

録の修正を通じ，開放度と海外投資活用の質を向上させることを目指して，

積極的かつ合理的に海外投資フローを導こうとしている。 

 

現在，中国における外国企業の投資事業は，それぞれ投資の分類や価額に

応じて中央政府又は地方政府の審査を受ける必要がある。近年，審査手続の

簡素化に向けて継続的な努力が行われている。 

 

公平な税賦課の確保，公正な競争の促進，健全な市場と投資環境の創出を

目指し，中国は，２０１０年１２月１日に国内企業及び外資系企業への課税

の統一を実現した。その一方で，中国は現在もなお様々な形で海外投資促進

のための政策及び活動を実施してきている。例えば，中西部地域では，優先

分野への外国投資事業は優遇措置を受けることができる。農業，林業，畜産

業，水産業，重要な公共インフラの事業運営，環境保護，エネルギー・水資

                                            
44 韓国知識経済部 
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源の節減及び技術移転から生じる外国企業の所得に関する企業所得税は，減

免され得る。いくつかの省政府や地方政府も，外国投資サービスセンター，

経済技術開発区や保税地区を設置したり，外資系企業に対し，地方税，研究

開発（Ｒ＆Ｄ），人的資源，土地利用等に関して更なる便宜や優遇を図ること

を通じ，投資環境の改善のため大いに努力してきている。 

 

２．２ 日本 
 

概して，日本はほとんどの分野において，原則として外資を歓迎している。

対内直接投資に関する日本の法的枠組みについて，外国為替及び外国貿易法

は，日本への対内直接投資に関する全般的な手続を規定しており，それはＯ

ＥＣＤのルールと完全に適合する。原則は事後報告方式であり，その一方で，

（ⅰ）国の安全，公の秩序及び公衆の安全に関わる場合，（ⅱ）「国民経済の

円滑な運営に著しい悪影響を及ぼす」可能性がある分野に関わる場合といっ

た，限られた分野において，事前の届出を要求している。 

 

上記の手続のほかに，対内直接投資に関する特定分野の規制は，日本電信

電話株式会社法，船舶法，鉱業法，航空法，貨物利用運送事業法，電波法及

び放送法といった関連の法令に規定されている。 

 

日本政府は２０００年代初頭以降，地方産業促進のために地方政府関係者

が外国の投資家と接する機会を提供したり，セミナーや日本訪問プログラム

を通じて公的機関と外国投資家との間の関係を築くことで，対内直接投資を

促進してきた。 

 

ＪＥＴＲＯは日本の投資促進機関であり，日本への対内直接投資を支援し

てきた。すなわち，（ⅰ）外国企業の個別の事業活動に関わる法令情報の提供，

（ⅱ）日本の主要産業地域の６都市にＪＥＴＲＯが運営する対日投資ビジネ

スサポートセンター（ＩＢＳＣ）を置き，オフィススペースの貸出しや，市

場調査に関する情報収集などの新規参入者に対する初期サービスの提供を行

っている。企業の新たなビジネス，地域本部又は研究開発施設の創設を支援

するために，いくつかの奨励金が提案されている。 

 

日本政府は２０１０年に「新成長戦略」を採択した。同戦略は，高付加価

値型事業を日本に設立する外国企業を誘致することを目的とした，将来に向

けた日本の投資政策を描いている。新たな法律に規定されることになるであ
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ろうより効果的なインセンティブを含め，より幅広い政策オプションを外国

企業に提供する計画が今後具体化されるであろう。 

 

２．３ 韓国 
 

１９９８年以降，アジア金融危機の発生を受けて，韓国は外国資本の導入

により危機からの回復を加速するため，積極的に投資制度を自由化してきた。

投資分野の基礎的な法律として，規制緩和のため，外国人投資促進法（ＦＩ

ＰＡ）が１９９８年に制定された。ＦＩＰＡは，投資手続，海外の投資家に

支援やインセンティブを与える措置，外国人投資地域の指定などを規定する

ことで，外国投資の保護や自由化をもたらしている。 

 

外国投資の手続は，外国投資の通知，投資資本の送金，設立登記と商業登

記，及び対内直接投資企業登録から成る。外国人に適用される手続は，外国

投資の通知と対内直接投資企業登録の二つの段階を除き，基本的に韓国人に

適用される手続と同じである。しかし，民間企業として登録する場合には，「設

立登記」の段階は必要ない。 

 

外国人投資地域は，外国投資を誘致するために指定される。指定された地

区に拠点を設けた企業には，インセンティブが与えられる。外国投資地区は，

大きく２つの種類，複合型と単独型に分けられる。複合型の外国投資地区と

は，外資の中小企業を誘致するために，賃貸又は販売用として予め指定され

た国又は地方の工業団地用の用地を指す。実際にはこれらの地区は賃貸用で

ある。これに対し，単独型の外国投資地区は，大規模な投資を誘致するため，

地域，時期，インセンティブ等に係る投資家の要望についての考慮に基づき，

外国投資企業の個別の事業のために指定される用地である。 

 

韓国政府は２００３年に，外国企業の韓国への進出及び成功裏の設立を支

援することを唯一の目的として，大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）の中

に「インベスト・コリア（ＩＫ）」と呼ばれる韓国国営の投資促進機関を設立

した。包括的な設立後のサービスにまで及ぶ支援を行うことにより，ＩＫは，

外国企業が韓国への速やかな定着を実現できるよう手助けを行う。 
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３．相手国における投資に関する主要な制約 

 

３．１ 中国 
 

中国は，主に外商投資産業指導目録（ＣＩＧＦ）において，具体的な海外

投資規制の対象を示している。以下の部類に該当する海外投資事業は制限さ

れている。国内で十分に発展した事業，あるいは外部から技術を十分に導入

しており，かつ既に国内需要を十分に満たす生産力の獲得が予測されている

事業，いまだ国による外国投資の導入に向けて実験段階である事業，国家が

設立を独占している事業，希少かつ貴重な天然鉱床の調査及び開発を含む事

業，国家による統一的計画に服している事業，その他国の法律や行政規則で

制限されている事業。 

 

以下の部類に該当する外国投資事業は禁止されている。国家の安全保障や

社会公共の利益を脅かす事業，環境汚染を引き起こしたり，天然資源や人の

健康に害を及ぼす事業，農地を大幅に占有したり，環境保護や土地資源の発

展にとって有害であったり，軍事施設の安全やその効果的な利用を脅かす事

業，生産に中国独自の伝統的な職人技や中国固有の技術を利用する事業及び

その他国の法律や行政規則で禁止されている事業。 

 

３．２ 日本 
 

外国為替及び外国貿易法は，原則として事後報告方式を採用している。そ

の一方で，（i）国の安全，公の秩序及び公衆の安全に関わる，あるいは，（ii）

「国民経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼす」可能性がある産業への投

資について事前の届出を要求している。前者の届出事由は，ＯＥＣＤの資本

移動の自由化に関する規約第３条と一致している。後者の事由は，国民経済

を保護するためのものであり，同規約第２b条に従っている。外国為替及び外

国貿易法は，後者の分類を農業，林業，水産業，鉱業，石油業，皮革及び皮

革製品，空・海運，電気通信分野といった分野に厳しく限定して規定してい

る。外国為替及び外国貿易法の下で規定されているような状況（国の安全を

危険にさらすなど）に陥った場合，財務大臣及び事業所管大臣は，関税・外

国為替等審議会の意見を聴取した後に，対内直接投資の変更又は中止を勧告

し，及び命令することができる。 

 

２．２で述べたとおり，対外直接投資に関する特定分野の制限は，日本電
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信電話株式会社法，船舶法，鉱業法，航空法，貨物利用運送事業法，電波法

及び放送法といった法律に規定されている。  

 

３．３ 韓国 
 

１９９８年にＦＩＰＡが導入されて以降，韓国はネガティブリスト方式に

基づいてサービス分野を自由化してきた。韓国政府は毎年，同法に従って，

外国投資が制限又は禁止されている分野の表である「外国人投資統合公告」

を公表している。韓国は外国投資に関連する国内法においてネガティブリス

ト方式を採っているため，明示的に除外されていないサービス分野は外国投

資に開放されている。 

 

韓国の標準産業分類の下での総計１,１４５分類中，ＦＩＰＡは，行政，外

交，国防などを含む６２分類を外国投資から保護している（保護分類）。外国

人は残りの１,０８３分野全てに対して投資を行うことができるが，そのうち

２８分野に外国投資の割合の制限がある（制限分類）。 

 

３．４ 投資家から提起された問題 
 

中国，日本及び韓国は概して外国投資を歓迎しており，投資の自由化及び

円滑化に向けて継続して努力してきているが，共同研究委員会は三か国の投

資家が制約と見なしている様々な懸念について報告を受けた。この様々な懸

念の中には，会社の外国人出資比率，外貨送金，ビザ申請の手続，技術移転

契約及び会社清算に対する制限並びにローカルコンテント，技術移転及び研

究開発を含む特定措置の履行要求が含まれるが，これらに限られるものでは

ない。 

 

三か国は，各国がその領域内において外国投資の形態や流れの方向を規制

する権限を有するという点を理解しつつ，外国投資に対する現行の規制は，

国家安全保障，公益及び投資家の利益を十分考慮しながら，実行可能且つ効

率的な方法で削減あるいは調整しうるものと期待する。 
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４．三か国の従前のＦＴＡ・ＥＰＡや二国間投資協定における投資ルール 

 

４．１ 中国 
 

中国は独立した投資章を含むＦＴＡをＡＳＥＡＮ，パキスタン，ニュージ

ーランド，シンガポール，ペルー及びコスタリカと署名した。投資章の主な

条項は通例，定義，対象範囲，投資待遇，投資の保護と促進，収用，損失に

ついての補償，移転，代位，締約国間の紛争解決及び締約国と他の締約国の

投資家との間の投資紛争解決を含んでいる。これら全てのＦＴＡには，各締

約国は他の締約国の投資家の投資に，公正衡平待遇及び完全な保護と保障を

与えなければならない旨が記載されている。内国民待遇（ＮＴ）と最恵国待

遇（ＭＦＮ）も相互に与えられている。 

 

中・シンガポールＦＴＡは，中・ＡＳＥＡＮ投資協定の規定がこの二国間

ＦＴＡに組み込まれ，その不可分の一部と成ることを記載している。明確化

のために付言すると，中国とシンガポール，どちらの締約国にも関係しない

中・ＡＳＥＡＮ投資協定に含まれる権利，義務，制限及び例外は，中・シン

ガポールＦＴＡの下で適用することはできない。中・ＡＳＥＡＮ投資協定と

中・シンガポールＦＴＡの間で不一致が生じる事態となった場合，後者の規

定が優先することとなる。 

 

中国は，投資の奨励及び相互保護のための協定を，１９８８年に日本と，

投資の促進及び保護のための協定を，１９９２年に韓国との間でそれぞれ締

結した。中国と韓国の間の投資促進及び保護協定は，２００７年９月に改正

された。これらの協定の下での投資保護には，主に直接収用及び間接収用，

損害及び損失についての補償，資金の移転，投資家と締約国との間の紛争解

決，透明性，特定措置の履行要求などが含まれている45。 

 

４．２ 日本 
 

日本は，投資促進とともに高いレベルの投資の自由化及び保護を追求して

きた。近年の日本のＥＰＡや二国間投資協定のほとんどは，外国投資の自由

化，促進及び保護に関する広範囲の実体的及び手続的な約束を含んでおり，

それらは以下の規定に具体化されている。 

◇投資財産設立後及び設立前の両方の段階における内国民待遇及び最恵国

                                            
45 日中投資協定には透明性及び特定措置の履行要求に関する規定は含まれていない。 
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待遇 

◇ＷＴＯの貿易に関連する投資措置に関する協定（ＴＲＩＭｓ）を上回る

特定措置の履行要求の禁止 

◇内国民待遇，最恵国待遇及び特定措置の履行要求の禁止に係る現状維持義

務及びラチェット義務が課されたネガティブリスト方式による留保 

◇投資関連措置に関する法的予測可能性及び安定性を確保する透明性 

◇資金移転の自由 

◇国際仲裁を含む投資家対国家の紛争解決手続（ＩＳＤＳ） 

◇サービス分野の投資を含む包括的な適用範囲 

 

日本の観点からは，上記に加えて，公正衡平待遇やいわゆる「アンブレラ

条項」といった他の実体的な約束も，投資ルールにとって同様に不可欠であ

る。 

 

４．３ 韓国 
 

４．３．１ 投資協定に対する韓国の基本的な立場 

 

韓国のこれまでのＦＴＡにおける投資章の交渉では，韓国の目標はＦＴＡ

締約国間の海外投資の流れを円滑化し，受入国に入国し事業を行う商用関係

者のために投資環境を改善することであった。 

 

その政策目標を達成するために，韓国は，内国民待遇義務，最恵国待遇，

特定措置の履行要求の禁止，経営幹部や取締役会の国籍要件，資金の移転，

セーフガード措置，収用及び補償，損失についての補償，待遇に関する最低

限度の基準，投資家対国家の紛争解決などの投資協定の中核的な条項を含む，

質の高い投資協定を締結したいと考えている。 

 

４．３．２ 韓国のＦＴＡにおける投資章 

 

韓国が締結した全てのＦＴＡは，自由化及び保護の両方の要素を含む独立

した章を有している。例外的に，韓ＡＳＥＡＮ・ＦＴＡ投資協定は，両締約

国に同協定発効後５年以内に留保表に関する交渉を締結する義務を課す条項

を定めており，また，韓ＥＵ・ＦＴＡは，欧州委員会に投資保護事項を扱う

権限がないため，保護関連規定を含まない。その代わりに，韓ＥＵ・ＦＴＡ

は，投資の法的枠組みを定期的に見直す条項を定めている。 
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前述のＦＴＡの中で，韓国は韓米ＦＴＡ（２００７年６月に署名）を投資

分野のモデルと見なしている。韓米ＦＴＡの投資章は，三つのセクションと

附属書で構成されている。 

 

セクションＡは，内国民待遇や最恵国待遇，待遇に関する最低限度の基準，

収用や補償，資金の移転，特定措置の履行要求，経営幹部や取締役会の国籍

要件，及び例外規定といった，相手国の投資家の権利と，受入国政府の義務

を規定している。セクションＢは，このような義務や投資協定に違反した場

合のＩＳＤＳを規定している。セクションＣは，定義を規定している。そし

て附属書は，例外的なケースを含むか又は上記のセクションを具体化してい

る。例えば，慣習国際法，収用，資金の移転などに関する附属書がある。 

 

 

５．将来の日中韓ＦＴＡが投資に与える影響 

 

適切な方法で外国投資に対する制限を撤廃することによって市場アクセス

を向上することに焦点を当てた，包括的な日中韓ＦＴＡが成立すれば，北東

アジアにおける貿易及び投資の更なる活性化をもたらすだろう。投資自由化

は，また，同地域の更なる発展のために投資家が経営資源を動員することを

可能にするものであり，そのことは，三国間の将来の互恵的な協力関係に繋

がり得るものである。 

 

あり得べき日中韓ＦＴＡの投資分野における上記の利益を考慮すれば，将

来の日中韓ＦＴＡは，外国人投資家にとって投資に関する法令のより高い透

明性，より安定した政策枠組み及びより自由化された制度といった成果をも

たらし，三か国の産業界にとり改善された投資環境をもたらすであろう。投

資拡大に伴う三国間の投資の流れの増加，情報・技術，アイデア及びビジネ

ス人材の交換と移動，貿易機会の増大により，三か国はともに利益を得るこ

とであろう。さらに，将来の日中韓ＦＴＡは，投資家の信頼を強めるだけで

なく，市場のイメージに好ましい影響を与えることによって，三国間の投資

を促進し，相手国における新たなビジネス機会において投資家の利益を増加

させることに繋がることが期待されよう。長い目で見れば，日中韓ＦＴＡに

よって構築されるより統合された市場は，企業の競争力，資源の効率的配分

とその活用を高め，三国間の投資を更に促進し得る。 
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６．将来の日中韓ＦＴＡへの提言 

 

共同研究委員会は，あり得べき日中韓ＦＴＡは，三方向の投資の流れを円

滑化し，三国間で投資家や投資の保護を強化するための有効な手段となるは

ずであることを確認した。本研究は，中国，日本及び韓国の間で既に緊密な

投資関係が形成されていることを示した。将来の日中韓ＦＴＡは三国間の投

資を更に促進することが期待されている。この点から，共同研究委員会は，

将来の日中韓ＦＴＡの投資章は，内国民待遇，最恵国待遇，特定措置の履行

要求の禁止及び経営幹部や取締役会の国籍要件，資金の移転，セーフガード

措置，収用及び補償，損失についての補償，公正衡平待遇，投資家対国家の

紛争解決及び三国間で合意されたその他の要素を含むべきであることを再確

認するものである。 

 

日本と韓国は，高いレベルの投資の自由化及び保護を確保する観点から，

上記の要素について，投資財産設立前及び後の段階での内国民待遇及び最恵

国待遇，広い適用範囲を持つ投資家対国家の紛争解決手続，ＴＲＩＭｓの水

準を上回る特定措置の履行要求の禁止，サービス章と統一のネガティブリス

ト方式及びその他の円滑化要素を将来の日中韓ＦＴＡに含めるべきであると

強調した。対象と範囲については，日本と韓国は，日中韓ＦＴＡの投資章は，

サービス分野を含む全ての分野，及び中央政府のみならず地域や地方政府が

採択，維持する措置も含むべきであると提案した。日本と韓国は，更に，将

来の日中韓ＦＴＡの投資章は，その時点において三国間に存在する二国間投

資協定（日中韓投資協定を含む。）の水準を上回るべきである旨提言した。 

 

中国は，あり得べき日中韓ＦＴＡは，より良い保護，より高い透明性及び

より効果的な紛争解決メカニズム及びその他の投資機会に関する情報交換や

投資分野における法令に関する情報共有を含む域内投資の流れを更に促進し

得る円滑化及び促進に関する要素を提供する投資章を追求すべきであると提

言した。中国は，また，投資の促進及び自由化は，むしろ各国の特定のニー

ズ，経済的及び法的な成熟度合い及び各国の開発戦略に依拠している点を強

調した。投資章についての将来の交渉では，自由化プロセスへの適応と修正

に関し，中国により多くの柔軟性が与えられるべきである。中国は，更に，

投資章の対象と範囲は，あり得べき交渉方式を含め，交渉段階において議論

されるべきであるが，それはＴＲＩＭｓ協定と整合的であるべきである点を

強調した。 
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日本は，三か国は，現在交渉中であるも，日中韓ＦＴＡの投資章に期待さ

れているよりも実質面では相当に野心が低い三国間投資協定をできる限り早

く締結すべきであり，その後に，高いレベルの投資自由化の観点から，締結

された三国間投資協定を足掛かりに，日中韓ＦＴＡ投資章の交渉を開始すべ

きだと強調した。 

 

共同研究委員会は，三か国は，将来の日中韓ＦＴＡ交渉に向けた共通の基

盤を構築するために，共同研究会参加者から提起された事項や利害及び共同

研究報告書の本章で提示されている意見についての議論を継続すべきである

と提言する。 
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Ⅵ. その他の分野 

 

１．貿易の技術的障害（ＴＢＴ） 

 

 

１．１ 概観 
 

中国，日本及び韓国は，国内の行政制度は異なるものの，ＷＴＯ加盟国と

して，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の権利義務に従って強制規格，任意規格及び適合

性評価手続46を立案し，制定し，及び適用している。ＷＴＯの枠組みの下では，

三か国は，ＷＴＯ・ＴＢＴ委員会において，互いの関心事項について緊密に

連絡を取り，関連する問題について頻繁に意見交換を行っている。三か国は，

情報交換や対話といった手段を通じて，二国間協力を強化してきた。他の貿

易パートナーとの間で署名したいくつかのＦＴＡの中で，三か国は，ＷＴＯ・

ＴＢＴ協定の権利及び義務を再確認し，ＴＢＴ措置に関する意思疎通の手段

として委員会や他の協議の制度を設立してきた。 

 

１．１．１ 国内の行政制度の概要 

 

中国 

国家質量監督検験検疫総局（ＡＱＳＩＱ），国家認証認可監督管理委

員会（ＣＮＣＡ）及び国家標準化管理委員会(ＳＡＣ)は，品質，計量，

輸出入品検査，認証，認定及び標準化を担当している。 

 

中国は，関連法に従い，輸出入商品の検査及び一部の産品（現在２２

の種類を含む。）に対する強制認証を行っている。国家質量監督検験検疫

総局は，強制検査の対象となる輸出入商品の目録（以下「目録」とする。）

の作成，調整，公布及び実施に対して責任を有する。国家質量監督検験

検疫総局は，目録に掲載されている輸出入商品の強制検査及び目録に掲

載されていない商品に対する無作為検査を行っている。また，人や財産

の安全及び人の健康に危険を及ぼす可能性があり，目録に掲載された主

                                            
46 このセクションにおける冗長な反復的表現を避けるため，「ＴＢＴ措置」，「ＴＢＴ問題」，「ＴＢＴ事項」

を使用する。この文脈において，「ＴＢＴ措置」とは強制規格，任意規格及び適合性評価手続を，「ＴＢＴ

問題」及び「ＴＢＴ事項」とは強制規格，任意規格及び適合性評価手続に関する問題及び事項を意味する。

しかしながら，文脈においてより適切と思われる場合には，「強制規格，任意規格及び適合性評価手続」と

いう長い表現が使用され得ることに留意すべきである。 
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要輸出品の輸出商品登録を行っている。国家認証認可監督管理委員会は，

中国強制認証（ＣＣＣ）制度の実施の組織的な遂行及び自主的認証の促

進に責任を有する。国家標準化管理委員会は，国家規格の作成及び公付

の統一的な運営を行っている。中国は国際規格の採用を奨励している。 

 

 ＴＢＴ措置に関係する他の政府機関には，商務部（ＭＯＦＣＯＭ），公

安部，工業情報化部（ＭＩＩＴ），衛生部（ＭＯＨ），環境保護部（ＭＯ

ＥＰ），国家食品薬品監督管理局（ＳＦＤＡ）が含まれる。以下の表は，ＴＢＴ

措置に関する主要な法令及び関係責任政府機関を示している。 

 

法令 関係政府機関 

輸出入商品検査法，輸出入商品検査法実施条例 国家質量監督検験検疫総局 

食品安全法，食品安全法実施条例 衛生部，国家質量監督検験

検疫総局，国家食品薬品監督

管理局 

製品品質法 国家質量監督検験検疫総局 

固体廃棄物による環境汚染防止法 環境保護部 

標準化法，標準化法実施条例 国 家 質 量 監 督 検 験 検 疫 総

局, 国家標準化管理委員会 

薬品管理法，薬品管理法実施条例，医療機器監督

管理条例 

国家食品薬品監督管理局 

認証認可条例 国 家 質 量 監 督 検 験 検 疫 総

局, 国家認証認可監督管理

委員会 

電信条例 工業情報化部 

 

商務部は中国におけるＷＴＯ・ＴＢＴ協定上の通報当局であり，ＴＢ

Ｔ照会所は国家質量監督検験検疫総局に所在する。 
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日本 

 日本では，複数の政府機関がＴＢＴ関係事項に責任を有する。総務省

（ＭＩＣ），厚生労働省（ＭＨＬＷ），農林水産省（ＭＡＦＦ），経済産業

省（ＭＥＴＩ），国土交通省（ＭＬＩＴ）を含む関係機関が，規則の制定

及び適用に責任を有する。 

 

 強制規格は，関係法及び行政手続法が定める手続を通じて，制定，改

正，あるいは廃止される。これらの手続には，関係する審議会における

審議，関係業界及び国民との協議，規制影響評価及びＷＴＯ加盟国から

意見及び質問を受けるためのＷＴＯへの通報を含む。制定された規則は，

官報によって公布されるほか，そのほとんどが関係機関のウェブサイト

で入手可能である。 

 

 国レベルの標準化については，農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律（ＪＡＳ法）及び工業標準化法(ＪＩＳ法)が関係する。

これらの法律に基づいて，日本農林規格（ＪＡＳ）および日本工業規格(Ｊ

ＩＳ)が国の標準として制定されている。国際規格と国家規格の関係につ

いて，ＪＡＳ法は，ＪＡＳ規格を制定あるいは改正するためには，国際

的な規格（例えばＣｏｄｅｘ）を考慮しなければならない旨規定してい

る。したがって，国際規格の関係部分は，ＪＡＳの制定あるいは改正の

基礎として参照される。また，日本はＴＢＴ協定の遵守を確保するため

に，対応する国際規格が存在する場合には，ＪＩＳ規格を国際規格に合

わせてきている。その結果，ＪＩＳの９６％は国際規格と同等となって

いる。 

 

 以下の表は，ＴＢＴ措置に関する主要な法律及びその法律の運用に責

任を有する関係政府機関を示している。 

 

法律 関係政府機関 

消防法，電波法，電気通信事業法 総務省 

労働安全衛生法 厚生労働省 

食品衛生法 厚生労働省，消費者庁 

薬事法 厚生労働省，農林水産省 
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ＷＴＯ・ＴＢＴ協定における日本の照会所は，外務省国際貿易課及び，

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）の情報サービス部である。外務省がＷ

ＴＯ・ＴＢＴ協定における日本の通報当局である。 

 

韓国 

国家標準基本法は，１９９９年に初めて制定され，韓国のＴＢＴ措置

の包括的な法的基礎となっている。同法は，政府は国家規格を国際規格

と調和させるよう努力しなければならない旨規定している。したがって，

韓国の規制当局は，国家規格の制定あるいは改正において，可能な場合

には国際規格を採用する。 

 

同法は国家標準審議委員会を設立した。同委員会は，知識経済部（Ｍ

ＫＥ）長官が議長を務め，国内規格と国際規格の調和，国家標準基本計

画の審議，及び国家規格の調整を担当している。 

 

韓国産業規格（ＫＳ規格）は，韓国技術標準院（ＫＡＴＳ）により制定さ

れ，韓国において最も注目される任意規格である。ＫＳ規格の法的根拠は産業標

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律 

厚生労働省，経済産業省，環境

省 

肥料取締法，飼料の安全性の確保及び品質の

改善に関する法律 

農林水産省 

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関

する法律（ＪＡＳ法） 

農林水産省，消費者庁 

電気用品安全法 経済産業省 

消費生活用製品安全法 経済産業省，消費者庁 

エネルギーの使用の合理化に関する法律 経済産業省，国土交通省 

道路運送車両法 国土交通省 

工業標準化法（上記で記述した任意規格に関

する法律） 

経済産業省 
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準化法であり，同法は１９６１年に初めて制定され，２０１０年に最新の改正が

行われた。ＫＳ規格は産業効率性の向上及び経済発展に貢献したと広く考えられ

ている。ＫＳ規格は，公正な取引慣行を促進し，消費者の権利を保護するための

有益な産業政策手段である。 

 

ＴＢＴ事項については，複数の部処庁及び他の政府機関にわたって掌握されて

いる。韓国技術標準院は知識経済部（ＭＫＥ）の下に設立され，ＫＳ規格を制定，

運用し，また，普及させている。食の安全，医薬品及び化粧品についての責任は，

保健福祉部（ＭＯＨＷ）及びその外庁並びに韓国食品医薬品安全庁（ＫＦＤＡ）

が有する。農水産品は農林水産食品部（ＭＩＦＡＦＦ）により扱われる。環境部

（ＭＥ）が環境問題に対応する。韓国放送通信委員会（ＫＣＣ）は，通信機器を

担当している。以下の表は，ＴＢＴ措置に関係する主要な法律及びそれら法律の

運用に責任を負う部処庁・政府機関を示している。 

 

法律 関係政府機関 

国家標準基本法，産業標準化法 韓国技術標準院 

電気用品安全管理法，工産品品質管理安全

法 

エネルギー利用合理化法，高圧ガス安全管

理法， 液化石油ガスの安全管理及び事業

法，新エネルギー及び再生可能エネルギー

開発・利用・普及促進法 

知識経済部 

薬事法，医療機器法，食品衛生法，化粧品

法, 

保健福祉部及び食品医薬品安全庁 

環境に優しい農業育成法，農産物品質管理

法 

農林水産食品部 

大気環境保全法，資源の節約と再活用促進

に関する法 

環境部 
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韓国のＷＴＯ・ＴＢＴ通報当局は外交通商部（ＭＯＦＡＴ）である。

韓国技術標準院，農林水産食品部及び保健福祉部は正式なＷＴＯの照会所で

ある。 

 

１．１．２ 現行の二国間協定中の規定 

 

中国 

中国は，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の枠組みの下で，貿易パートナーとの関連分野に

おける協力を発展させてきた。現在までに中国は，チリ，パキスタン，ニュージ

ーランド，コスタリカ，シンガポール，ＡＳＥＡＮ及びペルーとの７つのＦＴＡ

に署名している。これらのＦＴＡは全てＴＢＴ章を有している。具体的な規定に

は，目的と範囲，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の下での権利及び義務の再確認，権限のあ

る当局，透明性，協力の分野，措置の同等，地域主義及び技術支援を含む。 

 

日本 

日本は１２の発効済みのＥＰＡを有し，それらのうち１０の協定が強制規格，

任意規格，適合性評価手続に関する章または相互承認（ＭＲＡ）に関する章もし

くは節を含んでいる。メキシコ，マレーシア，チリ，ＡＳＥＡＮ，ベトナム，ス

イス，インドとのＥＰＡは強制規格，任意規格，適合性評価手続に関する章また

は節を有している。それらの規定の主要な要素は，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の下での

権利及び義務の再確認，協議メカニズムの設置及び紛争解決手続の不適用である。

中には，強制規格，適合性評価手続の結果の受入れ及び相互承認に関する条項を

含む章もある。シンガポール，フィリピン及びタイとのＥＰＡは，相互承認章を

有している。 

 

韓国 

韓国は現在，チリ，シンガポール，ＥＦＴＡ，ＡＳＥＡＮ，インド，ＥＵ及び

ペルーとの間で７つの発効済みＦＴＡを有している。韓米ＦＴＡ（ＫＯＲＵＳＦ

ＴＡ）は署名済みとなっている。韓国のほとんどのＦＴＡはＴＢＴ章を有してい

る。ＴＢＴ章の主要な要素は，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の再確認，範囲と定義，透明

性，技術協力，ＴＢＴ委員会（またはＴＢＴコーディネーター），適合性評価及び

相互承認である。 

電波法，電気通信基本法 放送通信委員会 

自動車管理法 国土海洋部 
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１．１．３ 現在のＴＢＴ協力 

 

三国間協力 

中国，日本及び韓国は，標準化，計量及び他の分野における情報交換，協力及

び協議のためのメカニズムを設置し，２０１０年に「日中韓標準協力に関する共

同声明」に署名している。共同声明において，三か国は，標準に関する三国間協

力を強化し，国際標準化及び北東アジア地域における標準調整を促進することを

約束している。 

 

二国間協力 

三か国はまた，二国間でのＴＢＴ措置についての情報交換，協力及び協議のた

めのメカニズムを設置しており，それらは，貿易の過程における製品品質問題に

適切に対応することを助け，標準化，適合性評価及び品質管理における情報交換

及び協力並びに二国間関係の更なる発展の促進を強化し得る。 

 

あり得べき日中韓ＦＴＡは，ＴＢＴ問題に関連する現行の三国間の取決めを考

慮することができよう。 

 

１．１．４ ＴＢＴ問題に関する協力の強化 

 

関税が着実に減少し，世界中の政府が，特に健康，安全又は環境上の関心事項

に対応するための規制要件をますます導入していることから，貿易の技術的障害

の重要性は，過去数年にわたり非常に高まっている。貿易に関する不必要な障害

を取り除くため，ＷＴＯ・ＴＢＴ協定の下での権利及び義務の再確認に加え，三

か国は次の事項を重視することによって協力を強化し得る。 

(i)透明性の向上，(ii)作業部会及び委員会のような協議メカニズム，(iii)技

術協力，(iv)情報交換，など。 

 

 

１．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言  
 

あり得べき日中韓ＦＴＡにおいて，中国，日本及び韓国はＴＢＴ問題に関する

協力を強化する機会を有するであろう。 

あり得べき日中韓ＦＴＡは以下の目標を実現する助けとなるであろう。 

 

●三国間の物品貿易を促進し，強制規格，任意規格並びに適合性評価手続の作
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成，採用及び実施により不必要な貿易の障壁を回避及び撤廃すること。 

  

●関係政府部局間の情報交換を促進し，強制規格，任意規格及び適合性評価手

続の分野における透明性及び関係する行政制度についての理解を向上させる

こと。 

 

●強制規格，任意規格及び適合性評価手続の分野における協力を促進すること。 

 

●協力及び協議を通じて，三国間のＴＢＴ問題を適切に処理すること。 
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２．衛生植物検疫措置（ＳＰＳ） 

 
 

２．１ 概観 

ＷＴＯ加盟国として，中国，日本及び韓国は，貿易に対する悪影響を最小限に

しつつ，人，動物又は植物の生命又は健康を保護するために必要な衛生植物検疫

措置（ＳＰＳ）を採用し及び実施する権利を有する。 中国，日本及び韓国はそれ

ぞれＳＰＳの管理制度が若干異なるものの，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定に基づいてＳＰ

Ｓ措置を適用している。三か国は全てＷＴＯ・ＳＰＳ委員会の積極的な参加者で

あり，お互いの共通関心事項について緊密に意思疎通を図っている。 

中国，日本及び韓国はＳＰＳに関する問題について三国間及び二国間の協力及

び協議の枠組みを設立してきた。これは，食品安全，検査及び検疫など，三国間

の貿易から生じる多くの問題の処理に役立ち得る。これらの枠組みは，また，健

全な方法による二国間及び三国間の関係の発展の維持及び促進を助長する上でも

重要な役割を果たしている。 

他の貿易パートナーと締結したいくつかのＦＴＡにおいて，三か国はＷＴＯ・

ＳＰＳ協定上の権利・及び義務を再確認しており，ＳＰＳに関する問題の意思疎

通の手段として委員会その他の協議メカニズムやフォーラムを設置してきている。 

 

２．１．１ ＳＰＳ管理システムの概要 

 

中国 

中華人民共和国の国家質量監督検験検疫総局（ＡＱＳＩＱ）は，出入国する動

物と植物の検疫及び輸出入食品の安全性の監督を担当している。 

ＳＰＳに関与する他の機関には，農業部，衛生部（ＭＯＨ），国家中医薬管理

局，国家食品薬品監督管理局（ＳＦＤＡ），国家林業局などが含まれる。 

ＡＱＳＩＱはリスク分析に基づいて，他の部局と共にＳＰＳ措置を起案，採用，

実施し，出入国時の検査と検疫の要件を確立する。また，ＡＱＳＩＱは，情報交

換，技術協力，特定品目の市場アクセスに関し，貿易パートナーのＳＰＳに関す
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る問題について権限を有する政府当局と交渉する。 

ＳＰＳに関する中国の法令は次の法令を含む:中華人民共和国出入国動植物検

疫法, 中華人民共和国出入国動植物検疫法実施条例, 中華人民共和国食品安全法,

 中華人民共和国食品安全法実施条例, その他関連法令。 

中国におけるＳＰＳ措置のＷＴＯ通報当局は商務部（ＭＯＦＣＯＭ）である。

ＳＰＳの照会所は国家質量監督検験検疫総局にある。 

 

日本 

日本においては， 厚生労働省（ＭＨＬＷ）と農林水産省（ＭＡＦＦ）がＳＰ

Ｓに関する問題のリスク管理者である。加えて，食品安全委員会がリスク管理者

からの正式な依頼によって，あるいは自らの発意により，食品安全に関する評価

を行う。 

 

農林水産省は植物防疫法，家畜伝染病予防法を含むいくつかの法律の枠組みの

範囲において，食品安全のためのフードチェーン・アプローチ及び動植物の健康

に責任を有する。厚生労働省は食品衛生法の枠組みの中で，食品の安全のための

最終製品の仕様に関して責任を持つ。 

 

日本におけるＷＴＯ・ＳＰＳの照会所と通報当局は外務省（ＭＯＦＡ）である。

 (e-mail:equity@mofa.go.jp). 
 

韓国 

韓国においてＳＰＳに関する問題は基本的には農林水産食品部(ＭＩＦＡＦ

Ｆ),保健福祉部 (ＭＯＨＷ)，食品医薬品安全庁(ＫＦＤＡ)，農林水産検疫検査本

部(ＱＩＡ)の４つの主要行政機関で扱われている。 

 

農林水産食品部は，動物，植物，水産業及びその生産物の健康と安全について

責任を負う。保健福祉部は，食品，食品添加物，健康機能性食品，器具及び容器，

包装の安全についての法令，政策の策定を担当している。食品医薬品安全庁は，

食品の安全に関する政策及び具体的な規則のみならず，食品，食品添加物，健康

機能性食品，器具及び容器，包装の規格や仕様を策定し，また，輸入食品の検査，

市場における品質管理に責任を負う。農林水産検疫検査本部は動物，植物，水産

業及びその生産物の検疫や検査だけでなく，関連する疾病の研究を担当している。 
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韓国のＳＰＳに関する法令は，家畜伝染病予防法，畜産物衛生管理法，植物防

疫法，食品衛生法，健康機能食品に関する法律等を含む。 

 

韓国におけるＷＴＯへのＳＰＳ措置通報当局は外交通商部（ＭＯＦＡＴ）であ

る。 韓国の公式なＷＴＯの照会所は，動物，植物，水産業及びその関連製品につ

いては農林水産食品部，食品安全については保健福祉部及び食品医薬品安全庁で

ある。 

 

２．１．２ 現行の二国間貿易協定におけるＳＰＳ条項 

 

中国 

中国はＷＴＯ・ＳＰＳ協定の枠組みの下で，貿易パートナーと関連する分野に

おける協力を進展させてきた。中国は現在までにチリ，パキスタン，ニュージー

ランド，コスタリカ，シンガポール，ＡＳＥＡＮ及びペルーとの７つのＦＴＡに

署名している。これらのＦＴＡは全てＳＰＳ章を有している。具体的な規定には，

目的と範囲，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の下での権利及び義務の再確認，権限ある当局，

透明性，協力の分野，措置の同等，地域主義及び技術支援を含む。 

 

日本 

日本の基本的な立場は，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定がＳＰＳ措置についての基本的か

つ不可欠な原則を提供していることから，ＥＰＡにおけるＳＰＳ関連のテキスト

とＷＴＯ・ＳＰＳ協定とのいかなる齟齬も避けるべきであるというものである。

結果として，全ての日本の既存のＥＰＡにＳＰＳ章があるわけではないが，それ

はＳＰＳ措置の重要性を低く見積もっていることを意味するものではない。現行

のＥＰＡにＳＰＳ章が含まれる場合には常に，テキストは簡潔でＷＴＯ・ＳＰＳ

協定に準拠したいくつかの簡潔な条項を含むのみである。 

 

現行のＳＰＳのテキストには以下を含む: 

（i）ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の定義に従った，ＳＰＳ措置に関するテキストの適用

範囲 

（ii）ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の下での権利及び義務の再確認 

（iii）情報交換を円滑化するための照会所の指定 

（iv）ＥＰＡの紛争解決手続の不適用 
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韓国 

現在，韓国はチリ，シンガポール，ＥＦＴＡ，ＡＳＥＡＮ，インド，ＥＵ及び

ペルーとの間で７つのＦＴＡを発効させている。韓米ＦＴＡは署名済となってい

る。韓国及びそのＦＴＡパートナーは，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定はＳＰＳ措置に関す

るＷＴＯ加盟国の権利及び義務を完全に反映しているとの見方を共有しているた

め，韓国のＦＴＡのＳＰＳに関するテキストは，明確かつ簡潔になっている。同

テキストは，範囲，目的，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の下での権利及び義務の再確認，

意思疎通の手段及びＦＴＡの紛争解決手続の不適用を含む。 

 

 

２．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

あり得べき日中韓ＦＴＡでは，中国，日本及び韓国は，現行の三国間及び二国

間の取決め又は三国間の協力枠組みに然るべく配慮しながら，ＳＰＳに関する問

題についての協力を更に強化する機会を得ることになるであろう。三国間の協力

は以下の目的を実現するのに役立つであろう。  

●三国間での貿易に対する不必要な障壁を回避及び除去しつつ，人，動物又は

植物の生命又は健康を保護する。 

●関連するＳＰＳ措置と管理制度への理解を深める。  

●関係国際機関によって策定される関連する国際規格，指針及び勧告を考慮に

入れつつ，ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の実施を強化する。 

●科学的原則及び関連する科学的証拠に基づき，協議及び協力を通じて，三国

間の貿易に直接的又は間接的に影響を与える可能性のあるＳＰＳに関する共

通の関心事項を適切に取り扱う。  

●ＷＴＯ・ＳＰＳ協定の原則に基づいて，三国間の貿易の健全な発展及びあり

得べき日中韓ＦＴＡの円滑な実施に貢献する。 
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３．知的財産権 

 

知的財産権（ＩＰＲ）の保護及び行使は，技術革新の促進，技術の移転及び普

及，社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術的知見の創作者及び使

用者の相互の利益並びに権利と義務との間の均衡に資するべきである。効果的な

知的財産権制度の確立及び維持は，アイデアや情報を革新し，普及するインセン

ティブを与える。また，知的財産権は，投資及び技術移転に魅力的な環境の創設

に役立つ。その重要性は，世界規模で知識経済が進歩するにつれて，増大し続け

ることになろう。 

 

 

３．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国は，知的財産権の保護を，自身の改革開放政策並びに法律整備の重要な要

素とみなしている。長年の発展に伴い，中国は，徐々に知的財産（ＩＰ）に関す

る法令制度を改善し，絶えず執行レベルを強化してきた。その間，知的財産の数

量は急速に増加し，その内容は常に向上してきた。また，市場主体は，知的財産

を利用する能力の改善を着実に進展させてきた。知的財産制度を確立し実践して

きたことは，中国の市場秩序を標準化することに役立ち，発明及び文化的な創造

を触発し，中国の開放政策及び知識資源の輸入を促進し，かつ，中国の経済的及

び社会的発展に重要な役割を果たしてきた。 

 

１９８０年代以来，中国は，特に，商標法（１９８２年施行，２００１年

改正），専利法（１９８４年施行，１９９２年，２０００年及び２００８年改

正），著作権法（１９９０年施行，２００１年改正），コンピューター・ソフ

トウェア保護条例（１９９１年施行，２００２年改正），植物新品種保護条例

（１９９７年施行），知的財産権保護税関条例（１９９５年施行，２００３年

及び２０１０年改正），及び知的財産権に関する刑事司法解釈（２００４年施

行）等を含む知的財産権保護に関する多くの法令を公布及び改正してきた。 

 

法的枠組みの改善に加えて，中国における知的財産権制度の行政措置も強

化されてきた。中国政府は，偽造及び海賊行為を厳重に取り締まるために，

知的財産権執行に非常に多くの人的及び物的資源を費やし，顕著な成果をあ

げてきた。 

国務院の承認を得て，中国は，知的財産侵害及び偽造・模倣品の製造・販
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売を摘発する特別キャンペーンに着手し，２０１０年１０月から２０１１年

６月まで継続した。特別キャンペーンの期間，国内外で高い注目を集めた知

的財産権侵害及び偽造の多くの重要案件を捜査して処置するために効果的な

措置が取られた。知的財産権保護のための健全な社会環境を創設するために，

信頼に基づいて事業を経営するように企業及び個人を指導し，消費者の海賊

版製品及び偽造品を特定する能力の向上を支援する努力も行われてきた。

様々な地域・機関の知的財産権保護及び，市場監視を包括的に改善するため

に執行の努力及び行政・司法の措置が強化されてきた。 

 

知的財産権事件への対応にかかわる高度な技術的性質及び特殊な専門的知

見を考慮し，中国は，１９９２年から，最高人民法院及び様々なレベルでの

地方人民法院の中に，知的財産権審判部又は法廷を設置し始めた。これまで，

中国の３１の省人民法院の全てが，知的財産権裁判所を設置してきた。知的

財産権裁判所の基本的職務は，事実に基づいて判決を行い，重要な基準とし

て法律を援用するという原則に従って，文化及び芸術並びに科学技術の発展

を推進するために，知的財産所有者の法的権利を保護することである。 

 

知的財産を創造，利用，保護及び管理する中国の能力を改善し，中国を革

新的な国家にする目的で，中国国務院は，国家知的財産権戦略要綱を２００

８年に発表した。国内レベルを超えた中国の知的財産の発展を計画するとい

う高い立場をもって，当該要綱は，中国の現状及び課題を要約し，指針とな

る原則を決定し，戦略的な重点及び主要な措置を明らかにし，２０２０年ま

でに，中国を高いレベルの知的財産を創造，利用，保護及び管理する国家に

するという大目標を提唱した。当該要綱に掲載された戦略的措置は，知的財

産を創造する能力の増大，知的財産権の商業化及び実用化の奨励，知的財産

に関する法制度の発展の促進，知的財産法執行の改善，知的財産管理の強化，

知的財産権に関する仲介サービスの発展，知的財産のための人的資源の開発，

知的財産文化の養成促進，及び知的財産に関する国際交流及び協力の拡大を

含む47。 

 

日本 

日本にとって，知的財産は，社会的及び経済的発展において非常に重要で

ある。近年，日本は，革新及び創造的仕事から得られる成果を保護し活用す

るという戦略的アプローチが，社会を豊かにし，経済を活性化し，産業の国

                                            
47要綱の全文は以下で入手可能。http://english.sipo.gov.cn/laws/developing/200906/t20090616

_465239.html. 



112 

 

際競争力を向上させるという観点から極めて重要であるという信念に基づい

て，十分かつ効果的な知的財産保護に関する約束を更新し，更に強化してき

た。 

 

日本が一連の産業財産権法を制定したのは，１９５０年代であった。具体

的には，特許法（１９５９年），実用新案法（１９５９年），意匠法（１９５

９年）及び商標法（１９５９年）である。それらは，著作権法（１９７０年），

半導体集積回路の回路配置に関する法律（１９８５年），不正競争防止法（１

９９３年）及び種苗法（１９９８年）等，その他の知的財産法と共に，日本

の知的財産の基本的な法的枠組みを構成している。これらの法律については，

急速に変化する社会的，経済的又は産業上の必要性に適応するために，多く

の改正が行われてきた。最近の改正の中には，特許法（２０１１年，ライセ

ンス契約及び共同研究の成果に関する発明者の保護を改善），著作権法（２０

１０年，海賊版の製品の頒布を防止しつつ，インターネット上で著作物の使

用を容易にすることを意図），不正競争防止法（２００９年及び２０１１年，

営業秘密の侵害の罪に係る刑事罰及び刑事訴訟手続の強化並びに技術的制限

手段回避装置等の提供行為に係る規律強化）がある。また，強化された執行

に関して特記すべきは，中でも，関税法の一連の改正及び特定電気通信役務

提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の制定（２

００１年）である。 

 

知的財産に関する特定の区分を対象とする法律に加えて，日本には，知的

財産に関する包括的な制度枠組みがある。２００２年，日本は，「２１世紀の

ＩＴ化及び知識社会」という概念を実現するという観点から，知的財産戦略

会議を設立し，知的財産基本法を制定した。翌年，知的財産戦略本部が内閣

府に設置された。この組織は，毎年，知的財産推進計画を作成しており，同

計画は，政府が計画的かつ集中的に講ずべき様々な措置の概要を示している。

さらに，知的財産に関するより効果的かつ迅速な裁判手続を確保するために，

知的財産高等裁判所が２００５年に設置された。 

 

国際的なレベルにおいて，日本は，他国との対話，協議及び協力を積極的

に推進し，知的財産章を含むＥＰＡを締結し，多国間協議に参加し，主導し

てきた。所轄官庁間の国際協力は，特許に関する審査結果の相互利用を含む。

ＥＰＡの知的財産章は，通常，手続の簡素化及び調和，透明性，様々な知的

財産の広範かつ高度な保護及び効果的な執行を含む。知的財産に関する日本

の国際的なイニシアティブの注目すべき一例は，２０１１年４月に採択され，
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２０１１年５月署名のために開放された，偽造品及び海賊版と闘うための執

行措置を改善するための協定である偽造品の取引の防止に関する協定（ＡＣ

ＴＡ）である。 

  

韓国 

韓国は，知的財産権の保護は知識を基礎とする経済における国民及び法人

の競争力を向上させるために極めて重要であると考えている。近年，知的財

産権保護の重要性は，韓国経済が非常に高度にデジタル化するにつれて高ま

ってきた。韓国は，法規制の枠組みを改善する努力を強化しており，知的財

産権の国際標準に完全に一致した知的財産権保護のための執行制度を提供し

てきた。 

 

知的財産権保護に関する包括的な法的枠組みは，１９４０年代後半以来，

韓国に存在していた。知的財産権保護に関する法令は，特許法，商標法，著

作権法，実用新案法，不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律，工業意

匠保護法，半導体集積回路の配置設計に関する法律，種子産業法，農産物品

質管理法，不公正な貿易行為の調査に関する法律及び関税法を含んでいる。 

 

韓国の広範な知的財産政策は，知的財産権保護に関する法令が改正される

度に強化されてきた。法令の改正における重要な原動力の一つが，韓国のＦ

ＴＡである。著作権，商標，特許及び知的財産権執行等の知的財産権保護の

全分野が，韓国が締結済みのＦＴＡの適用対象になっている。韓米ＦＴＡ及

び韓ＥＵ・ＦＴＡにおいて，著作権及び関連する権利の強化された保護が規

定されている。韓国は，著作権保護期間を著作者の死後７０年間まで延長し

た。技術的保護手段を含むデジタル時代における著作権の強力な保護も規定

されている。また，商標，特許，意匠及び地理的表示に関する保護及び執行

の基準も強化されてきた。 

 

「執行」（民事，行政及び刑事上の強化された知的財産権執行を含む概念）

の分野において，ＡＣＴＡは，韓国の立場を反映している。ＡＣＴＡ交渉参

加国の一員として，韓国は，ＡＣＴＡが，偽造品及び海賊版の拡散と，より

効果的に闘うために，執行措置に関する国際的な枠組みを確立することを期

待している。国内的には，執行措置を向上させるために，韓国は，著作権又

は関連する権利の海賊版については２００８年以降，商標の模倣に関しては

２０１０年以降，特別司法警察隊を運用してきた。同警察隊は，特別な司法

警察権限を付与され，知的財産権侵害者を直接取り締まり，刑事手続にかけ
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るために検察官に引き渡すことができる。 

 

２０１１年４月２９日，知的財産権の価値を十分に認める韓国の決意を反

映する知識財産基本法が，韓国国会を通過し，２０１１年７月２０日に発効

した。同法は，知的財産権法に関する包括的な法律として機能し，政府が知

的財産権の創造，保護及び利用のための知的財産に関連する基本原則を実施

及び促進することができる制度を確立することを目的としている。同基本法

は，韓国政府に対して，５年毎に，国家知識財産基本計画を立案し実施する

ことを義務付けている。同計画は，知的財産の法的枠組みを同基本法の趣旨

及び基本原則に更に沿ったものとするために，要すれば，知的財産政策方針

と知的財産関連の法案を提供する。 

 

 

３．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰｓ協定）を含む現行

の国際協定の加盟国であり，世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）の下で締結さ

れた国際協定の加盟国として，中国，日本及び韓国は，以下の観点について，

知的財産権保護の強化の重要性及び将来の日中韓ＦＴＡの枠組みの下での三

国間の知的財産権協力の強化に関して共通の理解を共有する。 

 

 知的財産権保護及び執行の努力について，知的財産権の行政手続を簡素化し，

出願，登録及び司法手続の制度に関する透明性及び情報へのアクセスを向上

させること。 

 知的財産権の保護，執行及び発展に関連して，各政府当局，教育機関及びそ

の他の機関の間での協力についての取決めを再確認し強化すること。 

 執行及び管理を含む各国の知的財産制度の運用改善について理解の深化を

促進させるために，情報及び人的交流を強化すること。 

 知的財産権の国境執行の有効性を高めるために，関連情報を共有すること。 

 知的財産権の尊重の重要性について公衆の意識を高めること。 

 

また，三か国は，知的財産権に関する規律及びルールについて，将来の日

中韓ＦＴＡのあり得べき適用範囲及び野心のレベルに関しても意見を交換し

た。三か国におけるＴＲＩＰs協定以降の知的財産権保護の進展を考慮し，共

同研究委員会は，権利と義務のバランスを維持し，また，各国の国内状況に

配慮しつつ，将来の日中韓ＦＴＡにおいて知的財産の保護を強化することの
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重要性を認めた。また，共同研究委員会は，三か国に対して，特にデジタル

環境下での偽造及び海賊行為と闘うための知的財産権法令の執行を強化する

とともに，この文脈における対話を通じた協力を強化するよう奨励した。 
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４．透明性 

 

透明性は予測性を確実なものとするために重要な役割を果たすとともに，

三国間の安定的な経済活動を確保するために必要不可欠である。将来の日中

韓ＦＴＡにおける透明性規定や透明性についての独立章は，法令や行政手続

等の透明性を高めることにより，三か国の貿易業者及び投資家に対し商取引

や投資の決定に係る自信を与える。 

 

 

４．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国政府は，外国貿易・投資に関連した法令に関する情報の速やかな公表

を保証しながら，透明性の枠組み改善を常に非常に重視してきた。電子技術

を活かし，政府オンライン計画が１９９９年に開始された。インターネット

を用いて，迅速かつ効率的な連絡網とフィードバック・メカニズムが政府と

国民の間に確立されたが，これは透明性向上にとって非常に重要である。２

０００年７月１日に施行された中国立法法48は，新たな法令や行政施行規則を

適時に公とすることは立法手続の一部でなくてはならないことを規定した。

２００４年７月１日，行政許可手続について特に規定した行政許可法49が施行

された。 

 

政府の業務につき透明性を高めるために，行政の意思決定制度，協議制度，

公衆からのヒアリング制度及び行政監督制度を含む一連のプロセスを確立し，

向上させていく効果的な措置も取られてきている。これらの努力は透明性の

原則を実施する上で有益である一方，政府の行政管理制度の合理化も促進し

ている。 

 

ＷＴＯへの加盟以来，中国政府は更に透明性を高めるための効果的な措置を取

っている。商務部は，協議と通報を行う，中国政府世界組織通報諮詢局と呼ばれ

る特別機関を設置した。同機関の責務には，ＷＴＯにより求められている通報義

務を果たすこと，及び他のＷＴＯ加盟国による中国の通商政策やＷＴＯ関連の対

外通商問題に関する照会に対する回答を提供することが含まれる。商務部（ＭＯ

ＦＣＯＭ）事務局は，中国対外経済貿易公告（公告）の編集と配布も行っている。

                                            
48
 法律の英語版全文はhttp://www.npc.gov.cnにて入手可能。 

49 法律の英語版全文はhttp://chinalawedu.com/news/23223/23228/22357.htmにて入手可能。 
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同公告は，法令，規則，その他の措置に関する関連情報並びに物品貿易，サービ

ス貿易，貿易関連の知的財産権（ＴＲＩＰｓ）及び外国為替に係る法集を収集・

公表している。毎年８０の公告が編集，発行されて，中央及び地方の政府機関，

主要な図書館並びに報道機関に贈呈されている。同時に，商務部の政府ウェブサ

イトにおいて公告全文を掲載している。 

 

日本 

公正の確保と行政管理の透明性の向上を目的として，１９９４年１０月に行政

手続法が施行された。同法は行政指導及び届出に関する手続，行政処分，届出の

手続における審査基準，標準的な手続期間の設定，その他共通する事項に関する

規定を含んでいる。  

 

独立した章にはなっていないが，日本の全ての既存のＥＰＡにおいては，総則

章に透明性に関する規定がある。透明性に関連した規定は，物品貿易，サービス

貿易，投資，税関手続，知的財産，政府調達，競争等特定の章及び部分にも含ま

れ得る。関連法令の透明性確保が貿易及び投資を円滑化し，商業活動における予

見可能性を提供するための基本的要件であることから，ＥＰＡにおいてこれらの

規定を定めることは重要である。 

 

一般的に，日本のＥＰＡにおける透明性の規定は，法令，行政手続，司法上の

決定及び一般に適用される行政上の決定並びにＥＰＡの実施に関連し，影響する

国際協定を迅速に公表することのほか，上記に挙げた事項に関する他方の締約国

による個別の質問に回答し，また，当該他方の締約国の要請に応じて，適当な期

間内に情報を提供することにつき定めている。 

 

韓国 

韓国は，法律を透明性があり，容易に利用できるものとすることに高い優先順

位を置いている。多くの韓国の法律はインターネット上で英語で入手可能である
50。法務部は，その月に制定又は改正された全ての法令に関する情報及び法律に

関するその他の重要な情報を載せた，定期月刊の「法制」51を発行している。知

識経済部もまた，対外貿易に影響する規則を，「輸出入のガイドラインに関する統

合公示」52にて公表し，これは必要に応じ改訂される。 

 

                                            
50 http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng.のウェブサイトを参照。 
51 http://www.moleg.go.kr/knowledge/monthlyPublication.のウェブサイトを参照。 
52

 最新の公示はhttp://www.mke.go.kr 
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韓国が締結した全てのＦＴＡには透明性に関する独立した章又は一般的規定

がある。これらの規定は，ビジネス環境を改善し，ＦＴＡ締結国との貿易及び投

資を発展させる可能性を生み出すという韓国のコミットメントを示している。特

に，韓米及び韓ＥＵ・ＦＴＡには，税関行政，薬剤の価格設定及び払い戻し，技

術規則，金融サービス，電気通信及び紛争解決手続の分野における詳細かつ包括

的な透明性規定が含まれている。これらの規定に加えて，上記ＦＴＡには，それ

ぞれ透明性に関する独立した章があり，例えば，それぞれの締約国に対しＦＴＡ

による活動，規則，措置又は手続により影響を受けるいかなる者にも審査及び上

訴の機会を提供するための手続を設立又は維持することを求めている。 

 

 

４．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

将来の日中韓ＦＴＡで，中国，日本及び韓国は貿易・投資に関する法令や政策

についての情報交換を含め，透明性を高めるために全方向的な協力を行うことが

できる。日中韓の枠組みにおける要素は，以下を含み得るが，これに限られるも

のではない。 

 

 関連する法令，行政上の手続，一般に適用される行政上の決定及び司法上の

決定並びにそれぞれの国が締結している国際協定を速やかに公表し，公に利

用可能なものとすることを確保する。 

 

 所轄官庁の名称と所在地を容易に公に利用可能なものとし，日中韓ＦＴＡの

対象となる措置の適用により生じ得る問題を効果的に解決するため，それぞ

れの国における照会所又はコンタクトポイントを設置するよう努める。 

 

 日中韓ＦＴＡの実施に影響を及ぼす可能性のある三か国の関連する法令及

び行政上の決定について，他の二か国により挙げられた質問に対する情報と

回答を合理的な期間内に提供する。 

 

 三か国の関連する法令及び行政上の決定に関し,日中韓ＦＴＡの対象となる

いかなる措置を採択，改正又は撤廃する前にも，公衆に事前に通知し，及び

公衆がコメントする機会を与える。 

 

 中央政府の措置と同様，地域及び地方の政府の措置についても透明性を確保

する。 
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 行政上の行動に関し，迅速な審査及び必要な場合にはその是正のための国内

手続を可能にすることを確保する。 

 

 法令及び行政手続を導入又は変更する際は，緊急の場合を除いて，公表の時

期と施行の時期との間に合理的な期間を設けるよう努める。 

 

 申請のための国内の行政手続の規則化と透明性を確立する。 
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５. 競争政策 

 

競争政策は，市場における自由かつ公正な競争を促進し，貿易及び投資の流れ

を円滑にし，また，消費者の利益を向上させる上で，重要な役割を果たす。した

がって，ＦＴＡの文脈において，競争政策の包括的な枠組みは，競争的な市場を

促進し，市場アクセスを改善するために非常に重要である。 

 

 

５．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国は，秩序ある市場を創設しかつ経営者と消費者の合法な権益を守る上

での公正な競争の重要な役割を認識し，過去３０年にわたって，透明性のあ

る公正な競争環境を提供するために，競争法令の立法及び執行を改善するよ

うに尽力してきた。 

 

不正競争防止法53及び独占禁止法54は，中国の競争政策制度における二つの

主要な法律である。加えて，価格法，広告法，製品品質法，商標法，特許法，

会社法，消費者権益保護法，入札法，電信条例，市場経済活動における地域

封鎖の禁止に関する規定，外国投資家による国内企業の買収に関する規定等

を含むその他の経済法令において，不正競争を規制する規定が存在する。 

 

１９９３年９月２日公布，同年１２月１日施行された中国不正競争防止法

は，公正な競争を奨励及び保護し，経営者と消費者の正当な権利と利益を守

り，社会主義市場経済の健全な発展を守ることを目的とする。同法は，信義

誠実の原則に違反する不正競争行為だけでなく，競争を制限する行為も規制

する。 

 

中華人民共和国独占禁止法は，２００７年８月３０日に公布され，２００

８年８月１日に施行された。総則及び補足規定のほかに，独占禁止法は，独

占的協定の禁止，市場の支配的地位の濫用の禁止，事業者集中の規制，競争

を排除又は制限する行政権力の濫用の禁止，独占的行為と疑われる行為の調

                                            
53 同法の英語版全文は以下より入手可能である。 

http://www.saic.gov.cn/english/LawsRegulations/Laws/200602/t20060225_55245.html. 
54 同法の英語版全文は以下より入手可能である。http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/poli

cyrelease/announcement/200712/20071205277972.html. 
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査，法的責任及びその他の事項を規定する。同法は，中国国内の経済活動に

おける独占的行為だけでなく，中国国内市場における競争を排除又は制限す

る効果を有する中国国外の独占的行為にも適用される。特記されるべきは，

同法は，農産品の製造，加工，販売，輸送及び貯蔵のような経済活動におけ

る，農業生産者及び農村経済組織の共同又は協調的行為には適用されないこ

とである。また，同法は，知的財産権に関する法律及び関連する行政規則に

従って知的財産権を行使する事業者の行為にも適用されない。 

 

２００８年８月，中国国務院は，独占禁止委員会を設立した。同委員会は，

独占禁止に関する業務を組織，調整及び指揮する責任があり，次の職務を行

う。（i) 関連する競争政策の研究及び立案，（ii) 全体的な競争状況に関する

調査及び評価を組織すること，並びに評価報告書の公表，（iii) 独占禁止ガ

イドラインの作成及び公表，（iv) 独占禁止法の行政上の執行の調整。この間

に，市場競争に関する閣僚級の総合的管理制度も確立された。 

 

過去三年間で，商務部（ＭＯＦＣＯＭ）は，関連企業が届け出た取引を調

査することによって，積極的に独占禁止法を執行してきており，必要な場合

には，介入措置を講じた。例えば，２０１０年８月１３日，ノバルティス株

式会社によるアルコン株式会社の買収案が，商務部によって条件付きで承認

された。ノバルティスとアルコンは，世界的な医薬品製造販売業者である。

商務部は，以下の関連市場において競争に関する懸念が存在するという見解

を示した。(i) 眼科用抗炎症及び抗感染症用製品の市場，(ii) コンタクト・

レンズのケア製品の市場。許可の条件として，中国商務部は，ノルバティス

が２０１０年末までに，中国でインフェクトフラムを供給することを止める

ことを義務付けた。，また，商務部は，更にノバルティスに対し，５年間中国

でインフェクトフラムを供給しないこと及び異なるブランド名でインフェク

トフラムの類似品を中国国内で供給しないことを要求した。 

 

日本 

日本は，競争は市場の効率的な機能を確保する上で重要な役割を果たすと

いうことを認識し，経済の活性化及び消費者利益の向上の観点から競争の促

進を非常に重要視しており，１９４７年７月に独占禁止法（正式には，「私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」という。）を制定した。近年の

グローバル化の進展及び重要な技術革新に伴って，公正かつ自由な競争を確

保することは，これまで以上に重要である。このような背景から，日本は，

これらの規制を支持してきたことはもちろん，多くの改正を通じて競争ルー



122 

 

ルを強化及び改善してきた。 

 

独占禁止法は，６０年以上にわたって，民主主義社会を支える経済的基盤

として役割を果たしてきた。その目的は，私的独占，不当な取引制限（例え

ば，カルテルや入札談合）及び不公正な取引方法を禁止することにより，公

正かつ自由な競争を促進することで，一般消費者の利益を確保するとともに，

国民経済の民主的でかつ健全な発達を促進することである。反競争的行為を

より効果的に規制するために，最新の改正が２０１０年１月に施行された。

この最新の改正は，(i) 排除型私的独占及び一定の不公正な取引方法に対す

る課徴金制度の導入，(ii) 不当な取引制限において主導的な役割を果たした

事業者に対する課徴金の割増し，(iii) 同一企業グループに属する複数の違

反行為者による課徴金減免制度の共同申請の許可，(iv) 一定の犯罪に対する

懲役刑の上限の引上げ，及び (v) 企業結合に関する届出制度の見直しであっ

た。 

 

競争政策に関する法的枠組みは，独立行政委員会である日本公正取引委員

会（日本公取委）によって運用されてきた。日本公取委は，国会の同意を得

て，内閣総理大臣によって任命された委員長と四名の委員によって構成され

ており，独占禁止法に違反する行為を予防又は探知するために，市場の機能

並びに経済及び取引活動を注意深く監視し，あらゆる違法行為を厳正に規制

し，措置を講ずる。 

 

２０１０年，日本公取委は，政策及び執行の領域の両方で，重要な進展を

果たした。新たに改正した独占禁止法の施行に加えて，日本公取委は，法執

行における透明性及び予見可能性を向上させるため優越的地位の濫用に係る

ガイドラインを公表し，また，１７８の事業者に課徴金納付命令を発出し，

その額は約７００億円に上り，年間過去最高額に達した。 

 

国際協力の分野において，日本公取委は，多国間フォーラムへの貢献はも

ちろんのこと，二国間対話及び協議の開催並びに二国間協定（個別又はＥＰ

Ａの一部として締結されている。）の実施を通じて，外国当局との関係を強化

してきた。典型的な二国間協定は，特に，情報交換，通報，執行活動の調整，

技術協力及び協議という形態による反競争的行為に対する競争当局間の協力

に関する詳細及び手続を定めている。また，近年設立された競争当局に有用

な情報を提供するなど，国際競争ネットワーク（ＩＣＮ）やアジア太平洋経

済協力（ＡＰＥＣ）のような国際的な枠組みにおいて技術支援活動を行って
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いる。 

 

韓国 

ＦＴＡの文脈において，競争政策は，競争市場が促進され，貿易自由化の

利益が国内経済の過剰規制又は過小規制によって損なわれることがないこと

を確保する上で重要な役割を果たす。韓国は，１９８０年に独占規制及び公

正取引に関する法律（公正取引法）を導入，１９８１年に施行し，韓国の包

括的な競争政策の制度上の基礎を提供してきた。 

 

公正取引法の枠組みは，国内経済のバランスのとれた発展を追求するとい

う究極の目的に基づいて，反競争的取引慣行を禁止する一方で，競争力のあ

る効率的な市場を維持するよう設計されている。この考え方に基づき，公正

取引法は，反競争市場システムの自由化及び改善，独占的及び寡占的市場構

造の改善，反競争的な合併の禁止並びに経済力の過度の集中の制限を規定し

ている。また，同法は，市場支配的地位の濫用，カルテル又は不公正取引行

為を禁止し，再販売価格維持行為，事業者団体の反競争的又は不公正な取引

行為及び不当な国際契約を制限している。公正取引法は，基本的に，国内市

場における企業の全ての活動又は行為に適用され，海外で行われる活動につ

いても，国内市場に影響を及ぼすものについては適用される。 

 

韓国競争当局は，韓国公正取引委員会（韓国公取委）であり，首相の権限

下にある省レベルの中央行政機関であり，準司法的機関としても機能する。

公正取引法は，韓国公取委に対し，競争政策を策定及び執行し，独占禁止事

案を審議，決定及び処理する権限を付与している。韓国公取委は，外部組織

から介入又は監視されることなく独立してその役割及び義務を遂行する。１

９８１年の設立以来，韓国公取委は，市場経済秩序を発展及び維持させるた

めに，競争及び消費者政策を実施し，公正取引法及び他の１１の法律を執行

してきた。他の１１の法律とは，消費者基本法，製造物責任法，消費者生活

協同組合法，表示・広告の公正化に関する法律，電子商取引等における消費

者保護に関する法律，訪問販売に関する法律，割賦取引法，約款の規制に関

する法律，下請取引の公正化に関する法律，加盟事業取引の公正化に関する

法律及び包括的カルテル廃止法である。 
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５．２  将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

中国，日本及び韓国は皆いずれも，競争政策が将来の日中韓ＦＴＡに含ま

れる必要がある公正な市場競争環境の確立のための重要な要素の一つである

ということを認識する。以下の観点において，競争政策を促進させ，競争政

策に関する三国間の協力を更に強化させることが望ましい。 

 

 無差別待遇，手続の公正な実施及び透明性を含む競争政策の基本原則に基づ

いて，反競争的活動に対する措置をとるという約束を再確認すること 

 反競争的行為の規制の分野において協力し，当該協力の詳細及び手続を発展

させること 

 相互の競争法及びその執行をより良く理解するために情報交換を強化する

こと 

 セミナーや訓練プログラム等の活動を通じて，競争分野における三国間の協

力を強化すること 

 ＡＰＥＣ等の他の地域的な機関及びフォーラムにおける協力及び連携を強

化すること 
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６．紛争解決メカニズム 

  

ＦＴＡ・ＥＰＡを含む貿易協定においては，紛争解決章は，協定の締約国

間で生じた紛争を解決するために，透明性があり，時宜にかなった，効率的

かつ効果的な手続を提供し，締約国間で紛争が複雑化することを回避するで

あろう。さらに，効果的な紛争解決メカニズムは，曖昧性を解決し，規則を

執行し，規定を明確にすることによって，取引のシステムをより強固で信用

性のあるものにするだろう。将来の日中韓ＦＴＡの枠組みにおいて，適切に

策定された紛争解決メカニズムは，三か国が安全で予見可能性のあるビジネ

ス環境を発展させるのに不可欠である。 

 

 

６．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国は，紛争解決（ＤＳ）に関する規定を組み込んだ多くのＦＴＡに署名

してきた。中国が署名したＦＴＡにおける紛争解決の一般的なアプローチは，

協議と仲裁の組み合わせである。 

 

中国のＦＴＡの紛争解決のプロセスは，一般に，協議，あっせん，調停及

び仲介，仲裁裁判及び最終報告の実施を含む。このプロセスの間，紛争当事

国はいつでも調停又は仲介に合意することができる。紛争解決のプロセスは，

いつでも開始することができ，締約国によりいつでも終了することができる。

協議が成功しなかった場合，締約国は，紛争事項を検討するために三人から

成るパネルの設置を要請することができる。各締約国は，一人のパネリスト

を任命し，両締約国がパネルの議長を指名するよう努める。両締約国は，議

長について合意できない場合，議長となるべき人は，ＷＴＯの事務局長によ

って任命される。非違反措置に関する規定は，中国が署名したＦＴＡには含

まれてない。 

 

日本 

紛争解決手続は，ＥＰＡの実施を確実にするために重要なメカニズムであ

り，日本の全ての既存のＥＰＡは紛争解決章を設けており，そこでは，ＥＰ

Ａの解釈及び/又は適用に関連する紛争解決の手続を規定している。日本のＥ

ＰＡの紛争解決の規定は，ＷＴＯの紛争解決システム（紛争解決に関する規

則及び手続に関する了解）に基づいている。仲裁裁判を設置する前に協議に
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よって紛争を解決することが望ましいが，明確な紛争解決メカニズムをＥＰ

Ａに設けることは，その実施において安定性及び確実性をもたらす。 

 

日本の既存のＥＰＡにおける紛争解決に関する規定の基本的な考え方は以

下のとおり要約される。 

‐ 仲裁裁判により下された裁定は，最終的なものであり拘束力を有する。 

‐ 紛争解決の規定は，ＴＢＴ，ＳＰＳ，競争及び協力などの章には適用され

ない。これらの章は，規律というよりむしろ協力的な要素に基づく規定だ

からである。 

‐ 原則として，非違反措置は含まれない。 

 

日本の既存のＥＰＡにおいて，紛争解決メカニズムは，一般に，三つの異

なる段階から成る。すなわち，（i）初期の協議段階，（ii）仲裁裁判，及び（i

ii）実施段階である。また，様々な行動について，特定の実施期間を設けて

いる（これは，締約国の合意に基づき調整される。）。 

 

韓国 

韓国の既存のＦＴＡにおける紛争解決メカニズムは，一般に，四つの主な手続

から構成される。すなわち，（i）協議，（ii）合同委員会，（iii）パネル手続，及

び（iv）実施である。紛争が生じたとき，申立国は，ＷＴＯの紛争解決手続又は

ＦＴＡの紛争解決手続のいずれかのパネルを選択することが可能である。一方の

締約国が協議を要請し，協議で紛争を解決することができなかった場合は，いず

れかの締約国がその事項を合同委員会に諮ることができる。紛争解決章の下で設

置されたパネルがいったん最終報告を提示したら，その報告は公表されなければ

ならず，締約国はその判決に同意しなければならない。締約国が判決に同意でき

ない場合は，補償についての交渉が行われ，締約国が補償の条件に同意できない

場合，又は，同意された報告の判決が実行されない場合は，その効果と同等の便

益を停止するか，又は，申立てを受けた締約国が金銭評価額を支払う。 

 

韓国のチリ，シンガポール，米国及びインドとのＦＴＡは，非違反措置につい

ての申立てに関する条項が含まれている。いくつかの章（主に，物品・サービス

貿易）においてＦＴＡに整合的な措置の結果として予想された利益が無効にされ

又は損なわれた場合には，ＦＴＡの締約国は，これらの規定を通じて，当該事項

を紛争解決メカニズムに持ち込むことができる。 

 

紛争解決メカニズムは，いくつかの章については適用除外となっている。経済
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協力章及びＳＰＳ章は，通常，紛争解決メカニズムから除外されている。章によ

っては，投資に関する投資家対国家の紛争解決（ＩＳＤＳ）又は非関税措置に関

する仲介メカニズムといった独自の紛争解決メカニズムを設けている。現在まで，

韓国はＦＴＡの紛争解決メカニズムを用いたことはない。 

 

 

６．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
  

明確で，簡便かつ透明性のある紛争解決メカニズムを設けることは，将来の日

中韓ＦＴＡの枠組みの下で前向きな方法で紛争解決を円滑化するために重要な要

素である。 

 

同時に，日中韓ＦＴＡ及びＷＴＯの双方の下で生じた事項に関して，締約国が

二つの紛争解決メカニズムから選択できるようにすることを確保することも重要

である。申立国によっていったんフォーラムが定められた場合は，選択されたフ

ォーラム以外の紛争解決手段を利用することはできない。 

 

効果的な紛争解決メカニズムのために，あり得べき日中韓ＦＴＡの紛争解決章

に含まれるべき要素として，以下の要素が挙げられる。 

 

‐ 協議 

‐ あっせん，調停又は仲介，仲裁裁判又はパネル（その設置，任務，手続，

手続の停止又は終了及び裁定又は報告書の実施） 

‐ 仲裁裁判又はパネルによる裁定又は報告書の確実な実施 
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７．産業協力 

 

中国，日本及び韓国は，世界経済で重要な役割を果たしている主要なエコノミ

ーである。三か国は長年にわたって経済関係をしっかりと維持してきているが，

各国の比較優位と産業構造及び経済界からのニーズに照らせば，将来の日中韓Ｆ

ＴＡの枠組みにおける産業協力については，大きな潜在力がある。 

 

 

７．１ 現在の状況 
 

中国，日本及び韓国は，繰り返し産業協力の重要性を強調しており，近年は関

連する活動を実施してきている。例えば，情報通信産業については，２００２年

の日中韓首脳会合で三か国の協力の主要部門の一つとされた。また，大臣会合メ

カニズムも同年に設けられている。現在では，複数の作業部会が大臣会合の下に

設置され，関連する協力事項を遂行する。それに加えて，各種産業の発展を促進

するため，三か国は科学イノベーション協力の強化に関する共同声明を発出して

いる。 

 

二国間経済関係がより密接となっていることを考慮して，日中両政府は産業協

力を大変重視してきており，様々な形式の対話や協力のメカニズムを設置してき

ている。最も重要な二国間協力メカニズムの一つとして，日中ハイレベル経済対

話があるが，これは中国の温家宝総理と日本の安倍晋三首相が共同で立ち上げた

ものであり，２００７年に北京で第１回会合が開催され，２００９年，２０１０

年にも開かれている。この対話において産業協力は重要な役割を果たしている。

両国は情報通信技術やその他の産業分野において協力を強化することで一致した。

これに加え，両国は中小企業海外事業展開円滑化協力のための覚書に署名した。 

 

中国と韓国も産業協力において活発な成果を挙げてきている。２００９年に改

訂された「中韓経済・貿易協力ビジョンに関する共同研究報告」が同年１０月１

０日の中韓首脳会議で署名された。同報告書は経済・貿易分野における協力の戦

略的指針を提示するとともに，ＩＴや電気通信，金融，エネルギーなど２３産業・

技術分野にわたる協力の具体的な方向性を示している。両国は，科学技術，環境，

漁業及びその他産業に関する協力についての二国間協定や覚書に署名している。

情報技術の急速な発展に鑑み，ＩＴ産業協力は二国間産業協力の優先事項となっ

た。中国と韓国は１９９３年からＩＴ閣僚会合を積極的に開催してきている。と

りわけ，両国は，２００２年にＩＴ分野における協力覚書を締結し，それ以降，



129 

 

実務レベル委員会において第３世代，第４世代通信に関する二国間協力の議論を

行っている。 

 

日本と韓国もこれまで強固な経済関係を享受してきた。その強固な関係の支持

に資する主要なフォーラムの一つとして，「日韓経済人会議」がある。同会議は１

９６９年に開始し，４０年以上の歴史を有している。その開始以来，二国間の産

業・経済協力の強化に資する具体的な活動を始めるなど，両国の政府及び産業界

に対して，相互理解の深化と広範囲にわたる政策及び産業提言の提示を行うため

のプラットフォームを提供してきている。 

 

 

７．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

２０１０年５月の第３回日中韓サミットで公表された「日中韓三国間協力ビジ

ョン２０２０」によると，三か国は今後１０年間で情報通信，文化産業等におけ

る協力の促進の機会をさらに模索していくとしている。こうしたことから，将来

の日中韓ＦＴＡにおいては数多くの産業協力の機会があるといえる。協力の効率

性の向上，政策環境の透明性の創出と円滑化を図るため，三か国は官民間のコミ

ュニケーションを促進するとともに，産業協力の主要分野に関する政策意見と情

報を共有するべきである。また，三か国は中小企業の発展を奨励し，科学技術協

力を拡大することができる。密接な産業協力を通じて，三か国は世界の産業構造

における自国の役割と位置をより明確にするととともに，経済統合を増進してい

くことができるであろう。三か国の政府は，産業界が直面している困難の解決を

通じてビジネスに優しい環境を創造し，これにより産業協力の円滑化を図ること

もできる。 

 

こうした目的のため，将来の日中韓ＦＴＡにおいては，産業協力の円滑化とビ

ジネス環境の改善をいかに図るのかについて議論を行うための，政府と産業界の

代表で構成される特定のメカニズムを設立することも可能であろう。 
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８．消費者安全 

 

消費者安全と消費者の権利の保護に国境はない。中国，日本及び韓国の消費者

安全に関する協力の重要性は，三国間の経済・貿易関係のかつてない深化により

一層顕著になっている。中国の国家工商行政管理総局，日本の消費者庁，韓国の

公正取引委員会が参加する日中韓消費者政策協議会では，各国の消費者保護政策

に関する情報交換や議論が行われている。将来の日中韓ＦＴＡでは，三か国が消

費者の安全に関する協力を実践的に強化することが期待されている。 

 

 

８．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

過去数十年間，改革開放の前進と市場経済の発展により，中国の消費者安全保

護は大きな進展と顕著な業績を実現した。 

 

現在，中国は消費者安全保護のための包括的な法的枠組みをおおむね構築して

きており，その中核は消費者権益保護法55であり，さらに製品品質法，不正競争

防止法，広告法，食品安全法，標準化法，薬品管理法，価格法がそれを支えてい

る。この体系には各省，自治区，自治体が策定する消費者権益保護法の実施弁法

と共に，国務院とその部局が発布する規則や規定に関する文書も含まれている。 

 

消費者権益保護法により，地方政府は消費者の法的権利の保護に関係する部門

の指導の強化，組織，調整，監督」に対し，積極的に職務を遂行してきている。

工商行政管理，価格設定，技術監督，商品検査，衛生を扱う部門と共に，農業，

鉄道，通信，郵便，民間航空及び観光を所掌する部門は，注意深く法律に定めら

れた責任を遂行し，所掌の範囲内で権利保護に努めている。国務院により承認さ

れた計画によると，国家工商行政管理総局は１９９８年に消費者権益保護局を設

置し，消費者権利の保護のための法執行と監督に着手した。同局は，消費者権利

を侵害する行為をより徹底的に捜査，処罰するための苦情と通報用のネットワー

クを設立した。１９９９年３月１５日には，消費者の苦情に対応するために，全

国"１２３１５"ホットラインが設立された。 

 

消費者協会に代表される社会集団は，より大きな影響を及ぼしつつあり，消費

                                            
55 同法に関する英語版全文は以下より利用可能。 
http://www.saic.gov.cn/english/LawsRegulations/Laws/200602/t20060227_55251.html. 
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者安全保護の主流になりつつある。国家レベルの消費者権利保護組織である中国

消費者協会は，１９８４年に設立された。それ以来，同協会は，活発に国際協力

に従事してきている。現在では，同協会は日本や韓国を含む３０以上の国及び地

域の消費者団体と連携している。また，現在，中国には県以上のレベルで３００

０以上の消費者団体が存在しているが，これらは，同国の農村部と都市部の両方

を含む監督とサービスのネットワークの構築を支援している56。これらの団体は，

積極的に消費者保護の業務に従事し，消費者権利の保護に関する法律や規則の起

案のため，関係部署に協力している。更に，消費者の苦情受付，製品やサービス

の監督，法律の公表，理論的な研究，消費の指針提供や外国との交流促進などを

通じ，多くの消費者保護業務を行ってきている。 

 

日本 

消費者基本法では，長期的に講ずべき消費者政策の大綱となる「消費者基本計

画」を定めることとされている。「消費者基本計画」は２０１０年３月３０日に閣

議決定された（同基本計画は第一次計画（２００５年４月８日）に続く第二次計

画となる）。同計画は５ヵ年計画（２０１０～２０１４）で，関係省庁が取り組む

べき１７１の施策が含まれている。その三つの柱は以下のとおり。 

 

１）消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 

 

２）地方公共団体や消費者団体との連携・協働及び消費者政策の実効性の確

保・向上 

 

３）経済社会の発展への対応 

 

「消費者基本計画」では，施策の検証，評価，監視は毎年実施することとして

いる。 

 

２００９年９月に消費者庁が新たな行政機関として設立されて以来，消費者安

全法に基づき，関係行政省庁と地方公共団体は消費者事故情報を消費者庁に通知

することになっている。消費生活用製品安全法により，製造事業者や輸入事業者

は消費者庁に重大製品事故について報告することが義務付けられている。 

 

この情報収集と分析の結果は各省と地方政府関係組織，国会，消費者委員会に

                                            
56 China Consumers’ Association, Current Situation of China’s Consumers’ Rights 
Protection Movement, http://www.cca.org.cn. 
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対し公表･提供されている。消費者被害の発生と拡大を防ぐため，消費者庁は，必

要な情報の公表を行い，消費者に注意喚起し，消費者被害の発生と拡大を防ぐた

めの対策を行っている。 

 

更に，消費者庁の管轄には，以下の分野が含まれる。飲食に起因する衛生上の

危害の発生を防止するための食品衛生法及び原材料や原産地などの品質情報に関

する適切な表示に関する一般消費者の選択に資するための農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律を含む食品表示関連法の執行を通じ食品の不正な

表示を禁止している。表示関係には，不当景品類及び不当表示防止法が虚偽又は

紛らわしい表示を防止するために施行されている。また，訪問販売，通信販売，

電話勧誘販売及び連鎖販売取引等に対応するため，特定商取引法が施行されてい

る。 

 

韓国 

韓国の消費者利益の確保のための四つの政策は，消費者の自立の強化，競争的

な市場環境の醸成，消費者被害の予防と救済のためのメカニズムの開発，及び消

費者政策の実行の効率性向上である。 

 

韓国では，これらの消費者政策分野において，消費者安全のための法的枠組み

を確立してきた。消費者政策の基本的な方向性と実行を定めた消費者基本法は１

９８７年の旧消費者保護法に取って代わり，２００７年３月に施行された。消費

者基本法とともに，製品安全・品質・基準に係る多様な法律が発効したが，この

中には食品衛生法，食品等の表示基準，表示広告の公正化に関する法律，製造物

責任法，品質経営及び工産品安全管理法，消費者紛争に係る規則などがある57。 

 

部門別の消費者政策の確立と実施を含めるようにするため，消費者政策におけ

る公正取引委員会(ＦＴＣ)の機能を拡張してきた。公正取引委員会は消費者政策

の執行のための主要機関であり，消費者権利と利益を保護するために設置された

韓国消費者院を支援し，監視する権限を持っている。韓国消費者院は主に製品や

サービスの規格，品質及び安全性のテスト・検査及び調査を実施している。 

 

韓国では，消費者保護団体は，積極的に様々な社会活動に従事している。韓国

消費者団体協議会は消費者保護のための組織の連合であり，消費者団体の活動の

奨励と消費者の利益の確保のために設立された。４つの創立メンバーにより１９

７６年に設立された同協議会は，加盟１０団体及び１８２の地域団体の消費者保

                                            
57 同法に関する英文全文は以下より利用可能。http://www.kca.go.kr/front/english/info_02.jsp. 
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護の活動を調整している。 

 

 

８．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

中国，日本及び韓国は消費者安全保護のための包括的な法制度上の枠組みを整

えていると見られる。将来の日中韓ＦＴＡによる経済関係の深化と拡大に従い，

三国間の商品，資本及び人の動きはより一層頻繁になるであろう。 

 

従って，三か国は，消費者安全保護を促進するため，例えば，日中韓消費者政

策協議会といった既存の枠組みも活用する一方で，以下の分野において協力を促

進・強化する可能性を引き続き議論を模索すべきである。 

 

●法律と政策実行におけるベストプラクティスと経験の共有 

 

●日中韓ＦＴＡにおける消費者安全に係る問題の解決のための協力促進 

 

●消費者安全に関する能力強化と技術交流に関する協力促進 

 

●製品安全の分野において把握され，三か国に通報された，製品の重大な危 

 険に関する情報共有 
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９．電子商取引 

  

情報技術の発達に伴い，電子商取引は，取引のダイナミックな形態として，及

び，世界で最も急成長する産業の一つとして浮上してきた。電子商取引の利用の

増加は，物品貿易の円滑化及び新しいサービスの導入を通じて，経済成長及び機

会をもたらすことが可能である。電子商取引は効率性を向上させかつ取引コスト

を低減するので，中小企業を含め，企業は電子商取引の利用により恩恵を受ける

だろう。あり得べき日中韓ＦＴＡは，三国間の電子商取引に関する協力と取引を

増加させる機会を提供することになるだろう。 

 

 

９．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国は電子商取引の発展を常に重要視してきた。インフラ，人的資源及び技術

の発達に伴い，中国は電子商取引の利用をさらに追求する立場にある。１９９３

年以来，中国は三つのゴールデン・プロジェクトを進めてきた。「ゴールデン・

ブリッジ・プロジェクト」は全国的な経済情報ウェブサイトの設立を目的とした

もの，「ゴールデン・カスタムズ・プロジェクト」は従来の税関申告書に代わる

税関申告書の電子化のプロセスを促進することを目的としたもの，そして，「ゴ

ールデン・カード・プロジェクト」は電子決済を促進することを目的としたもの

である。他方，中国政府は，政府のあらゆる部署に対して，業務の電子化を奨励

している。 

 

「中国電子商務報告２００８～２００９」（中国商務部が２００９年に公表）

によれば，中国における電子商取引及びオンライン注文による取引額はそれぞれ，

前年比２１.７％増の３兆８,０００億元，同１０５.８％増の２,５８６億元に達

した。現在，中国企業の電子商取引の取引モデルは，オンラインでの展示会のた

めのウェブサイト立ち上げから，多国籍企業のプロジェクトによるオンラインの

見本市，終わることのないオンライン市場及び情報ポータルサイトまで様々であ

る。中国企業は，オンラインでの交渉，オンラインでの販売促進，及びオンライ

ンの取引を用いて，新しい市場を開拓してきた。中国においては，オンラインで

の購入，オンラインでのオークション及びオンラインの入札の利用が急速に増加

している。 

 

この数年の間に，いくつかの法律や政策が電子商取引を促進することを目的に
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発表された。中華人民共和国電子署名法は，２００４年８月，第１０回全国人民

代表大会常務委員会で可決，２００５年４月に発効したもので，電子署名の法的

地位を中国で初めて規定している。２００４年には，国務院の電子商務の発展加

速に関する若干意見で電子商取引の経済発展に対する重要性が強調され，電子商

取引の発展のための基本方針及び措置が決定された。中国人民銀行は，２００５

年１０月３０日，電子決済ガイドライン(第一号).を出版し，その中で，電子決済

に伴う問題に対処するための基本的なルールを記述している。電子商取引に関連

する他の規制や政策としては，中国の国家情報化発展戦略２００６～２０２０年

（２００６年，国務院が公表），商務部のオンライン取引に関する指導意見（暫

定版）（２００７年），電子商取引の発展に関する第１１次５カ年計画（２００

７年），電子商取引モデルのための仕様書及びオンラインショッピング取引のた

めのサービスの仕様書（２００８年）等がある。 

 

日本 

経済産業省の調査によれば，２０１０年のＢ to Ｂ(企業間)の電子商取引（イ

ンターネット技術を用いたコンピュータ・ネットワーク・システムを介して行わ

れた商取引）の国内市場規模は，前年比２８.６％増の約１６９兆円となった。市

場規模は２００８年の水準に回復し，電子商取引の浸透を示す指標であるＥＣ化

率＊については前年比１.９ポイント増の１５.６％となった。Ｂ to Ｃ（消費者

向け）電子商取引の国内市場規模は，２０１０年には約７.８兆円となり，前年比

１６.３％増となった。また，ＥＣ化率は前年比０.４ポイント増の約２.５％とな

った。 

*ＥＣ化率：全ての商取引における電子商取引の割合 

 

電子商取引を促進する際，電子商取引の市場及び取引の急成長を考慮すると，

政府が電子商取引の利用及び発展に対する障害を回避し，電子商取引の利用に対

する信用及び信頼の環境を醸成することは重要である。日本において電子商取引

に適用される下記の法令が法的な枠組を構成し，これが上述の目標の達成に貢献

している。 

 

－電子署名及び認証業務に関する法律 

 安全で信頼のおける電子商取引のために，日本政府は，電子署名及び認証の

利用を促進している。この法律には，電磁的記録の真正な成立の推定，特定認

証業務に関する認定の制度，及び他の必要事項についての規定が含まれる。 

－個人情報の保護に関する法律 

 この法律の下では，事業者は個人情報を取り扱う際に法的な義務を負う。個
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人情報取扱業事業者の義務は，１９８０年に採択された「プライバシー保護と

個人データの国際流通についてのＯＥＣＤガイドライン」の８原則を具体化し

たものである。 

－消費者保護を扱っている法律 

・特定商取引に関する法律：通信販売等における消費者保護を目的として，「誇

大広告の禁止」等を規定。  

・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 

・不当景品類及び不当表示防止法 

・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 

 

加えて，電子商取引は比較的新しいものであり，現行の法律がこの新しく発展

しつつあるビジネス形態に適用されるか否か不明瞭な場合が生じてきているので，

日本政府は，特定の既存の法律が電子商取引にどのように適用されるべきかにつ

いての解釈のガイドラインを提供している。これらのガイドラインは，実際の取

引での取扱い，技術の発達及び国際的な規制の流れを通じて電子商取引が展開す

るのに応じて継続的に改訂されることとなっている。 

 

電子商取引に関する国際的な約束に関して，日本は，スイスとの経済連携協定

（ＥＰＡ）に電子商取引章を設けている。そこには，デジタル・プロダクト及び

電子的に送信される電子サービスに対する無差別待遇，電子送信に対する関税不

賦課の慣行，透明性，オンライン上の消費者の保護，電子商取引利用者の個人情

報保護，民間部門の参加，協力等についての規定が含まれている。 

 

韓国 

現在，韓国は人口の９５％がインターネットにアクセスし，世界で最もブロー

ドバンドの浸透率が高い国の一つとなっている。韓国における電子商取引のイン

フラは，インターネット利用者の割合が最も高いことから，国際的なレベルであ

ると国際社会からもみられている。電子商取引のインフラの発達と共に，電子商

取引の全国的な取引量は急増し，２０１０年には前年比２２.６％増の８２４兆３,

９１０億ウォンとなった。 

 

電子商取引は取引コストを低減し，国際貿易を円滑化することにより，より大

きなビジネスの機会を創出するという電子商取引の潜在力を考慮し，韓国は，電

子商取引市場の急成長に対処するため，１９９９年から電子商取引に関する法制

化を進めてきた。電子商取引を促進する目的で設立された法律及び政策には，電

子取引基本法（１９９９年制定，２００２年及び２００９年に改正され，現在は，
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３回目の改正プロセスにある），電子署名法（１９９９年制定，２００１年及び

２００８年に改正），電子商取引等における消費者保護に関する法律（２００２

年制定，２００７年改正）及び電子商取引利用者保護のためのガイド（２０００

年成立）がある。 

 

韓国政府，特に知識経済部は，電子取引紛争調整委員会（２０００年設立）や

公認電子文書保管所（２００７年から活動）等の機関を運用することにより，電

子商取引を促進してきた。 

 

電子商取引紛争調整委員会（ＥＣＭＣ）は，電子商取引に関する枠組法の下で

組織化され運営されており，オンライン紛争解決（ＯＤＲ）サービスを提供して

いる。これは，様々な電子的な取引に関する申立てを是正するためのインターネ

ット上の自動的な相談システムである。２０１０年に，電子的な取引に関する申

立ては，前年比３６.７％増の約１８,０００件に達した。昨年は申し立ての８２.

９％がＥＣＭＣによって解決された。ＯＤＲのほかに，申立てを抑制する目的でe

-トラスト認証制度が運営されており，２０１０年には昨年比２９％増の１３８の

電子商取引に携わる企業が信用できる電子商取引事業者として認定された。 

 

電子文書の促進のために設立された公認電子文書保管所は，電子文書の利用率

を現在の３０％から２０１５年までに５０％に拡大することを目標としており，

紙の消費を減少させ，それに伴い二酸化炭素の排出量を減らす計画である。 

 

 

９．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

現在，高いブロードバンドの普及及びインターネットへのアクセス率により，

三国間では実際に相当程度の国境を越えた電子商取引が行われており，この三か

国は，世界における電子商取引の先導者とみられている。三国間の経済の相互依

存の高まりを考慮すると，電子商取引は三か国の経済関係をさらに活性化させる

のに役立つ。将来の日中韓ＦＴＡの枠組みの下で，三か国は電子商取引の健全な

発展を確保するために共に努力すべきである。 

 

電子商取引の力強い発展及び三国間の協力のさらなる強化の必要性を認識し，

共同研究委員会は，三か国は，三か国の既存のＥＰＡ・ＦＴＡに含まれる要素及

びＡＰＥＣモデル措置等の多国間の場におけるイニシアティブを，将来の日中韓

ＦＴＡに組み込む可能性を追求すべきであるという認識を共有した。 
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１０．エネルギー・鉱物資源 

 

エネルギー安全保障は，主要なエネルギー・鉱物資源の消費国である中国，日

本及び韓国を含む世界の全ての国にとって，長きにわたり重要な問題である。安

定供給の確保を目的とするエネルギー安全保障の強化は三か国の経済的繁栄にと

ってきわめて重要である。投資は生産能力の拡大やエネルギー効率の改善，クリ

ーン・エネルギー技術の発展をもたらすことから，投資の促進はエネルギー安全

保障の強化にもつながる。近年，三か国は，ＡＰＥＣや五か国エネルギー大臣会

合，ＡＳＥＡＮ＋３，東アジアサミットといった複数の地域経済フォーラムの枠

組みの中でエネルギー安全保障の強化方法について議論している。これに加えて，

将来の日中韓ＦＴＡは，効果的な三国間協力を促すとともに，エネルギー・鉱物

資源分野における貿易・投資ルールの強化のための新たなプラットフォームとな

るであろう。 

 

 

１０．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国は，世界第２位のエネルギー生産国であるとともに，消費国でもある。中

国のエネルギー安全保障の基本的テーマは，省エネルギーに重点を置くこと，国

内資源に依存すること，多様な形式の開発を奨励すること，科学技術に依拠する

こと，環境を保護すること，そして相互利益のための国際協力を増やすことであ

る。中国は，持続的なエネルギー開発を伴う持続的な経済・社会の発展を支える

ため，安定的，経済的，クリーンでかつ安全なエネルギー供給システムの構築に

努めている。 

 

中国は，石炭を主とする非常に豊富な化石エネルギー資源を有しているが，多

くの人口を抱えているため，一人当たりの平均エネルギー資源は少なくなってい

る。石油と天然ガス資源の一人当たりの平均は世界平均の１５分の１である一方，

石炭及び水力エネルギーの一人当たりの平均は世界平均の５０％である。そのた

め，中国政府は省エネ技術の開発を奨励するとともに，エネルギー効率性の向上

を目的に省エネ製品の普及に常に努めてきた。このクリーン戦略の中で，中国は，

先進的なエネルギー技術と再生可能エネルギーの発展を活用しつつ，エネルギー

産業と環境保護のニーズが調和した開発の促進を重視している。近年，中国は整

然と水力発電の開発を行うとともに，積極的に原子力発電の開発を行っている。

また，バイオマスや太陽光，地熱エネルギー，風力発電といった再生可能エネル
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ギーの開発の奨励と支援を行っている。現在，中国は，既設の水力発電，建設中

の原子力発電の能力，太陽熱温水パネルの普及率と太陽光発電の能力は，世界第

１位の地位にある。 

 

上述の努力により，中国のエネルギー供給能力は，主要エネルギー源かつ発電

源としての石炭に加え，石油やガス，再生可能な資源の全体開発を中心に著しく

増強されている。また消費構造は次第に最適化されており，省エネ効果はさらに

顕著になってきている。 

 

国内での努力に加えて，中国はエネルギー協力の分野において他国と密接な連

携をさらに強化している。中国は，ＡＰＥＣエネルギー作業部会やＡＳＥＡＮ＋

３エネルギー協力，国際エネルギーフォーラム（ＩＥＦ），エネルギー会議，ク

リーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップのメンバーとなってい

る。またエネルギー憲章のオブザーバー・メンバーであり，国際エネルギー機関

（ＩＥＡ）や石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）といった国際機関と密接な関係を維持

している。また二国間協力に関しては，中国は日本と韓国を含む多くの国々と，

エネルギー開発と利用，環境保護，再生可能エネルギー，新エネルギー源の開発

と利用といったエネルギー分野における対話と協力のメカニズムを設けている。 

 

日本 

日本は大きく輸入資源に依存している。そのため，経済成長に必要不可欠な低

コストかつ安定的なエネルギー供給の実現を重視している。さらに近年では，資

源価格の不安定さ，資源確保のための国際競争の激化，地球温暖化に対する対応

の社会的要請の高まりなどに見られるように，エネルギー・資源政策を取り囲む

環境は，顕著かつ急速に変化してきている。これらの制約を乗り越えるため，日

本のエネルギー政策は，エネルギー安全保障や環境保護，効率的供給を重視した

ものとなっている。 

 

２００７年，水力発電を含む日本のエネルギー自給率は４％であり，他国と比

較して低い割合にとどまっている。このため，日本は海外からのエネルギーの安

定的供給の確保と省エネの促進，そして水力発電や太陽光発電といった再生可能

エネルギーの導入に多大な努力を払っている。ここ３０年以上の間に，エネルギ

ー消費は次第に減少し，またエネルギー効率は３７％改善されている。その結果，

日本のＧＤＰ当たりの一次エネルギー供給は世界でも最低水準まで減少している。

また日本は，エネルギー供給構造の多様化を進めている。石油は１９７３年には

一次エネルギー総供給量（ＴＰＥＳ）の７５％を占めたが，今日では４２％に低
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下している。最近では，ＴＰＥＳにおけるその他のエネルギー資源の割合は，石

炭２３％，天然ガス１９％，原子力発電１０％，水力発電３％，そしてその他の

再生可能エネルギー３％となっている（平成２０年度）。 

 

日本はエネルギー協力の分野において積極的に活動しており，ＡＰＥＣエネル

ギー作業部会やＡＳＥＡＮ＋３，東アジアサミット，ＩＥＡ，ＩＥＦ，国際再生

可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ），国際省エネルギー協力パートナーシップ（Ｉ

ＰＥＥＣ），アジア産消国閣僚会合，クリーン開発と気候に関するアジア太平洋

パートナーシップのメンバーであるとともに，ＯＰＥＣと密接な関係を維持して

いる。また二国間協力に関しては，日本は中国と韓国を含む多くの国々とエネル

ギー開発と利用，環境保護，再生可能エネルギー，新エネルギーの開発と利用と

いったエネルギー分野における対話と協力のメカニズムを設けている。 

 

これまでのＥＰＡにおいては，締約国とのエネルギー安全保障を強化するため，

エネルギーと鉱物資源に関して取り扱ってきており，日インドネシアＥＰＡや日

ブルネイＥＰＡでは独立章を設けている。これらの章の中には，輸出制限の禁止

や契約関係における悪影響の最小化，政策や規制の透明性の強化，協力の促進，

産業界が参加する協議メカニズムの創設などといったことに関する条項を含んで

いる。 

 

韓国 

韓国政府は，エネルギー安全保障とエネルギー効率化，環境保護を国家エネル

ギー政策の三つの主要目標としてセットとしており，将来増加するエネルギー需

要に備えて持続可能な経済成長を促進すべく努めている。エネルギー供給の９

７％にのぼる過度な輸入依存から，安定したエネルギー供給が韓国の持続可能な

発展のために不可欠である。より効率的なエネルギー利用は，高い原油価格をは

じめとする利益に反した外部からの影響に対応する上で一助になるものと期待さ

れる。環境に配慮したエネルギー政策は，エネルギー消費の将来的な増加に効果

的に対応する際に役立つであろう。 

 

上記の三つの目標の下，韓国政府は四つのビジョン（エネルギーの自立を達成

すること，低エネルギー消費社会に転換すること，エネルギー福祉を実現するこ

と，改善されたエネルギー技術を開発すること）を設定している。このビジョン

を行動に移すため，韓国政府は海外資源開発の更なる促進や，エネルギー利用に

占める新・再生可能エネルギーの割合の増加，エネルギー効率の大幅な改善に取

り組む予定であるほか，新たな海外エネルギー市場に参入するための先進技術へ
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の投資や，エネルギー技術開発システムの性能向上，エネルギー効率化市場の創

設を継続して行う予定である。安定したエネルギー供給を確保し，原子力の利用

を増大するため，各種インフラ建設にさらに取り組んでいく予定である。 

 

韓国は，ＡＰＥＣや五か国エネルギー大臣会合，ＡＳＥＡＮ＋３，東アジアサ

ミットといった多国間フォーラムの枠組みを通じて，中国，日本とエネルギー協

力を促進してきている。さらに２０１０年にソウルで開催された第３回日中韓サ

ミット会議にて，三か国の首脳は，クリーン・エネルギー大臣会合やＡＰＥＣ，

ＩＰＥＥＣなどの既存の国際枠組を通じた，地球規模での再生可能エネルギー技

術とエネルギー効率の向上を図る政策・プログラムの促進のための協力を約束し

た。 

 

 

１０．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

エネルギー・鉱物資源分野における貿易・投資ルールを強化することによって

エネルギー安全保障を確保することは，三か国にとって極めて重要である。エネ

ルギー・鉱物資源分野への投資は，生産能力の拡大やエネルギー効率の向上，ク

リーン・エネルギー技術の発展につながる場合が多いことから，促進されるべき

である。エネルギー・鉱物資源の安定供給を支援するため，市場監視や緊急対応

といった分野で協力していくよう努めていかなければならない。こうしたことか

ら，三か国が将来のエネルギー・鉱物資源にかかる論点，特に，(i)市場の役割の

強化， (ii)投資の促進と保護を通じたエネルギー・鉱物資源分野における投資環

境の改善，(iii)エネルギー・鉱物資源分野に適用される政策と規制の透明性の強

化，(ⅳ)エネルギー・鉱物資源分野における安定した枠組みの設定を目的とした，

同分野における協力の促進，及び(v)貿易・投資拡大のための，関係者による対話

の創設についてさらに議論していくよう提言するものである。 

 

日本及び韓国は，三か国は貿易・投資を制限しうる非関税障壁の除去並びに貿

易・投資を妨げる措置の利用の防止に努めるべき旨提言する。 

  

中国は，環境の悪化を防ぐため，エネルギー・鉱物資源において天然資源の持

続可能な利用を確保できるよう，然るべく配慮すべきである旨提言する。 
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１１．水産業 

 

数世紀にわたり，中国，日本及び韓国の周辺海域は，三か国に対して食料安全

保障及び就労機会のための豊かな漁場を提供してきた。しかしながら，多くの魚

種の回遊性及び周辺海域の共有性に鑑みれば，いずれの国も単独で共有の回遊性

魚類資源を管理及び保存することは不可能である。ゆえに，そこには中国，日本

及び韓国が水産協力を強化するための正当な理由が存在している。 

 

 

１１．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

制度及び技術の革新が原動力となった改革開放の過去３０年間，中国は近

代的な水産業を発展・向上させ，徐々に世界の主要な水産国の一つとなった。

２００９年において，中国の漁業生産額は８８６億米ドル，漁業生産量は５,

１１０万トンに達した。また，中国は魚類及び水産製品の世界貿易において

重要な役割を果たしている。２００９年において，中国の本分野の総貿易量

は６６８万トンで，その貿易額は１５９.６億米ドルに達した。そのうち，輸

出量が２９４万トンで貿易額にして１０７億ドル，輸入量が３７４万トンで

貿易額にして５２.６億米ドルであった58。 

 

発展の過程において，中国の水産業の構造は徐々に改良されてきた。内水面漁

業，海洋漁業，特に遠洋漁業，海面養殖業及び観賞魚養殖業といった異なるセク

ターは，総合的に発展してきた。一方，水産品に対する世界的な需要の高まりを

受け，中国の水産加工業は継続的かつ急速に規模，生産量及び生産額を増大させ

てきた。企業の大規模で集約的な加工能力は明らかに向上してきており，上質な

包装を行い，豊富な栄養を含む消費者の利便に資する多くの高品質な製品が大量

に市場に出回っており，その市場シェアを増加させてきている。 

 

このような発展にも関わらず，中国の水産業の構造は依然として限られた資源，

環境悪化，市場競争の激化及び先進技術の普及の遅れによる困難に直面している。

それゆえに，水産資源の保全及び持続的利用のために，多大な努力を行っている。 

 

１９９５年以降，海洋夏季禁漁制度が改善及び強化されてきている。いく

つかの新たな国立自然保護区が設定され，計１６か所となっており，２２０

                                            
58 中国税関：輸出入統計 
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の国立海洋繁殖保護区が設定される予定である59。海洋牧場や人工魚礁の開発

についても，急速な進展が見られる。 

 

中国の水産業は，１９８６年１月に採択され，２０００年１０月及び２０

０４年８月に二度改訂された中華人民共和国漁業法60によって主に運用・管理

されている。関係当局や機関には，農業部(www.agri.gov.cn)，農業部漁業局(w
ww.cnfm.gov.cn)，中国水産会(www.china-fisheries.org)及び中国漁業協会(www.chi
na-cfa.org)が含まれる。 

 

日本 

日本は，これまでに国及び都道府県レベルにおいて，漁業法，同法に基づく都

道府県規則，排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関す

る法律，外国人漁業の規制に関する法律，水産資源保護法，海洋生物資源の保存

及び管理に関する法律，及び漁船法を含めた様々な国内法規を制定しており，種々

の水産資源の保存及び管理並びに漁業及び漁船の管理及び監視を実施している。

加えて，日本は水産物貿易に関し，漁業操業に直接関係するものではない，外国

為替及び外国貿易法や輸入貿易管理令といった他の関連法も適用している。これ

らの国内法規制に基づき，日本国民がＩＵＵ（違法，無報告及び無規制）漁業に

従事することは厳重な処罰の対象となっている。更に，日本の管轄外の水域にお

ける漁業活動については，日本国民の関連国際法令遵守及び水産資源の持続的保

存及び管理を確保するため，二国間漁業協定の締結及び適切な地域漁業管理機関

（ＲＦＭＯｓ）への積極的な参加を通じて精力的に努力している。 

  

日本は，漁業法に基づき，許可漁船の隻数及び総トン数，操業時期及び海域並

びに漁具の種類等について様々な規制を課している。日本は国連海洋法条約（Ｕ

ＮＣＬＯＳ）の概念に基づいて制定された海洋生物資源の保存及び管理に関する

法律の規定に従い，年間の最大漁獲量を設定する総漁獲可能量（ＴＡＣ）管理制

度も導入している。現在，アジ，イワシ及びイカを含む主要７種がＴＡＣの対象

となっている。これに加えて，２００１年以降，緊急的に資源回復が必要な魚種

を対象とし，漁船数の削減や休漁等の漁獲努力量の削減を内容とする資源回復計

画（ＲＲＰ）が導入された。上述の適切な漁業操業及び漁業管理を確保するため，

農林水産省及び都道府県庁は漁業監督公務員を配置し，漁業者を指導し，監視船

及び監視航空機を派遣して港及び漁場の調査，管理及び監視（ＭＣＳ）を実施し

                                            
59 中国農業部 
60 同法の英語版は以下で入手可能。http://www.china.org.cn/environment/2007-08/20/content
_1034340.htm. 
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ている。 

 

韓国 

過去１０年間で，韓国では２０００年に８２,０００世帯あった漁業世帯が

２００９年には６９,０００世帯に減少したが，同期間において漁獲金額は４

兆６６０億ウォンから６兆９,２４０億ウォンに増加した。２００９年の漁業

生産量は３１８万トンを記録し，総貿易額は４４億７００万ウォンに達し，

そのうち輸出額は１５億１，１００万ドル，輸入額は２８億９,６００万ドル

であった。 

 

水産業を発展させる取り組みにおいて，韓国政府は，特に危機管理，成長

力強化及び漁村の活性化の三つの主要な目標を設定している。危機管理に関

して，韓国政府は暴風や洪水による損害，漁船事故，水棲生物の感染症等を

予防し，またそれらに対処するための体系的な管理制度を設置することに努

力している。水産業の成長潜在力を強化する過程において，持続可能な漁業

及び他国との互恵的な海外開発協力に特に重点を置いている。持続可能な漁

業を実現するため，韓国政府は漁業免許制度，漁具のサイズ及び種類の規制，

総許容漁獲量（ＴＡＣ）管理制度，買い戻しプログラム等の様々な措置を導

入している。 

 

関係当局及び組織には ,農林水産食品部(www.mifaff.go.kr)，国立水産科学院

(www.nfrdi.go.kr) ， 農林水産検疫検査本部(www.qia.go.kr) ， 東海漁業管理団

(eastship.mifaff.go.kr) ， 西海漁業管理団(westship.mifaff.go.kr) ， 及び水協

(www.suhyup.co.kr)が含まれる。韓国の漁業は，主に水産業法，水産資源管理法，

遠洋漁業法，水産動物疾病管理法及び水産物品質管理法によって運用・管理

されている。 
 

 

１１．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

中国，日本，韓国は長きにわたり，水産協力を重視してきた。水産資源の

保存及び管理のためのいくつかの既存の二国間枠組みが存在している。中国

及び日本は２０００年に発効した日中漁業協定を締結している。日本及び韓

国も，１９９９年に発効した日韓漁業協定を締結している。中国及び韓国は，

２００１年に発効した中韓漁業協定を締結している。 
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近年，中国，日本，韓国は，様々なチャネルを通じて水産協力を強化する

ための努力をしている。三か国の研究者は，いくつかのセミナーを開催し数

多くの論文を発表している。このことは，養殖業及び水産資源保存の分野に

おける科学的調査及び管理を大いに促進させている。日中韓水産研究者協議

会は，１９９０年に設立され，２００７年１０月以降，独立行政法人水産総

合研究センター，中国水産科学研究院及び韓国国立水産科学院の三国研究機

関長会議が定期的に開催されている。これらは全て，一貫して特に相互理解

の強化に非常に貢献してきた。 

 

中国，日本，韓国は，三か国が共有の水産資源を利用しているため，水産

資源の保存及び管理並びに水産業の持続的開発において三か国が協力するこ

とが重要であると認識している。この点で三か国は，既存の枠組みや対話チ

ャネルを活用しつつ，水産協力の可能性について更に議論する必要があるこ

とを確認した。日本及び韓国は，協力活動には，ＩＵＵ漁業の共同管理，共

有水産資源の共同調査，水産業に関する情報及び技術交換，共同漁業管理機

関の創設を含み得ることを提言する。中国は，具体的な協力の取り組みにつ

いては，将来において必要があれば漁業管理当局の間で着手することになる

ことを提言する。 

 

将来の三か国協力と既存の二国間協力は，既存の枠組みに十分に配慮しつ

つ，相互に補完し合うべきである。また，三か国間の強化された協力は，他

の地域及び多国間機関における共通目標の達成に向けて，より効果的に協調

することを可能にし，世界的な水産業の発展を向上させるであろう。 
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１２．食料 

  

十分かつ安全，そして栄養のある食料を物理的及び経済的に入手できるこ

とは，国民の健康で活動的な生活に不可欠である。この問題の重要性を考慮

すると，国毎の取組みだけではなく，各国が共同で対処することが大切な任

務である。それゆえ，食料の問題は，将来の日中韓ＦＴＡの枠組の下で検討

されることが期待される。 

 

 

１２．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

世界で最も人口の多い国として，世界の耕作地のわずか７％で世界の人口の５

分の１以上に食料を供する中国の能力は広く評価されている。食料供給の重要性

を考慮し，中国政府は，農業，農村地域，農家に有益な政策の執行，財政・金融

面での投入の拡大，科学技術を通じた単収及び産出量拡大の促進，需要と供給に

基づき食料価格を設定するための市場志向型流通システムの構築等包括的なアプ

ローチを採用してきた。これらの措置は効果的であることが判明し，中国は近年

９５％を超える穀物自給率を維持し，世界の食料安全保障にも非常に貢献してき

た61。中国の経験は，限られた資源の中で食料供給を向上させる様々な政策の中

でも，技術開発，制度的な変更，改善されたインセンティブ，及び農村地域の開

発が重要であることを示した。 

 

過去３０年の間，中国の穀物，畜産品・酪農品，野菜，果実及び水産物の

産出は，継続的かつ急激に増加した。食料供給の増加及び多様化により，中

国の農村地域及び都市における消費構造は大きく改善され，一人当たりの穀

物の消費が減少し，肉，卵，果実，野菜，酪農品等主食以外の食品の消費が

増加した。一方で，中国は世界の重要な農産品の輸入国かつ輸出国になった。 

 

消費される食品の質もまた主要な課題である。近年，中国政府は，食品安

全基準の向上，監督及び緊急時の対処能力の改善，食品生産企業の信頼性や

人材の質の向上，違反者への罰則強化を通じて，食品の安全を確保すること

に尽力してきている。 

 

上述の成果を認める一方で，中国には都市と農村地域，あるいは地域間の

                                            
61
 中国の食料安全保障の状況に関する報告書（北京 : 中国農業科学技術, 2009） 
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格差ゆえに，食料の確保が不安定な地域や人々が未だ存在していることも指

摘されるべきである。さらに，動学的な視点からは，長期的には，土地，水，

その他生産に必要な資源が減少し，労働及び国内生産コストが上昇するなか

で，増大し続ける人口に食料を供給するという大きな課題に直面することと

なるであろう。 

 

日本 

日本の農業の現状をみると，生産能力の低下，小規模農家の存続，農地の

制約及び減少，農業従事者の高齢化の進展，農業人口の減少等の様々な問題

に直面しており，国内農業の再生が重要な課題となっている。 

 

このような状況を反映して，２００８年の総農業生産額は，ピーク時の１９８

４年の１１.７兆円から３０％減少し８.５兆円となった。生産に関連する要因（生

産の減少及び停滞）及び消費に関連する要因（消費者の食生活パターンの変化）

により，２００９年の日本の食料自給率（カロリーベース）は，４０％にまで低

下した。これは，先進国の中で最も低い。内閣府が２００８年に行った世論調査

によると62，９０％以上の日本人が，日本の食料自給率を上げるべきと考えてい

る。食料安全保障の観点からすればこれは深刻な状況である。加えて，日本の内

外で生じている食品安全に関する事例によって，食品の安全は，日本国民にとっ

てますます関心事となっている。 

 

世界の需要の側面から食料問題をみてみると，世界の人口は２０５０年までに

約９０億人にまで増加すると予測されており，また，主に開発途上国における食

肉の需要増加により飼料穀物に対する需要が増加すると予測されていることに留

意しなければならない。生産の観点からは，水資源の枯渇，土壌悪化，砂漠化，

あるいは，地球温暖化のような不安定要因等の制約がある。従って，食料に対す

る世界的な需給は中長期的に逼迫すると予測されており，日本人は将来の食料供

給に不安を抱えている。この点に関して，日本及び世界市場への安定的な食料供

給を確実にするために，持続可能な農業生産を促進・増加させる責任ある農業投

資のための官民パートナーシップのメカニズムを設立した。 

 

国民に対する安全な食料の安定供給の確保は，政府の基本的な責務の一つ

である。この目的のために，日本政府は，国内生産を増加させ，輸入と備蓄

により補完するとの政策をとってきた。このように，食料安全保障の観点か

ら，日本政府は，海外からの安定的な食料供給を確保することに加えて，２

                                            
62 http://www8.cao.go.jp/survey/h20/h20-shokuryou/index.html 
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０２０年までに食料自給率を５０％に引き上げるために国内生産を維持・増

加させるための様々な措置を実施してきた。日本はＷＴＯ・ＳＰＳ協定に基

づいた，段階的なリスク分析のプロセス，すなわちリスク管理，リスク評価

（リスク管理と機能的に分離）及びリスク・コミュニケーション（リスク評

価者，リスク管理者及びその他当事者相互のリスクに関する情報及び意見交

換のプロセス）に従って，食品安全を含むＳＰＳ措置をとっている。日本政

府にとって,ＳＰＳ措置に関して科学的根拠に基づく決定を行っていくこと

は非常に重要である。 

 

「包括的経済連携に関する基本方針」に従い，２０１０年に，「食と農林漁

業の再生推進本部」が高いレベルの経済連携協定と日本の食料自給率の向上

及び農業・農村地域の再生を推進し，持続可能で強い農業の育成を目的とし

た措置をとることを目的に設置された。２０１１年に閣議決定された「政策

推進の全体像」に基づき，農林水産業の再生のための戦略が決定された。 

 

韓国 

過去５０年以上にわたって，韓国の農業は，食料安全保障の必要性，都市

と農村地域の家計の所得格差，市場開放の進展，食品安全，農村開発，農業

人口の急速な高齢化等，国内外において数々の課題に直面してきた。これら

の課題に対処するため，主要な食料輸入国の一つである韓国は，様々な措置

や政策を講じてきた。 

 

これらの政策の最も重要な目的の一つは，食料安全保障の観点から，十分

な主食の国内生産水準の維持であった。韓国の穀物自給率は２００９年には

２７％と低く，ゆえにこのような目標を設定してきた。近年，世界的な気候

変動や需要の急増により国際食料市場の不安定を招いたことにより，食料安

全保障の問題への関心が高まった。この点について，韓国政府は，食料自給

率の目標値を引き上げ，消費と生産双方に関連する包括的な一連の措置を導

入した。政策的措置には，農地の多様な利用を通じた国内の食料生産インフ

ラの拡大，海外の農業開発による安定した食料輸入ルートの確保，適切な水

準の食料備蓄の維持，及び輸入の一時停止や不作に対応するための管理体制

の確立が含まれる。 

 

韓国において，食品安全はもう一つの重要な政策目的である。昨今，国家

間の食料貿易の増加及び新技術の発達や環境の変化に関連する新たなリスク

要因の出現に伴い，食品安全を危うくする出来事はもはや一国の関心事では
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なく，国際社会の関心事となっている。このような現状において，食品の安

全性を確保するために，韓国政府は，多くの方法を用い多角的な努力を行っ

てきた。予防段階においては，様々な安全性テストが生産や流通段階で行わ

れている。テストのための基準は，食品のモニタリングやリスク評価を通じ

て得られたデータを参照することにより，確かな科学的な根拠に基づき設定

された。韓国はまた，国内の基準をコーデックス委員会やその他の国の国際

的な基準に調和させるよう努力している。トレーサビリティシステムは，最

終製品の管理改善のために実行されている。加えて，韓国政府は，関連する

情報を諸外国から収集・分析し，食品安全に関して生じ得る事項に予め対応

するために，食品安全管理システムを確立した。 

 

韓国政府は，消費者の権利の拡大にも努力してきた。消費者により幅広い

選択肢を提供するために，韓国は化学薬品を使用していない農産品及び有機

食品，農産物優秀管理制度（ＧＡＰ），ハサップ，有害要素重点管理基準（Ｈ

ＡＣＣＰ）等の品質や安全性の認証メカニズムを含む様々な政策を採用・維

持してきた。  

 

 

１２．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
  

近年，ＡＰＥＣ，ＡＳＥＡＮ＋３，ＡＳＥＭ及びその他の地域協力メカニ

ズムによって提供されるプラットフォームにより，中国，日本，韓国は食料

及び農業に関してすでに様々な形の協力を実行してきている。地理的近接性

ゆえに，中国，日本及び韓国は，生産及び消費について多くの類似点を有す

る。すでに三国間では相当量の農産品，水産品及び食品の貿易が行われてい

ることから，三か国が地域の安定的な食料供給にどのように貢献するかにつ

いて検討することは重要である。将来の日中韓ＦＴＡは，農業の生産性及び

成長を促進し，食料貿易を円滑化し，各国の食料安全保障を向上させ，新し

い農業技術の開発と移転を奨励し，各国の農業が相互に裨益するシステムを

設立することにより，食料問題や情報共有に取組むための中国，日本及び韓

国に新しいプラットフォームを提供するだろう。さらに，それは，三国間の

緊密な協同作業を通じて，食品安全をより確かなものとし，公衆衛生の向上

に資する機会も提供するであろう。 

 

● 農業の生産性及び成長の促進 

各国が食料増産に努めることの重要性を認識しつつ，この分野の活動には，
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環境面で持続可能な農業生産方式の認知度を向上させること，農業生産に悪

影響を及ぼす病虫害の調査・管理を改善させること，農業分野への投融資を

促進すること，力強い農業の維持のため正しく機能する市場と規制枠組みを

構築すること，その他農業の果たす多様な役割を強化するための共同プロジ

ェクトを検討すること，農業の生産性向上や関連する課題の協議を取り上げ

るＦＡＯ（国連食料農業機関）のような国際的な機関による一貫性のある活

動を支持すること等が含まれ得る。 

 

● 食料貿易の円滑化及び食料安全保障の改善確保 

この分野の活動には，ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉（ＤＤＡ）が成功裏に

妥結するよう支持すること，三国間の食料貿易を増加させるよう努力するこ

と，食料自給率向上のための政策や取組みについて情報交換すること，安定

的な食料供給のために輸出入に関するＷＴＯのルールを遵守することによ

り三国間の食料貿易をより円滑化するような措置の実行を奨励すること等

が含まれ得る。 

 

● 新しい農業技術の開発と移転の奨励 

この分野のアプローチには，農業の革新を共有すること，農業の研究開発

に資する環境を整えること，農業技術の移転や研修を通じて農業所得及び生

産能力を向上させること，農業生産基盤を改良すること，研究開発及びその

成果の普及を奨励すること，バイオテクノロジー，気候変動及び食品安全に

関する相互の情報交換を実施すること等が含まれ得る。 
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１３．政府調達 

  

全てのレベルの政府は，物品，サービス及び建設サービスの主要な購入主

体であり，政府調達は中国，日本及び韓国の国民経済活動の重要な構成要素

である。調達の大部分は，公開かつ無差別な条件の下に行われている。以下

では，三か国の政府調達の枠組の概要を述べ，将来の日中韓ＦＴＡのための

提案を行う。 

 

 
１３．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

中国の政府調達慣行は，１９９６年に上海，続いて深圳において実施された試

験的プログラムに始まった。それ以降，中国経済の力強い成長とともに，中国の

政府調達市場は急速に拡大してきた。過去１０年間，中国の政府調達額は２桁台

の伸びをみせた。最新の財政部の統計は，中国の政府調達額は２０１０年に８,

０００億元を超えたことを示している。 

 

中国の政府調達制度は２００２年６月２９日に公布され，２００３年１月１日

に発効した政府調達法63によって規律されている。同法は，国際的な調達原則に

ならって作成され，あらゆるレベルの中国における政府に適用される。同法は９

つの章から成り，基本的原則，調達方式，契約の形式及び執行，供給者からの照

会並びに申立て，及び行政監督の責任に関する８８の条項が含まれている。技術

系の政府調達が公開入札の形で行われる場合には，入札法が優先して適用される。 

 

 政府調達市場における公平な競争を保護するため，同法はいかなる地域又は

産業も市場への供給者による自由なアクセスを妨げるべきではないと規定

する。政府の財政担当部局は，政府調達に関する問題を監視しかつ監督する

責任を有しており，中央集権的な調達機関を設置することも，政府調達プロ

グラムの下において調達活動に参加することも許されていない。中央の調達

機関と管理機関との間には，いかなる従属関係やその他の利害関係も介在し

てはならない。 

 調達方式に関して，同法は公開入札が調達の主要な方法であることを規定し

ているが，財政担当部局の事前承認の下で，調達担当官は招請入札や競争的

                                            
63 同法の英訳版は以下にて入手可能。http://www.gov.cn/english/laws/2005-10/08/content_75

023.htm 
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交渉を含む他の方法も選択しうる。 

 同法によれば，国内の物品や建設又はサービスが，あらゆる政府調達一般に

関して，優先されるべきであるとされている。ただし必要とされる物品や建

設又はサービスが中国の領域内において入手できない，又は調達対象が海外

での消費のために調達される場合には，この限りではない。 

 

法的枠組みとは別に，政府調達のための管理機関は中国におけるあらゆるレベ

ルの政府において設置されてきた。地方の大部分もまた，集権的な購入を担当す

る政府調達センターを立ち上げた。他方で，実効的かつ透明な政府調達情報の公

示制度が確立されており，中国政府調達ネット(http://www.ccgp.gov.cn)，中国財政

経済ニュース，及び中国政府調達マガジンなどのメディア組織がこれを構成して

いる。 

 

中国は未だＷＴＯ政府調達協定（ＧＰＡ）の締約国ではない。ＷＴＯへの加入

の際の約束にしたがって，中国は２００２年にＷＴＯ政府調達委員会のオブザー

バーとなった。中国はＷＴＯへの加入議定書において，「可能な限り早期に」Ｗ

ＴＯ・ＧＰＡ加入交渉を開始することも約束した。２００７年１２月，中国はＷ

ＴＯ・ＧＰＡ加入申請及び適用範囲に関するイニシャル・オファーを提出した。

２０１０年７月，中国は適用範囲に関する改訂オファーを提出した。 

 

日本 

日本は会計法（１９４７年），予算決算及び会計令（１９４７年勅令），及び地

方自治法（１９４７年）などの法令の下で，公平，公開かつ透明な手続を通じて

政府調達を実施している。加えて，日本政府は，海外供給者の日本政府調達市場

へのアクセス機会の向上のために一連の自主的措置を採用した。 

 

これらの法令は，例えば，供給者の資格，入札公示，落札方法，契約書の起案

などについての条項を規定している。日本の調達制度の下では，一般競争入札が

原則的な入札手続である。指名競争入札は，契約の性質又は目的により競争に加

わることのできる供給者が少数で，一般競争入札に付する必要がない場合，又は

一般競争入札に付することが不適切と認められる場合に用いられる。随意契約は

例外的方式であり，公示に応ずる入札者が存在しないなどの状況においてのみ用

いられる。 

 

行政機関に関しては，財務省が中央政府機関に関する法令を，総務省（ＭＩＣ）

が地方政府機関に関する法令を，内閣府が自主的措置をそれぞれ所管している。 
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国際的な規則に関しては，日本はＷＴＯ・ＧＰＡの締約国であり，また政府調

達に関する条項（例えば，内国民待遇及び無差別待遇，入札の手続，調達情報の

透明性，苦情申立ての手続など）を含むいくつかのＥＰＡを締結している。 

 

日本がＷＴＯ政府調達委員会に提出した２００９年の統計64によると，中央政

府機関（基準額以上及び未満）及び地方政府機関（基準額以上）が締結した契約

の価額は，合計で約４兆４，８００億円であった。 

 

韓国 

韓国の政府調達の仕組みは，調達機関が物品又はサービス（建設サービスを含

む）を調達するために公的資金を用いる際に，「最善の価値」を獲得するという

目的を達成するために構築され，発展してきた。 

 

ＷＴＯ・ＧＰＡの締約国として，韓国は国内法令及び政策をＧＰＡの一般原則

及び手続規定に合致させることにより，政府調達制度における無差別原則及び透

明性を確保してきた。そのような原則には，無差別原則，内国民待遇，自由競争，

及び透明性が含まれる。 

 

韓国の政府調達のための法的枠組みの二つの主要な柱は，国家を当事者とする

契約に関する法律（ＡＣＳＰ）及び地方自治体を当事者とする契約に関する法（Ａ

ＣＬＧＰ）である。これら二つの法律はそれぞれ１９９５年，２００５年に制定

され，両者は韓国の政府調達に関する基本的原則及び手続を包摂している。企画

財政部及び行政安全部が法的枠組みを所管する主要な機関である。 

 

公営企業による調達は，公共機関の運用に関する管理法律（ＡＭＰＩ）という

別個の法律によって規律されている。しかし，ＡＭＰＩはＡＣＳＰの条項の多く

を包含しており，ほとんど違いはない。したがって，ＡＣＳＰに規定されている

主要な原則及び手続は，公営企業による調達にも適用される。 

 

国際入札に関しては，特定物品等の調達に関する国家を当事者とする契約に関

する法律の施行令特定規定が，１９９７年１月１日以来主要な法的文書である。

それは，ＷＴＯ・ＧＰＡの原則及び規則に完全に合致するよう，具体的に国際入

札手続を規律している。 

                                            
64 WTO 政府調達委員会, 協定１９条に基づき報告された２００９年統計， GPA/１０４/Add.４,

 ５ May ２０１１. 
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韓国の政府調達制度が他の制度と異なる一つの特有の面は，調達の大部分が，

ＫＯＮＥＰＳ（国家総合電子調達システム）と呼ばれる政府横断的な単一の電子

調達システムを通じて行われることである。２００２年１０月に始動して以来，

ほとんどの政府機関は供給者の登録，入札，契約から契約金の支払いに至るまで，

ＫＯＮＥＰＳを通じてすべての調達手続を実施してきた。供給者もＫＯＮＥＰＳ

にアクセスすることによって調達に関連したあらゆる作業を行うことができる。

したがって，ＫＯＮＥＰＳは公共調達のための単一の窓口として機能しており，

これによって供給者は一度の登録によって，公共部門におけるあらゆるＫＯＮＥ

ＰＳ利用者が実施する入札に参加することができる。当該システムは，行政安全

部，金融機関及び他の関連団体を含む異なる組織の１２３の外部的システムを結

びつけるワンストップ・サービスを提供している。２０１０年時点において，４

万の公的組織及び２０万の企業がＫＯＮＥＰＳを利用し，約７５兆ウォンに相当

する調達取引がＫＯＮＥＰＳを通じて行われた。ＫＯＮＥＰＳの導入は取引費用

を大幅に引き下げ，効率性を増加させた。それはまた，透明性を強化し，調達リ

ードタイムを短縮させた。 

 

２０１０年における韓国の政府調達の合計取引高は，１０４兆４，０００億ウ

ォン，すなわち約１，０４０億米ドルであった。 

 

 

１３．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

中国，日本及び韓国はこれまでもＡＰＥＣ政府調達専門家グループ（ＧＰＥＧ）

及び中国のＷＴＯ・ＧＰＡ加入プロセスなどの地域的並びに多国間の文脈におい

て，政府調達に関して協力を行ってきた。 

 

ＧＤＰに占める割合という観点からの政府支出の重要性に鑑みると，政府調達

の効率性及び実効性を向上させることは経済成長に寄与しうる。将来の日中韓Ｆ

ＴＡの枠組みにおいて，三か国は情報交換及び経験の共有を通じて，互いの政府

調達に関する政策及び慣行についての理解をより深めやすくなるであろう。 

 

中国のＷＴＯ・ＧＰＡ加入が進行中であるため，中国は，ＷＴＯ・ＧＰＡを政

府調達交渉を行う際の主な手段とすることを提言する。中国は更に，三か国は情

報交換を通じて三国間協力を更に強化する機会を探るべきだと提言する。 

 

日本及び韓国は，日中韓ＦＴＡは中央政府，地方政府及びその他の機関を対象
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とする無差別原則，透明性，調達の効果を減殺する措置の禁止，特定の調達手続，

協議及び小委員会の設立などの事項に関する三国間の拘束的な規則及び指針を定

める政府調達に関する独立の章を設けるべきであると提言する。 
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１４．環境 

 

中国，日本及び韓国の政府は，持続的な経済発展を追求する一方で，環境保護

が重要であること，そうした目標達成のために環境保護と持続可能な経済発展が

相互支援的であるべきことを認識する。将来の日中韓ＦＴＡは，中国，日本及び

韓国に，環境保護及び経済発展における更なる協力強化のための好機を提供する

だろう。 

 

 

１４．１ 現在の状況及び政策 
 

中国 

急速な経済成長と社会発展を経ている国として，中国は環境保護を非常に重視

し，その産業化・近代化戦略において，資源を保全し，環境に配慮した社会を構

築することに焦点を当てている。 

 

中国は，近年，水質汚染の防止及び管理，海洋環境保護，大気汚染の防止及び

管理，環境への影響評価に関する一連の法律を策定乃至は改正した。国務院はま

た，環境保護を強化するために５０以上の法律施行規則を制定乃至は改正した。

中国は，国家気候変動対策計画を採択し，実施する最初の発展途上国でもある。 

 

国務院直属の機関として，中国環境保護部（ＭＯＥＰ）は，法律によって，環

境政策を実施し，環境法令を施行する権限を与えられ，業務付けられている。そ

の規制的役割を補完するために，同部は研究開発に資金を供与し，組織している。

加えて，同部は中国の原子力安全機関としての役割も果たしている。 

 

法的，制度的枠組みを改善するための多大な努力を行う一方で，中国は環境保

護にも多額の投資を行った。例えば，２００５年から２０１０年の間，同分野へ

の投資は２,３００億米ドル65を超え，その資金の大部分は，新たなもしくは再生

可能なエネルギー利用の開発・促進，黄砂発生源の管理，自然林の保護，耕作地

の森林や牧草地への転換等に使われた。 

 

国内における努力の他，中国は，日本や韓国を含む約５０か国と二国間環境保

護協力協定や覚書を署名した。多国間の領域において，中国はまた，５０以上の

環境保護に関する国際条約に加盟しており，国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣ

                                            
65 中国環境保護部の統計 
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Ｃ），京都議定書，オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書，生物

多様性条約（ＣＢＤ）を含む，これら条約に定められている義務を積極的に果た

してきている。 

 

現在，中国における環境保護はこれまでにない機会に直面している。経済成長

モードへの転換や加速された経済改革は，構造的かつ地域的な環境汚染や生態系

再構築に取り組む良い基盤を提供してくれるだろう。国家の力を増すことは，環

境保護への強い物理的，技術的支援を与えることとなる。経済制度や行政機関の

改革を進めていくことは，環境保護作業メカニズムにおける革新のために好まし

い状況を生み出す。第１２次５カ年計画（２０１１～２０１５）は，中国が産業

改革とその向上を精力的に進め，クリーン製品を促進し，循環経済を発展させ，

発生源で汚染を削減し，環境に配慮した社会の発展を促進していくことを提示し

た。 

 

日本 

日本政府は，１９９４年に環境基本計画を作成した（２０００年及び２００６

年に改正）。環境基本法（１９９３年制定）の規定に沿って，同計画は包括的，長

期的な環境政策を定めており，四つの長期的目標（循環，共生，参加及び国際的

取組）を掲げた。２０１１年の全体的な見直し実施後，政府は近く第四次計画を

策定する予定である。同計画に基づき，日本は持続可能な社会の達成に向け，様々

な政策を実施している。 

 

環境省及びその他の関係省は，同計画に従って，環境保全のための特定措置を

実施してきている。地方自治体，企業，国民やその他関係者は，自発的かつ積極

的に，環境活動に関与することが期待されている。 

 

日本は，外交の優先課題として，地球環境問題への取組にも力を入れており，

現在この分野における国際的な議論を主導している。日本は，他の国々と協力し

ながら，気候変動，生物多様性の保全，森林保全といった広範囲な分野において

イニシアチブをとっている。さらに，日本は発展途上国の取組を積極的に支援し，

その能力や環境状況の改善に貢献している。特に，気候変動対策に関する２０１

２年までの短期支援について，日本は官民併せて約１５０億米ドルの支援を発表

し，２０１１年３月３１日の時点で既に９７億米ドル以上の支援を実施した。 

 

二国間の文脈において，日本は環境保護分野における協力を強化し，地域及び

世界レベルでの共同の取組を促進するため，多くの国々と文書を策定した。多国
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間フォーラムに関しては，日本はＵＮＦＣＣＣや京都議定書，ＣＢＤといった国

際環境条約下の義務を実施してきた。 

 

韓国 

２００８年８月に李明博大統領が宣言した国家の展望である，低炭素グリーン

成長を求めて，韓国は低炭素グリーン成長基本法（２０１１年１月）を制定した。

同法は，政策の基本的方向性を示し，目標に向けた体系的な基盤をつくるもので

ある。韓国はまた，グリーン成長に向けた国家活動のための中・長期的な行動計

画を含む，グリーン成長国家戦略及び５年計画（２００９～２０１３）を策定し

た。韓国は，毎年グリーン成長に，ＧＤＰの約２％にあたる約１，０７０億ウォ

ンを投資し，国の温室効果ガスの総排出量のＢＡＵ予測から３０％の削減を求め

る，２０２０年までの国の温室効果ガス削減目標の達成に向け，積極的に取り組

んでいる。国連環境計画（ＵＮＥＰ）や経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）といった

国際機関は韓国のそうした努力が国際社会におけるロールモデルとなるべきであ

ると高く評価している。さらに，これら国際機関は，過去の経験を国際社会と共

有し，潜在的な協力スキームを調査する手段として，グローバル・グリーン成長

研究所（ＧＧＧＩ）と呼ばれる国際研究機関を２０１０年より設立し，運営して

いる。 

 

温室効果ガス排出を効率的に削減するために，環境部は部局や産業部門による

削減目標を設定した。同部はまた，高い質の国際基準による温室効果ガス管理の

ための温室効果ガス総合情報センターを設立し（２０１０年６月），運営している。

加えて，民間機関や温室効果ガス排出ビジネスのために目標管理システムを導入

し（２０１０年９月），運用している。温室効果ガス排出量取引制度の導入に続い

て，環境部は様々な参加者の排出削減行為を促す任意市場とあわせて，検査と証

明に厳しく基づいた強制的市場システムを確立しつつ，取引センターの設立に向

け努力している。 

 

Ｇ２０サミットの成功に続き，韓国は現在２０１３年以降の気候変動対応シス

テムに関する国際交渉に積極的に参加している。最近，２０１１年４月に，韓国

は第１３回日中韓三か国環境大臣会合（ＴＥＭＭ１３）を主催し，気候変動や生

物多様性を含む上位１０の優先事項のための共通行動計画についての進展を分析

した。韓国は，東南アジア，中東，アフリカ，中南米の国々との環境大臣会議参

加を通じて環境部門における国際的な協力を引き続き強化する。さらに，韓国は，

環境技術を発展させるために途上国と協力すると同時に，環境管理能力を強化し，

環境改善のための基本計画を形成するための途上国の努力を支援しており，韓国
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の主導的な環境政策の経験や技術は広められ，共有されている。 

 

一方，韓国は，それぞれの国の環境基準を一致させるのではなく，持続可能な

開発を促進する方法で貿易関係及び協力を強化するという形で，環境的に健全で

持続可能な開発という自らの追求を重要な貿易パートナーとの最近のＦＴＡに反

映させた。韓米ＦＴＡ（ＫＯＲＵＳ ＦＴＡ）では，環境に関する独立した章を

設けており，同章では，締約国がそれぞれの法律や政策において高い環境保護水

準を提供し慫慂するよう確保することに努め，両国が多国間環境条約の下でのそ

れぞれの義務を果たすための措置を導入し，維持し，実施することを求めている。

さらに，韓国と米国は協定の実施プロセスにおける国民参加の機会を協定に取り

入れた。韓ＥＵ・ＦＴＡもまた，韓米ＦＴＡと類似した規定を含む貿易と持続可

能な開発章における労働問題とともに，貿易に関連した環境問題を扱っている。

韓ペルーＦＴＡにも独立した環境章があり，韓国は環境に関する独立した協定を

含めることについて，豪州，ニュージーランド，コロンビアおよびカナダと交渉

している。 

 

 

１４．２ 将来の日中韓ＦＴＡへの提言 
 

特に三か国の地理的近接性を考慮すると，環境協力は中国，日本及び韓国の社

会経済的福利の点において大きな重要性をもっている。環境保護の分野において

は三国間に大きな補完性がある。実際，日中韓三か国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）

及び日中韓三カ国黄砂局長級会合（ＴＤＧＭ）といった定期会合の仕組みの下，

共通の環境問題に対処するために，近年三国間において多大な取組がなされてき

た。 

 

中国，日本及び韓国が共通の貿易と環境に関する原則に従うことは有益である。

将来の日中韓ＦＴＡでは，中国，日本及び韓国の社会経済的福利に資するため，

及びこの分野における三国間の補完性を向上させるため，環境保護と国際的な貿

易・投資との間の均衡を達成する努力がなされるべきである。 

 

加えて，将来の日中韓ＦＴＡは，持続可能な発展を達成するための共通目標を

実現することを目指しつつ，互恵とウィン・ウィンの状況となる環境協力をさら

に強化するための新たなプラットフォームを三か国に提供し得る。協力可能な分

野には，以下が挙げられる：情報共有，代替エネルギーの開発と導入，温室効果

ガス排出の削減，環境の質の改善，エコ・セーフティ製品，海洋環境保護，黄砂
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の管理，及び原子力安全の促進。三か国は，三国間の環境協力のための連携強化

を通じて，能力構築，環境的に健全な技術の発展，貿易に関連した環境問題，及

び適切な環境規制の策定とその実施といった分野における協力をさらに強化する

機会を模索し得る。 
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Ⅶ． 一般的な結論と提言 

 
２００９年１０月に開催された日中韓サミットにおける中国，日本及び韓国の

首脳間のコンセンサスに従い，共同研究委員会が設立され，中国，日本及び韓国

の間のＦＴＡ共同研究を行ってきた。共同研究委員会は，２０１１年５月に開催

された日中韓サミットにおいて示された，共同研究作業を加速するという首脳ら

の意志を十分に認識しつつ，以下の結論と政策提言を作成し，その作業を完了し

た。 

 
 

１．一般的な結論 

 
１．１ 将来の日中韓ＦＴＡの戦略的含意，経済的利益及びあり得べき課題 

 
委員会は，中国，日本及び韓国の間のあり得べき三国間ＦＴＡが，三国間及び

二国間の貿易・投資の拡大によってのみならず，幅広い三国間協力を発展させる

包括的かつ制度的な枠組みの提供によっても，現在の三国間関係を強化する重要

な手段としての役割を果たすであろうことを再確認した。強化された三国間関係

は，ＡＳＥＡＮ＋３やＡＳＥＡＮ＋６等の東アジアにおける現在進行中の経済統

合プロセスだけでなく，アジア太平洋地域における同プロセスの進展にも貢献す

るであろう。日中韓ＦＴＡは，地域統合における重要な一歩とみなされ，地域の

みならず世界全体の繁栄を促進するであろう。 
 
共同研究委員会は，あり得べき日中韓ＦＴＡは，各国の潜在的経済力に鑑みる

といまだ低水準に止まっている域内貿易・投資を促進することによって，三か国

全てにとっての新たな成長エンジンになるだろうとも結論づけた。具体的には，

将来の日中韓ＦＴＡは，貿易・投資障壁の撤廃による三国間経済関係の補完性の

より完全な実現，より激しい競争やより巨大な市場における規模の経済を通じた

生産性の向上，及び幅広い三国間経済協力の促進によって，三か国に経済的利益

をもたらすであろう。 

 

他方，交渉プロセス全体において，三か国は，例えば協定の最適な構成や野心

のレベルを検討することによって，各国のセンシティビティに対応するよう努力

すべきである。 

 



162 

 

１．２ 将来の日中韓ＦＴＡの対象・範囲 
 
共同研究作業を通じ，共同研究委員会は，あり得べき三国間ＦＴＡ交渉につい

ての三か国の将来の立場を予断することなく，将来のあり得べき三国間ＦＴＡの

範囲を，包括的かつ建設的に研討した。同委員会による議論と検討に基づき，あ

り得べき三国間ＦＴＡは，報告書に含まれる以下の論点を扱うこととなるであろ

う。 

 
 物品貿易 

 サービス貿易 

 投資 

 その他の分野（含まれる得る分野：ＴＢＴ，ＳＰＳ，知的財産権，透明

性，競争政策，紛争解決メカニズム，産業協力，消費者安全，電子商取

引，エネルギー・鉱物資源，水産業，食料，政府調達，環境。ただし，

必ずしもこれらに限られるものではない。） 

 
 

２．政策提言 

 
２．１ 日中韓ＦＴＡの基本原則 

 
共同研究委員会は，以下の基本原則が交渉において三か国によって十分に留意

されるべきであるとの認識で一致した。 

 
 （包括的かつ高いレベルのＦＴＡ）包括的かつ高いレベルの協定を目指

すこと。 

 （ＷＴＯルールとの整合性）ＷＴＯルール，とりわけ，「実質上のすべて

の」貿易の関税撤廃に言及している関税及び貿易に関する一般協定(ＧＡ
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ＴＴ)の第２４条及び相当な範囲の分野における「実質的にすべての」差

別の不存在又は差別の撤廃に言及したサービスの貿易に関する一般協定

（ＧＡＴＳ）の第５条との整合性を図ること。 

 （バランスの取れた利益）相互主義と互恵に基づくバランスのとれた成

果とウィン・ウィン・ウィンの状況を目指すこと。 

 （センシティブ分野への配慮）各国のセンシティブ分野に対ししかるべ

く配慮しつつ，建設的かつ積極的に交渉を行うこと。 

 
 

２．２ 提言 
 
上記の原則を考慮し，また，日中韓ＦＴＡは実現可能であり，三か国全てに利

益をもたらすであろうという共通認識に基づき，共同研究委員会は，各国政府に

対し，あり得べき三国間ＦＴＡの取り進め方を決定し，適当とされれば，時間的

な枠組み，及び／または，交渉の指針となるロードマップ等の行動方針を公表す

るよう提言する。 

 
共同研究委員会は，日中韓ＦＴＡを取り進める全行程において，強い政治的意

思が必要となるであろうことにつき認識を共有する。 

 
この観点から，共同研究委員会は，次なる行動のために，研究の成果を，日中

韓経済貿易大臣会合及び日中韓外務大臣会合を通じ，２０１２年の日中韓サミッ

トに報告する。 

 

 

 

 

 


